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b) 防砂堤上の標識灯（4 基） 

防砂堤は、海底標高‐5.0m まで延長 7,600ｍ、天端高＋2.0m で航路沿いに建設される。この

防砂堤は、高潮時に水面下となりこの付近を航行する漁船のような小型船からは目視できな

くなる。小型船と防砂堤との衝突を避けるため、防砂堤上に警告のための標識灯を 2km 間隔

で設置する。 

c) パイロット補助装置（コンピュータ 7 台） 

狭隘な航路では自船の位置を正確かつ即時に知ることは大変重要である。この目的で GPS に

より船舶位置を示す携帯表示装置はパイロットにとって非常に有用である。接岸操船時には

パイロットは船橋を出て外で作業する必要があり携帯船位表示装置を持っていると操船が非

常に容易になる。 

14.4 公共セクターと民間セクターの事業分担 

上述に基づいて公共セクターと民間セクターの業務範囲の分担を下記表のように集約して示す。 

表  14.4.1 公共セクターと民間セクターの業務分担 

分担 
番号. 事業項目 

公共 民間 
1 浚渫   

1.1 航路 ●  
1.2 回頭泊地 ●  
1.3 バース区域 (約 150,000m3)  ● 
1.4  ターミナル用地護岸の斜面  ● 
1.5 サービスボート/はしけバース  ●  

2. コンテナターミナル   
2.1 埋立、地盤改良および周辺護岸  ●  
2.2 バース構造物  ● 
2.3 はしけバース  ● 
2.4 ヤードおよび構内道路  ● 
2.5 建築物   ● 
2.6 ユーティリティ  ● 
2.7 荷役機械  ● 

3. 港湾道路   
3.1 埋立  ●  
3.2 地盤改良および舗装 ●  

4.  外部護岸 (防波堤) ●  
5 防砂堤 ●  
6 公共関連施設   

6.1 埋立 ●  
6.2 サービスボートバース ●  
6.3 道路舗装 ●  
6.4 建物  ●  
6.5  ユーティリティ ●  

7 航行援助施設 ●  
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14.5 事業スコープ 

ラクフェン港の ODA プロジェクトの事業スコープを次のように提案する。 

表  14.5.1 日本 ODA ローンの事業スコープ 

番号. 作業項目 記載事項 

1.  浚渫  

1.1 航路および回頭泊地 航路：幅 160m (防砂堤あり) 210m (防砂堤なし), 水深 -14.0m CDL, 
斜面勾配 1:10, 延長 17.4 km,  
回頭泊地：直径 660m, 水深 -14m CDL, 勾配 1:10, 
土量=31,000,000m3 建設期間 3 年間の埋没量 2,000,000 m3 を含む 

2. 航行援助施設 航路ブイ：柱状ブイ 20 基, 標識灯：4 基、パイロット補助装置：7
台  

3 コンテナターミナル  

3.1 埋立 750m長 x 749m幅, 天端高：+5.5m, 土量=2,956,000m3 港湾道路 200m
幅の区域を含む.  

3.2 地盤改良 ALICC: 50m 幅 x 920m 長 はしけバース区域を含む 
PVD: 564,000m2 港湾道路部分を含む 

3.4 護岸 桟橋側：鋼管矢板壁, 延長：750m, 天端高：+5.5m  
南側：捨石積, 延長：750m, 天端高：+5.5m 

3.5 港湾道路 アスファルト舗装, 幅：44m, 延長：1,000m 

4. 防護施設  

4.1 外部護岸 コーピング天端高：+6.5m, プレキャストコンクリート消波ブロック

被覆、地盤改良：65,600m2、延長：3,230m  

4.2 防砂堤 天端高：+2.0m, プレキャストコンクリート消波ブロック被覆,  
延長：7,600m 

5. 公共関連施設  

5.1 埋立 面積：132,000m2, 土量=344,000m3 
地盤改良 PVD 21,300m2 を含む 

5.2 サービスボートバース 374m 長 x 30m 幅 x -4m 深さ, 矢板壁構造 
浚渫：土量=104,000m3  

5.3 建物 4,600m2 港湾管理事務所、税関、出入国管理、検疫、沿岸警備、 
保安、休憩・娯楽施設等 

5.4 ユーティリティ 給電、給水、消防・消火、下水設備等  
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15. 予備設計 

15.1 設計条件 

15.1.1 港湾施設 

ラクフェン港開発プロジェクトで提案されている港湾施設に関し、JICA 調査団が推奨する設計条

件を次の通りに取りまとめる（部分的には第 12 章記載と重複）。 

 1) 気象と海象条件 

a) 潮位 

- HHWL: CD + 4.43m 

- HWL: CD +3.55 m 

- MWL: CD +1.95 m 

- LWL: CD +0.43 m 

- LLWL: CD+0.03 (1991 年 1 月 2 日観測値) 

(CD は海図基準面であり概ね最低天文潮位に等しい) 

b) 波浪（深海域の沖波)   

- 50 年確率波浪  

波高  Hs = 5.6 m 

波の周期   T = 11.6 秒 

卓越波高   S から E 

- 50 年未満の確率沖波は次の通りとする。 

再現期間 波高 周期 
（年） (m) （秒） 

1 1.22 5.8 
5 3.18 8.9 

10 3.71 9.7 
30 4.45 10.8 

波の周期: T=1.5539H+3.9222 の関係式から算定 
出典: Report on Port Capacity Reinforcement Plan in Northern Vietnam: Nippon Koei Co., Ltd. & Associates, September 

2009 

c) 岸壁施設に関する設計震度 

- 水平方向設計震度 kh = 0.04g 

- 鉛直方向設計震度 kv = 0.00g 
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d) 風速 

- 設計風速   毎秒 60 m 

- 作業限界風速  毎秒 20 m 

 2) 土質条件 

JICA 調査団による土質調査や既往の土質調査により得られた実測データに基づき JICA 調査団提

案の設計土質条件を次の通り取りまとめる。 

表  15.1.1 (a) コンテナバースの土質条件 

地層 深度(CDL) 硬さ 土質定数 
 (m)  N 値 単位体積

重量γ' 
(kN/m3) 

強度 横方向地盤

反力係数 
Kh (N/cm3)

上層粘土 GL から-10 軟らかい 1-3, N=2 7 qu=44 kN/m2 
C= 22 kN/m2 

3 

中間粘土 -10 から- 13 固い 8-17, N=13 9 C= 100 kN/m2 20 
下層粘土 -13 から-21 やや固い～

固い 
6-9, N=7 8 qu=88kN/m2 

C= 44 kN/m2 
10 

岩基盤層 > -21 変化 非常に密 N>50 --- qu= 30 N/mm2  
出典: JICA 調査団 

 

表  15.1.2 (b) 埋立地の土質条件 

地層 深度(CDL) 硬さ 土質定数 
 (m)  N 値 単位体積

重量γ' 
(kN/m3) 

強度 圧密 

表層砂層 +0.5 から-1.0 ゆるい N=5 10 φ=25o  

上層粘土 -1.0 から-9.0 軟らかい 2-5, N=3 7 qu=44 kN/m2 
C= 22 kN/m2 

e-logP: C1 
Cv=65cm2/d 
Pc=0.86Kg/cm2 

中間粘土 -9.0 から– 12.0 固い 8-15, 
N=13 

9 C= 100 kN/m2 e-logP: C2 
Cv=87cm2/d 
Pc=1.22Kg/cm2 

下層粘土 -12.0から-27.0 やや固い

～固い 
4-7, N=6 8 qu=88 kN/m2 

C= 44 kN/m2 
e-logP: C3 
Cv=89cm2/d 
Pc=2.66Kg/cm2 

岩基盤層 > -27 変化 非常に密 N>50 --- qu= 30 N/mm2  
出典: JICA 調査団 

注：第 12 章の e-log P 曲線 C1, C2 & C3 参照 
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表  15.1.3 (c) サービスボートバースの土質条件 

地層 深度(CDL) 硬さ 土質定数 
 (m)  N 値 単位体積

重量γ ' 
(kN/m3) 

強度 横方向地盤

反力係数 
Kh (N/cm3)

上層粘土 -3.0 (変化) 
から -10 

軟らかい 1-3, N=2 7 qu=44 kN/m2 
C= 22 kN/m2 

3 

中間粘土 -10 から- 13 固い 8-17, N=13 9 C= 100 kN/m2 20 
下層粘土 -13 から-21 やや固い～

固い 
6-9, N=7 8 qu=88 kN/m2 

C= 44 kN/m2 
10 

岩基盤層 > -21 変化 非常に密 N>50 --- qu= 30 N/mm2  
出典: JICA 調査団 

 

表  15.1.4 (d) 外周護岸の土質条件 

地層 深度(CDL) 硬さ 土質定数 
 (m)  N 値 単位体積

重量γ ' 
(kN/m3) 

強度 圧密 

表層砂層 +0.0 から-3.0 ゆるい N=8 10 φ=25o  
上層粘土 -3.0 から-14.0 軟らかい 2-7, N=3 7 qu=44 kN/m2 

C= 22 kN/m2 
e-logP: C1 
Cv=65cm2/d 
Pc=0.86Kg/cm2 

中間粘土 -14.0 から- 18.0 固い 9-13, 
N=12 

9 C= 100 kN/m2 e-logP: C2 
Cv=87cm2/d 
Pc=1.22Kg/cm2 

下層粘土 -18.0 から-25.0 やや固い

～固い 
6-9, N=7 8 qu=88 kN/m2 

C= 44 kN/m2 
e-logP: C3 
Cv=89cm2/d 
Pc=2.66Kg/cm2 

基盤層 > -25 非常に密 N>30 --- C= 30 N/m2  
出典: JICA 調査団 

注：第 12 章の e-log P 曲線 C1, C2 & C3 参照 
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表  15.1.5 (e) 防砂堤の土質条件 

地層 深度(CDL) 硬さ 土質定数 
 (m)  N 値 単位体積

重量γ ' 
(kN/m3) 

強度 圧密 

表層砂層 GL から-2.0 ゆるい N=7 10 φ=25o  
上層粘土 -2.0 から-10.0 非常に軟

らかい 
0-2, N=1 7 C= 15 kN/m2 e-logP: C1td 

Cv=65cm2/d 
Pc=0.86Kg/cm2 

中間砂層 -10.0 から-13.0 ゆるい 3-8, N=6 9 φ=25o  
下層粘土 -13.0 から-18.0 やや固い 3-6, N=5 8 qu=88kN/m2 

C= 44 kN/m2 
e-logP: C3td 
Cv=89 cm2/d 
Pc=2.66Kg/cm2 

基盤層 >-18.0 固い～非

常に固い

13-21, 
N=18 

8 C= 110kN/m2  

出典: JICA 調査団 

注： 第 12 章の e-log P 曲線 C1td, C2td & C3td 参照 

標準貫入試験と室内試験結果の分析に基づき、夫々のボーリング地点における土層の土質分類と

土性を決定する。主要な土層の強度特性は一軸圧縮試験などせん断強度試験により得られている。

しかし室内試験結果が得られていない場合には、標準貫入試験の N 値との次の関係式より砂質土

の内部せん断摩擦角（φ）、粘性土の粘着力(Cu)、杭の横方向地盤反力係数(Kh) を求めるものと

する。 

表  15.1.6 N 値と設計土質定数との関係 

1) 砂質土の内部せん断摩擦角：φ= √(12xN) +A 
 ここに φ: 内部せん断摩擦角(度) 
  N: 標準貫入試験の打撃回数 
  A: 砂質土の性状による経験的な係数 
   15: 丸い粒子で粒度の悪い砂質土 
   20: 丸い粒子で粒度が良いあるいは角ばった粒子で粒度が悪い砂質土 
   25: 角ばった粒子で粒度の良い砂質土 
2) 粘性土の粘着力：Cu = qu/2=100 x N/B 
 ここに Cu: 非圧密非排水粘着力 (kN/m2) 
  qu: 非排水一軸圧縮試験の強度 (kN/m2) 
  N: 標準貫入試験の打撃回数 
  B: 粘性土の性状による経験的な係数 
   3.2 to 8: 非常に軟らかい粘性土 
   8: シルト質粘性土あるいは中位の硬さの粘性土 
   8 to 16: 非常に固い粘性土 
3) 杭の横方向地盤反力係数(Kh)： Kh= 1.5N (N/cm3) 
 ここに N: 標準貫入試験の打撃回数 
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 Container Terminal Berth

309.4m 252.9m

B-1 B-2 B-3
GL-4.2m GL-3.1m GL-6.8m

-7.4

6

-21.1

-23.1

Remarks: Cleyey Sand

Sandy/Silty Clay

Sandy Clay

Stiff Sandy Clay

Highly Weathered Siltstone

Slightly Weathered Siltstone

-6.8

-14.8

-28.0

Highly Weathered Siltstone N>50

Slightly Weathered Siltstone N>50

Stiff Sandy Clay

N=7-15, Nav=10

Firm Sandy Clay

N=5-9, Nav=7

-20.3

0

9

7

7

5

5

Highly Weathered Siltstone N>50

-25.4

>50

5

8

7

15

>50

-15.9

-22.5

>50

>50

Firm to Stiff Clay

0
Very Loose Cleyey Sand    Very Loose Clayey Sand

Very Soft Silty Clay
0

-20.0

-25.0

-5.0

-30.0

-10.0

-15.0

-35.0

>50

-9.1

9

8

9

5

Slightly Weathered Siltstone N>50

Stiff Sandy Clay

N=7-15, Nav=10

-4.2

-7.4

-10.2

CD±0.0

N-Value

N-Value

0-3.1

50

22

50

-6.1 1

7

8

7

6

(N=5-8, Nav=6)

50

N-Value

13

9

12

11

12

 
出典: JICA 調査団 

図  15.1.1 (a) コンテナバースに沿う土層想定図 
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 Container Terminal Berth

309.4m 250.0m 250.0m

B-4 KB-1 KB-3 KB-5
GL-1.6m GL-1.7m GL-1.6m GL-2.1m

-33.1

Remarks: Sandy/Silty Clay

Sandy Clay

Stiff Sandy Clay

Highly Weathered Siltstone

Slightly Weathered Siltstone

(N=6-9, Nav=7)

(Nav=2)

(N=8-17, Nav=13)

8

Slightly Weathered Siltstone
N>50

Stiff Sandy Clay

Highly Weathered Siltstone N>50

6

7

N-Value

0 50

>50

2

2

3

10

9

50

2

2

4

CD±0.0
N-Value

0

13

7

7

8

-1.6

-6.6

-10.6

-12.8

-21.0

-9.3

-12.7

-21.2

>50

9

5

-22.3

-20.0

-25.0

-5.0

-30.0

-10.0

-15.0

-35.0

-1.7

Soft Sandy/Silty Clay
Soft sandy/silty Clay with Shell

>50

Firm to Stiff Clay

Firm Sandy

Clay (N=4-5)

(Nav=2)

-26.2

5

7

7

(N=6-9, Nav=7)

(N=8-17, Nav=13)

N-Value

2Soft sandy/silty Clay with Shell

(Nav=2)

-1.6

N-Value

0 50

Stiff to Very Stiff Sandy Clay

Firm Clay

16

5

6

6

3

2

3

3

8

6

(N=8-17, Nav=13)

-7.8

-16.8

15

2

2

3

Stiff to Very Stiff Sandy Clay

8

7

7

16

17

8

Slightly Weathered Siltstone

N>50
Slightly Weathered Siltstone

N>50

-25.5

-30.1

Highly Weathered Siltstone

N>50
>50

>50

-2.1

-14.1

-16.4

-28.4

0 5

 
出典: JICA 調査団 

図  15.1.2 (b)コンテナバースの土留め壁に沿う土層想定図 
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 3) コンテナバースの設計条件 (PPP 方式に基づく民間部門実施分) 

a) 対象コンテナ船 

100,000 DWT スーパーポストマナマックス 

- 全長 Loa=330m 

- 型幅＝45.5m (デッキ上コンテナ 18 列搭載) 

- 型深＝29.1m 

- 喫水=14.8m (岸壁設計のため満載を想定) 

b) コンテナバースの諸元 

- 岸壁延長   750 m/ターミナル 

- 岸壁法線での天端高          CD +5.5 m 

- 計画水深   CD -16.0 m 

- 当初第 1 期の計画水深  CD -14.0 m 

- 設計水深   CD -16.0 m 

- エプロン幅   約 60 m 

c) 荷重条件  

- エプロン上での上載荷重  35 kN/m2 

- ヤードの上載荷重  45 kN/m2 

- 船舶接岸条件   対象船舶 100,000DWT 

船舶接岸速度 0.1m/秒 

船舶接岸角度 10° 

*本調査団による検討では、高吸収エネルギー型のゴム防舷材 H1150mm が船舶接岸エネ

ルギー939.8kN-m を吸収する時、反力は 1,621kN (157 tf)と算定される。 

- 係船柱に作用する荷重  1,000kN の係留力 

- 岸壁クレーン    デッキ上 18 列搭載のコンテナ船 

- 岸壁エプロン上でのその他の荷役機械 

 
 
 
 
 
 
 



ベトナム国 ラクフェン港開発事業準備調査（その２） 
- 最終報告書, 第 3 編 - 

 15-8

表  15.1.7 岸壁クレーンの設計諸元 

 コンテナ船容量 8,000 TEU, 型幅 B=45 m 
デッキ上のコンテナ搭載列数 18 列 
吊り上げ能力 スプレッダでの吊り上げ 41 トン 
アウトリーチ 52 m 
バックリーチ 13 m 
軌道上の吊り上げ高さ 38 m 
軌道ゲージ 30 m 
脚当たりの車輪数 1.2ｍ間隔 12 輪 (車輪荷重低減型) 
全体重量 1,300 から 1,500 トン 
設計風速 
作業時 
固定時 

 
20 m/s 
40 m/s 

海側車輪荷重(概略) 
暴風時固定時 
作業時 

 
60 トン/輪 
55 トン/輪 

海側車輪荷重(概略) 
暴風時固定時 
作業時 

 
60 トン/輪 
50 トン/輪 

出典: JICA 調査団 

d) 供用年数 

BS 6349-1: 2000 の規定によれば、 

- 構造物の設計供用年数はその構造物が計画的な維持管理の下にその意図する目的に対し

て使用されうる特定期間と看做される； 

- 通常、岸壁、突堤、桟橋などの海洋構造物であっては、50 年又はそれ以上の設計供用年

数が期待されるが、その施設の設計耐用年数は設計に配慮する更新期間と必ずしも等し

くする必要はない。 

本コンテナ岸壁構造物は基礎杭と梁部材を含 30 年の供用年数に対し設計しうるものである。 

e) 設計標準と規準 

- 2007 年版日本の港湾施設の技術上の基準・同解説 

- 海洋構造物に関する英国標準 (BS 6349) 

パート 1: 一般事項 2000 

パート 2: 岸壁、突堤、ドルフィンの設計 1988 

パート 4: 防舷材と係留システムの規準 1994 

 4) コンテナバージバースの設計条件(PPP 方式に基づく民間部門実施分) 

a) 対象コンテナバージ船 

次のコンテナバージ船をバージバースの設計に適用する。 
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コンテナバージ：100 TEU 積載容量 

- 全長 Loa=87m 

- 型幅=12.2m 

- 喫水=4.0m 

b) コンテナバージバースの諸元 

- バース長 200m/バース (=コンテナバース幅 50m＋

150m) (最大サイズのバージ 2 隻同時係留) 

- バース法線での天端高         CD +5.5 m 

- 計画水深   CD -4.5 m 

- 設計水深   CD -5.0 m 

- エプロン幅   30 m 

c) 荷重条件  

- エプロン上の上載荷重  35 kN/m2 

- 船舶接岸条件   対象船舶 100TEU 積みバージ 

船舶接岸速度 0.25m/秒 

船舶接岸角度 10° 

* JICA 調査団の検討では、船舶接岸反力は V 型タイプのゴム防舷材 H400mm x2.50m 長

で船舶接岸エネルギー71kN-m (E=71.2kN-m/m x1.2m 接触長=85.4kN-m)を吸収する時

424kN/m x 2.5m＝1,060kＮ (108 tf)と算定される。 

- 係船柱に作用する荷重  350kN の係留力 

- 移動式クレーン：コンテナ積上げ積降ろし用 

形式: Liebherr –Werk Nenzing GmbH 製造の LHM 250 クラスを想定 

吊り上げ支持パッド  4 箇所 x 5.5m x 1.8m (=9.9 m2/パッド) 

最大通常アウトリガー荷重（風荷重を含み静的荷重：185 tf/corner） 

岸壁設計に対する設計荷重  等分布荷重 2.4 t/m2 

最大車輪荷重: 6.0 t/輪 

- バースエプロンで使用されるその他の荷役機械 

d) 供用年数 

杭と梁部材を含み岸壁構造は耐用年数 30 年に対し設計しうるものである。 
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 5) 港湾管理用バースの設計条件(PPP 方式に基づく官部門実施分) 

a) 対象船舶 

次の諸元のタグボートを設計に考慮する。 

表  15.1.8 タグボート諸元 

 2,000PS 3,000PS 4,000PS 
長さ Loa 28.1 31.8 36.2 
 Lpp 24.2 28.0 31.5 
型幅 B 8.2 9.0 9.8 
型深 D 3.5 3.6 4.4 
喫水 d 2.7 2.7 3.2 
排水量 DT 320 435 544 

出典: JICA 調査団       

b) バース諸元 

- バース長   365 m 

- 岸壁法線での天端高     CD +5.5 または +4.5m 

- 計画水深   CD -3.6 m 

- 設計水深   CD -4.0 m 

c) 荷重条件 

- エプロン上での上載荷重  10 kN/m2 

- 船舶接岸条件   対象船舶 4,000PS タグボート 

船舶接岸速度 0.3m/秒 

船舶接岸角度 10° 

- 係船柱に作用する荷重  350kN の係留力 

d) 供用年数 

杭と梁部材を含み岸壁構造は耐用年数 50 年に対し設計しうるものである。 

15.1.2 アクセス道路・橋梁 

 1) アクセス道路 

a) 設計基準 

既存調査では、表  15.1.9 に示す設計基準を採用している 
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表  15.1.9 設計基準 

 採用値 摘要 
設計基準 TCVN4054-2005   
カテゴリー Technical Level 80   
設計速度 80km/h   

TCVN4054-05 では、表  15.1.10、表  15.1.11 に示すとおり、道路を 7 つのクラスに分類してい

る。 

表  15.1.10 機能及び設計交通量による道路分類 

Design
categories

Design
traffic
volume

(PCU/daily)

Major functions of highway

Expressway > 25.000 Arterial road, in compliance with TCVN 5729:1997

 Arterial road, connecting large national economic, political,
cultural centers

National Highway

 Arterial road, connecting large national economic, political,
cultural centers

National Highway
 Arterial road, connecting large national and regional economic,
political, cultural centers

National Highway or Provincial Road

Highway connecting regional centers , depots, residential areas

National highways, Provincial road, District roads

V > 200 Road serving for local traffic. Provincial road, district road,
communal road

VI < 200 District road, communal road

* These values are for reference. Selection of road classification should base on road function
and terrain type.

I > 15.000

II > 6.000

III > 3.000

IV > 500

 
出典: TCVN4054-05 

 

表  15.1.11 設計交通量 

Design categories I II

Topography flat flat flat mountain flat mountain flat mountain flat mountain

Design speed, Vtk

(km/h)
120 100 80 60 60 40 40 30 30 20

NOTE: Classification of the terrain is based on common natural slope of the hill side and mountain side as follows: flat and rolling ≤ 30%; Mountain >
30%.

III IV V VI
 

 
出典: TCVN4054-05 

b) 横断構成 

既存調査では、以下に示す理由により、車線幅員として 3.75m を採用している。 
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- タンブー－ラクフェン道路の交通のうち、大型車の占める割合が大きい。 

- タンブー－ラクフェン道路は将来、ハノイ－ラクフェン港を直接結ぶ高速道路の一

部となる可能性がある。 

 31,500

500

2,000

3,7503,7503,750

500

3,000

500

3,7503,7503,750

2,000

500

 
図  15.1.3 アプローチ道路部の横断構成 

 
 26,500

500

500

3,7503,7503,750

500

1,000

500

3,7503,7503,750

500

500

 

図  15.1.4 橋梁部の横断構成 

c) 幾何構造 

タンブー－ラクフェン道路の幾何構造基準を表  15.1.12 に示す。 

d) 舗装構造 

既存調査では、たわみ性舗装及び剛性舗装の構造を、それぞれ図  15.1.5、図  15.1.6 の通りと

している。 

5cm asphalt concrete surface course

7cm asphalt concrete binder course

15cm aggregate base course CBR80

43cm aggregate sub-base course CBR30
 

出典: Planning Construction Investment project Tan Vu-Lach Huyen Highway Project in Hai Phong City, VIDIFI, 2009 

図  15.1.5 たわみ性舗装構成 

 

30cm Cement concrete pavement

20cm aggregate base course CBR80
 

出典: Planning Construction Investment project Tan Vu-Lach Huyen Highway Project in Hai Phong City, VIDIFI, 2009 

図  15.1.6 剛性舗装構成 
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表  15.1.12 タンブー－ラクフェン道路幾何構造基準 

項目 単位 採用値 
道路クラス  カテゴリーIII 
設計速度 Km/h 80 

車線 m 4 x 3.75 
路肩 m 2 x 2.50 横断構成 
舗装部 m 2 x 2.00 

最小曲線半径 m 400 (250) 

たわみ角による最小曲線半径 m 

10,000 (1 degree) 
6,000 (2 degree) 
4,000 (3 degree) 
3,000 (4 degree) 
2,000 (5 degree) 
1,000 (6 degree) 
800 (8 degree) 

最小曲線長 m 

220 (250≦R≦275) 
200 (275＜R＜300) 
170 (300＜R＜350) 

140 (350＜R) 

最小緩和区間長 m 

110 (250≦R≦275) 
100 (275＜R＜300) 
85 (300＜R＜350) 

70 (350＜R) 
最大縦断勾配 % 5 

縦断勾配の制限長 
m 900 (4%) 

700 (5%) 
特例値 m 4000 

凸 
最小値 m 5000 
特例値 m 2000 

凹 
最小値 m 3000 

縦断曲線 

最小曲線長 m 70 
最大片勾配 % 8 
片勾配を打ち切る最小曲線半径 % 2500 
視距 m 100 

 

 2) 橋梁 

a) 設計基準 

基本的に、橋梁及び構造物設計は、ベトナム基準（22 TCN 272-05）、AASHTO-LRFD （Load 

and Resistance Factor Design, 3rd Edition 2004）に準拠する。ただし、これら基準がふさわしく

ない場合は、一部他の基準も適用する。 

本プロジェクトにおける、橋梁及び構造物設計の採用基準を表  15.1.13 に示す。 

これら基準が適さない場合は、AASHTO （Allowable stress design method, 17th Edition 2002)）

または 日本の道路橋基準（JSHB-96）も採用される。 
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- 航路条件 

- DVIZ 将来拡張計画の埋め立てスケジュール 

- DVIZ におけるフライオーバーの必要性 

- 建設コスト 

- 建設期間 
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16. 施工計画・積算 

16.1 施工計画 

16.1.1 概要 

本プロジェクトの初期開発計画である第 1 フェーズでは、コンテナターミナル 1、2 の建設、

100,000DWT のコンテナ船に対応できるよう既存航路を拡幅・増深する航路浚渫、公共施設の建

設、外郭施設の建設を行う。ベトナム政府側は 2014 年末までにターミナル建設工事を完了し、2015

年初めからのオペレーション開始を望んでいる。建設工期の観点からは、埋立砂の供給量と地盤

改良が重要な要因となる。建設工期短縮のため、桟橋部の地盤改良に関しては PVD 工法の場合に

必要な盛土放置期間が不要となるセメント系改良を併用する。 

16.1.2 コンテナターミナルの建設 

コンテナターミナル建設のフローチャートは図  16.1.1 のとおりである。埋立・地盤改良による土

地造成の完了後、ヤードは民間の施工業者へ引き渡される。セメント系の地盤改良以外の施工方

法に関しては既に 12.2 章で記述しているため、本項では CDM 工法による地盤改良について記述

する。 

岸壁エリア 岸壁背後エリア

地盤改良
（海上CDM工法）

埋立
（サンドポンプ）

埋立
（サンドポンプ）

地盤改良
（PVD工法）

載荷盛土土留壁の建設

舗装
ユーティリティ

建物
荷役機械

桟橋下斜面浚渫
海上杭打工
桟橋上部工
荷役機械

民間業者への引き渡し

 

図  16.1.1 コンテナターミナル建設のフローチャート 

16.1.3 CDM 工法による地盤改良 

施工費の観点から最も経済的な地盤改良工法は PVD 工法である。その施工方法については 12.2.5

章で記述したとおりであるが、ドレーン材の設置後に載荷盛土の放置期間が必要となり、工期が

長くなるという短所がある。桟橋エリアを出来る限り早く民間側に引き渡し、桟橋の杭打・上部

工などの早期着手を可能にするため、図  16.1.2 に示したエリアにセメント系地盤改良（CDM）を

採用する。 
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出典: JICA 調査団 

図  16.1.2 CDM 工法の適用範囲案 

まず施工区域を-2.0mCD まで浚渫し、CDM 船の喫水を確保する。その後 CDM 船は 2 軸オーガー

により所定の深度まで削孔し、セメントミルクを噴出して原地盤と撹拌しながら引き抜く。セメ

ントは、横付けしたセメントサイロ船から供給する。配合やピッチ、また CDM 施工区域は次の

詳細設計段階でさらに検討し設定する。 

Soil
Improvement 
area

Soil
Improvement 
area

 

出典: JICA 調査団 

図  16.1.3 海上施工概要図 
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出典: JICA 調査団 

図  16.1.4 削孔イメージ図 

16.1.4 埋立砂の供給量と運搬能力 

埋立砂に関しては 2 つの問題がある。1 つは採砂が可能な砂の量（供給量）であり、もう１つが

運搬能力である。 

・供給量: 採砂が許可されている数量に関しては既に 12.2.10 で記述したとおりであり、埋立・載

荷盛土に十分な量があることが確認された。  

・運搬能力: コンテナターミナルの建設を待機や遅れ無く進めるためには最低 250,000m3/月、日

当たり 10,000m3 の砂を運搬することが必要である。現在実際に現地で使用されている 400m3 程度

の土運船で、1 往復に 1.5 日要することを考慮すると、約 38～40 隻の土運船をモビする必要があ

る。これだけの船がプロジェクトエリアに入ってくると、非常に混雑することが想定され、安全

面でも問題も考えられる。よって、砂の運搬は十分に計画される必要があり、場合によってはよ

り大型の土運船の使用、あるいは TSHD などの浚渫船による採砂・運搬も検討するべきである。 

16.1.5 浚渫土の土捨て 

航路の原地盤土はそのほとんどが埋立材としては不適切であるため、ハイフォン市人民委員会指

定の土捨場に投棄する。人民委員会はラクフェン港開発のために図  16.1.5 のとおり 2 つの土捨場

エリアを指定しており、容量は約 5,000 万 m3 である。 

- 陸上の投棄場所 5 か所計 35ha 

- 南ディンブー工業地区（Hai An 地区）1,000ha 

陸上投棄場所へ土捨てする場合は、陸揚げするための追加コストが発生する、運搬距離が長くな

り効率が下がるなどの短所があるため、本プロジェクトで発生する浚渫土は南ディンブーエリア

へ捨てることとする。  
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南ディンブー工業地区のプロジェクトオーナーである Nam Dinh Vu Investment によると、工業地

区の埋立は 2010 年の 5 月に開始し、2013 年初めには完了する予定である。一方ラクフェン港の

航路浚渫は、最速で 2012 年の中頃に開始し 2015 年中頃に完了する予定であるため、2013 年以降

の土捨場を確保する必要がある。 

また工業地区周辺の既存海底水深は非常に浅いため、土捨ての方法や詳細な土捨場については

Nam Dinh Vu Investment と協議し検討する必要がある。  

上記自然条件（浅い海底水深）を考慮すると、沖合に水深の深い土捨場を確保することができれ

ば、より経済的にかつ効率的に土捨てを行うことができる。沖合投棄場所の確保に関する EIA 許

可の可能性について、できるだけ早い段階で調査することが望ましい。 

 

 
出典: JICA 調査団 

図  16.1.5 土捨場位置図 

16.1.6 民間業者へのサイト引渡し 

ラクフェン港開発事業は官民連携事業として PPP スキームで実施されるため、埋立・地盤改良が

完了し、土地が造成された段階で部分毎に順次民間業者へ引き渡していく。 

図  16.1.6 のとおり、バースエリアは A,B,C 3 つのエリアに分け、CDM による地盤改良、埋立、土

留壁建設の完了後、順次民間側へ引き渡していく。その後、民間側が海上杭打ち工、さらに上部

工を進めていく。 

バースエリア背後のヤードは 1,2,3 の 3 つに分け、同様に埋立、PVD 工法による地盤改良完了後、

民間側へ引き渡す。その後民間側が舗装、ユーティリティ、建築工などを進めていく。 

引渡しの区域分けやその方法は、民間側とも協議し詳細設計段階にさらに検討されるべきである。 
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A B C

1

3 2

Road behind Port

A B C

1

3 2

Road behind Port  
出典: JICA 調査団 

図  16.1.6 引渡し区域（案）平面図 

16.1.7 公共関連施設 

公共関連施設は、図  16.1.7 に示す通りほとんどがカットハイ島の陸上部に位置している。  

海上工事部分に関しては、ターミナルと同様の方法で埋立て、PVD 工法による地盤改良を行う。

載荷盛土によるプレローディング完了後、鋼矢板と既製コンクリート杭を陸上から打設し、ハー

バークラフトバースの護岸を建設する。鋼矢板は控え壁とタイロッドあるいはタイケーブルで連

結する。護岸前面はグラブ式浚渫船により-4mCD まで浚渫し、パイロットボートやタグボートな

ど公共船舶が必要な水深を確保する。   

陸上工事部分に関しては、原地盤高が+3.0～4.0mCD であるため、盛土をしてターミナルの基準高

さと合わせ、舗装と建築工を行う。 

 

出典: JICA 調査団 

図  16.1.7 公共関連施設の平面図 
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16.2 事業費積算 

本報告書の 14 章で述べた通り、運輸省により承認された F/S では、本プロジェクトのバース No. 1

及び No. 2 の対象船舶は 30,000DWT（満載）及び 50,000DWT（部分載荷）のコンテナ船であり、

バース延長は 600m であった。しかしながら、本調査において、対象船舶を 50,000DWT（満載）

及び 100,000DWT（部分載荷）のコンテナ船にすることを提案した。この対象船舶変更により、

バース構造、ターミナルヤード面積、港湾道路、外部護岸そして航路と言ったプロジェクトの事

業規模に変更が生じた。  

事業費の積算は、上述した事業規模の変更及びそれに伴う設計・工程の見直し結果、また北部ベ

トナムにおける最新の事業環境を考慮し算定した。  

16.2.1 積算範囲 

下記に示す施設及び工事が本事業費積算の対象である。 

- 仮設工 

- 土留壁 

- 航路浚渫 

- 用地埋立 

- 港湾防護施設（内側護岸、外部護岸、防砂堤） 

- 地盤改良 

- 港湾道路 

- 公共関連施設 

- 航行援助施設 

下記に示す施設及び工事は本事業費積算の対象外である。 

- コンテナターミナル（コンテナバース、バージバース、エプロン・ヤード舗装、上屋及

び設備） 

- 桟橋下斜面浚渫 

- 泊地浚渫 

- 航路・泊地間浚渫 

- 荷役機械 

16.2.2 事業費積算の基本条件 

事業費積算の条件を以下に示す。 

 1) 外貨交換レート 

外貨交換レートは、2010 年 3 月に実施された JICA 実情調査団（FF Mission）が示した下記の数値
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を用いた。 

- 1 ベトナムドン  = 0.00528 円 

- 1US ドル  = 89.60 円 

(1 ベトナムドン = 0.000058928US ドル = 0.00528 円) 

 2) 想定物価上昇率 

外貨調達分及び内貨調達分に係る物価上昇率は、2010 年 3 月に実施された JICA 実情調査団（FF 

Mission）が示した下記の数値を用いた。物価上昇は、外貨・内貨調達分についてそれぞれの実施

工程を基に算定した。 

- 外貨ポーション  年 3.1%  

- 内貨ポーション  年 10.3% 

- 積算の基準年  2010 年 3 月 

 3) 予備費 (5%) 

予備費率は、2010 年 3 月に実施された JICA 実情調査団（FF Mission）が示した 5%を採用した。

予備費は、下記の合計金額に予備費率を乗じて算定した。 

- 建設工事費 

- 物価上昇 

 4) コンサルタントサービス 

コンサルタントサービスに係る費用は、施工管理に必要なコンサルタントの人月表を基に算定し

た。コンサルタントサービスに係る費用には、物価上昇及び予備費が含まれている。 

 5) 用地取得費 

本事業費では公共関連施設建設のための用地取得費が必要である。用地収用が必要な区域を図 

 16.2.1 に、また用地取得に必要な費用を表  16.2.1 にまとめた。なお、用地取得費はベトナム政府

が手当すべき予算である。 
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N

公共関連施設用地

 
出典: JICA 調査団 

図  16.2.1 用地収用区域 

 

表  16.2.1 用地取得費 

現在の利用状況 面積 
(m2) 

収容費用 
(百万 VND) 

1. 利用状況が分からない空き地 7,200                        237.6 
2. 未利用空き地 26,300 - 土地: 867.9 

- 墓石 5 : 34.5  
3. 養殖池 64,700 - 土地: 640.53 

- 堤防: 25.0 
- 施設: 1,220.8 
- 作業器具: 77.64 
- 柵: 20.0 
- 事前処理場: 97.05 
- 監視小屋等: 7.0 
- 水産物補償: 679.35 
- 労働者: 7.12 

4. 林 10,200 - 土地: 67.32 
5. 道路 3,500   3,500.0 

総額   7,482 (441 千米ドル)
出典: JICA 調査団 

 6) 事業管理費 (5%) 

事業管理費率は 5%を想定した。不発弾の調査及び処理はこの事業管理費にて賄われる。事業管理

費は下記の合計金額に予備費率を乗じて算定した。なお、事業管理費はベトナム政府が手当すべ

き予算である。 

- 建設工事費 

- 物価上昇 

- 予備費 
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- コンサルタントサービス 

- 用地取得費 

 7) 付加価値税 (10%) 

付加価値税（VAT）の税率は 10%と仮定した。付加価値税は下記の合計金額に税率を乗じて算定

した。 

- 建設工事費 

- 物価上昇 

- 予備費 

- コンサルタントサービス 

 8) 輸入税 (10%) 

輸入税の税率は一律 10%と仮定した。輸入税は、下記に示す項目の外貨調達分合計に税率を乗じ

て算定した。 

- 建設工事費 (外貨ポーション分) 

- 物価上昇 (外貨ポーション分) 

- 予備費 (外貨ポーション分) 

 9) 建中金利 （本邦技術活用条件を想定） 

本プロジェクトには、我が国円借款の本邦技術活用条件（STEP）が適用される見込みである。従

って、建中金利は下記に示す本邦技術活用条件で用いられる金利を採用した。 

- 建設工事   年 0.2%  

- コンサルタントサービス  年 0.01%  

建中金利は、工事工程及びコンサルタントの人月表に基づいて算定した。 

 10) コミットメントチャージ（年 0.1%） 

コミットメントチャージは、借款契約発効後の未貸付残高に対し年 0.1%で課される手数料である。  

 11) 工事施工単価 

本事業費積算に用いた各種工事施工単価は、主に中央政府及びハイフォン市が制定した規則、及

び 2010 年 5 月時点における最新の市場単価を基にした。日本から輸入する資材については、2010

年 4 月時点の市場単価を用いた。工事施工単価には現場管理費及び一般管理費が含まれている。  

 12) 本邦技術活用条件（STEP）適用条件 

本報告書の 14 章で述べられている通り、本プロジェクトには我が国円借款の本邦技術活用条件

（STEP）が適用される見込みである。STEP を適用すると通常の ODA ローンと比べ低利率である



ベトナム国 ラクフェン港開発事業準備調査（その２） 
- 最終報告書, 第 3 編 - 

 16-10

ことに加え、下記に示す利点がある。 

- 審査・供与決定等を随時行う等柔軟 

- 無償資金協力による詳細設計 

- JICA または JETRO 等による F/S 支援 

一方、STEP には下記に示す条件が課される。 

(1) 調達条件 

- 主契約は日本タイドである。主契約については、借入国との共同企業体（JV）が認めら

れるが、本邦企業が JV のリーディングパートナーとなり、工事全体の 50%を超える施

工を行うこと。 

- 下請けは一般アンタイド。 

(2) 原産地ルール 

- 円借款融資対象となる本体契約総額の 30%以上については、日本を原産とする資機材（あ

るいは資機材と本邦企業の役務）とすること。 

- 各コントラクターは、日本を原産とする資機材の調達比率に係る宣誓書を提出すること。 

本事業費積算に当たっては、下記に示す工種及び資機材に対して STEP を適用するとした。 

- 航路浚渫 

- 鋼管矢板、鋼管杭、タイロッド、構造用鋼材  

- セメント系深層混合処理工、ALiCC 工法 

- 公共関連施設の係船柱 

- 公共関連施設の防舷材 

- 航路標識、標識灯、パイロット支援システム 

日本を原産とする資機材（あるいは資機材と本邦企業の役務）を使用した建設工事費、物価上昇、

及び予備費の合計が本体工事費の 30%を下回らないこととした。 

 13) 契約パッケージ 

事業費積算における契約パッケージについては、本報告書 17.4 節に述べられている通り下記の契

約パッケージを考慮した。 

パッケージ 1：航行航路の浚渫 

パッケージ 2：コンテナターミナル、港湾防護施設および公共関連施設の建設 

パッケージ 3：施工管理コンサルタントサービス 
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16.2.3 承認済み F/S からの主要変更点 

 1) 追加事業スコープ 

下記の事業スコープが追加になった。 

(1) バージバース   

延長：200m、3 隻ないし 4 隻のバージが同時接岸可能 

バージバース自体は本事業スコープには含まれないが、バージバース背面の土留壁が本事業

スコープに追加された。 

(2) 公共関連施設 

海事管理ビル、税関、出入国管理、検疫、港湾労働者の休憩施設、そして港湾作業船の係留

施設等の公共関連施設が本事業スコープに追加された。公共関連施設の規模は以下の通り。 

- 用地埋立  : 344,000 m3 

- バース前面浚渫  : 104,000 m3 

- サービスボートバース : 延長 375m x 幅 30m x 水深-4m  

- 舗装  : 121,000 m2 

- 建物  : 4,600 m2 

- ユーティリティ他 : 1 式 

(3) 航行援助施設 

現状、航行安全管理のための施設及びシステムが稼働している。しかしながら、本調査団が

提案する大型の対象船舶及び狭隘な航路諸元を鑑み、下記に示す航行援助施設が本事業スコ

ープに追加された。 

- 航路ブイ    : Spar Buoy 20 基 

- 標識灯   : 防砂堤上に 4 基 

- パイロット補助装置  : パーソナルコンピュータ 7 台 

(4) 航路余堀り 

ベトナム国の基準によると、航路浚渫に当たっては設計深度よりも 0.4m 深く掘ることが求め

られている。また、本報告書 8 章で述べた通り、航路浚渫施工期間中に漂砂による埋め戻り

が想定されている。従って、下記に示す余堀浚渫が本事業スコープに追加された。 

- 0.4m の余裕深を確保するための追加浚渫量 

K0 - Km9.95   : 636,800 m3 
Km9.95 - Km17.4   : 625,800 m3 
合計   : 1,262,600 m3 
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- 浚渫期間中の埋め戻りに対する追加浚渫量 

想定量   : 2,000,000 m3 

- 合計余堀り量   : 3,262,600 m3 

 2) 事業の主要変更点 

表  16.2.2 に承認済み F/S からの主な変更点を示す。 

表  16.2.2 調査団提案と承認済み F/S における事業規模の比較 

施設／項目 調査団提案 承認済み F/S 第一期計画 
対象船舶 50,000DWT (満載),  

100,000DWT (部分載荷) 
30,000DWT (満載),  

50,000DWT (部分載荷) 
コンテナターミナル   
 バース数 2 2 
 バース延長 750 m 600 m 
 バース前面水深 -14.0 m CDL -14.0 m CDL 
 バース天端高 +5.5 m CDL +5.5m CDL 
 土留壁構造 鋼管矢板壁 捨石護岸 
 埋立土量 2,955,483 m3 2,636,000 m3 
 地盤改良工法 ALiCC: 50mW x 920mL 

PVD: 564,000m2 
砂杭: 420,000 m2 

 港湾道路 幅: 44m, 延長: 1,000m 幅: 41m, 延長: 630m 
航路   
 航路幅 160.0 m / 210.0m 130.0 m 
 航路延長 17.4 km 14.0 km 
 航路水深 -14.0 m CD -10.3 m CD 
 回頭区域直径 660 m  560 m 
 浚渫土量 32,300,860 m3 (余堀含む) 8,941,000 m3 
港湾防護施設   
 外部護岸 天端高: +6.5m CDL 

 延長 3,230 m 
天端高: +5.5m CDL 

延長: 3,900 m 
 防砂堤 天端高: +2.0m CDL 

 延長: 7,600m 
天端高: +2.0m CDL 

延長: 5,000m 
公共関連施設   
 用地埋立 面積: 132,000m2, V=344,000m3 

地盤改良: PVD 21,300m2 
面積: 141,250 m2 

 サービスボートバース 374mL x 30mW x -4mD 
矢板式岸壁 

浚渫土量: V=104,000m3 

延長: Approx. 270m 

 建物 4,600m2 港湾管理, 税関, 入管, 
検疫, 沿岸警備, 休憩施設等 

- 

 ユーティリティ 敷地境界内部の 
電気, 水道, 消防, 汚水処理 

- 

航行援助施設   
 航路ブイ Spar Buoy 20 基 - 
 標識灯 防砂堤上に 4 基 - 
 パイロット補助装置 7 台 - 
余堀浚渫   
 余裕深のため 1,262,600 m3 - 
 埋戻りのため 2,000,000 m3 - 
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16.2.4 事業費積算結果 

 1) 総事業費 

本事業の総事業費は、 

内貨ポーションは、12,561,058,322,289 ベトナムドンであり 

外貨ポーションは、27,131,642,178 円 である。 

これを、 

全てベトナムドンに換算すると、17,699,626,916,589 ベトナムドン であり 

全て日本円に換算すると、93,454,030,120 円 となる。 

日本調達分の割合は、建設工事費、物価上昇、予備費から下表の通り 32.73%となった。: 

項目 ベトナムドン 日本円

建設工事費 6,782,536,322,839 22,028,165,322
物価上昇 2,742,219,111,537 2,437,148,434
予備費 476,237,771,719 1,223,265,688

合計 10,000,993,206,094 (1) 25,688,579,443
日本円換算 (2) 78,493,823,572

日本調達分の割合 (1) / (2) 32.73 %

事業費のまとめを表  16.2.4 に、事業費の詳細を表  16.2.5 に、また年別支出予定を表  16.2.3 に示

す。また、ベトナム政府により作成された、承認済み F/S と本調査の事業費比較表（ベトナム政

府内における承認プロセスで使用）を参考資料として表  16.2.6 に示す。 

表  16.2.3 年別の支出予定 

年
合計

(百万円)
ODA資金

(百万円)
ベトナム政府資金

(百万円)

2010 80 80 0

2011 80 80 0

2012 11,948 10,254 1,694

2013 37,339 31,998 5,341

2014 30,408 26,070 4,338

2015 13,348 11,521 1,827

2016 202 197 5

合計 93,454 80,244 13,211

2017 47 43 5

 
出典: JICA 調査団 
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表  16.2.4 事業費要約 

項目
外貨ポーション (百万円) 内貨ポーション (100万ドン) 合計 (百万円)

計 ODA ベトナム側 計 ODA ベトナム側 計 ODA ベトナム側

物価上昇 2,437 2,437 0 2,742,219 2,742,219 0 16,916 16,916 0

予備費 (5%) 1,223 1,223 0 476,238 476,238 0 3,738 3,738 0

コンサルタントサービス 646 646 0 58,071 58,071 0 952 952 0

用地取得費 0 0 0 7,482 0 7,482 40 0 40

事業管理費 0 0 0 503,327 0 503,327 2,658 0 2,658

付加価値税 0 0 0 1,504,659 0 1,504,659 7,945 0 7,945

輸入税 0 0 0 486,526 0 486,526 2,569 0 2,569

建中金利 477 477 0 0 0 0 477 477 0

コミットメントチャージ 320 320 0 0 0 320 320 0

合計 27,132 27,132 0 12,561,058 10,059,064 2,501,994 93,454 80,244 13,211

パッケージ 1 16,473 16,473 0 2,093,062 02,093,062 0 27,525 27,525

0パッケージ 2 5,555 5,555 0 4,689,474 4,689,474 0 30,315 30,315

 
出典: JICA 調査団 
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表  16.2.5 事業費詳細 

I
A

0
a

1
a
b
c
d

B
0

a
1

a
b
c

2
a

3
a
b
c
d
e
f

4
a
b
c
d
e
f

5
a

6
a
b
c
d
e
f
g

7
a
b
c
d

II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

項目 単位 数量
外貨ポーション (円)

備考
単価 合計 単価 合計

内貨ポーション (ドン)

仮設工 34,851,216,000 0 官側

仮設ヤード m2 8,000.0 4,356,402 34,851,216,000 0 0

コンテナターミナル 79,073,459,100 2,350,001,970 官側

コンテナバース 一式 1.0 N.A. 0 0 0 民間側

土留壁 m 750.0 103,054,818 77,291,113,500 3,027,009 2,270,256,750
バージバース土留壁 m 180.0 9,901,920 1,782,345,600 443,029 79,745,220

浚渫 2,058,210,799,200 16,473,438,600 官側

航路浚渫 m3 32,300,860.0 159,300 2,058,210,799,200 850 16,473,438,600 ベトナム40:日本60
桟橋下斜面浚渫 m3 567,514.0 N.A. 0 0 0 民間側

泊地浚渫 m3 54,553.0 N.A. 0 0 0 民間側

航路・泊地間浚渫 m3 98,142.0 N.A. 0 0 0 民間側

埋立 600,087,179,286 0 官側

ターミナル及び港湾道路区域 m3 2,955,483.0 203,042 600,087,179,286 0 0
港湾母語施設 2,473,677,207,710 0 官側

内側護岸 m 750.0 40,162,324 30,121,743,000 0 0
外部護岸-A m 720.0 193,692,006 139,458,244,320 0 0
外部護岸-B m 2,510.0 198,346,558 497,849,860,580 0 0
防砂堤-1 m 3,110.0 119,133,461 370,505,063,710 0 0
防砂堤-2 m 3,290.0 307,135,810 1,010,476,814,900 0 0
防砂堤-3 m 1,200.0 354,387,901 425,265,481,200 0 0

地盤改良 1,004,710,309,560 2,100,315,625 官側

ターミナル区域 m2 366,625.0 1,261,246 462,404,314,750 4,665 1,710,305,625
バージバース区域 m2 5,000.0 3,373,909 16,869,545,000 78,002 390,010,000
内側護岸区域 m2 4,550.0 2,324,418 10,576,101,900 0 0
外部護岸A区域 m2 13,104.0 2,094,872 27,451,202,688 0 0
外部護岸B区域 m2 52,459.0 5,019,258 263,305,255,422 0 0
港湾道路区域 m2 192,900.0 1,161,762 224,103,889,800

港湾道路 0 官側

0 0

m 1,000.0 62,027,985
62,027,985,000
62,027,985,000 0 0

公共関連施設 328,503,425,659 472,238,250 官側

埋立 m3 344,131.0 203,042 69,873,046,502 0 0
浚渫 m3 103,897.0 223,127 23,182,225,919 0 0
岸壁 m 375.0 237,948,361 89,230,635,375 1,259,302 472,238,250
舗装 m2 40,300.0 1,071,745 43,191,323,500 0 0
建築 一式 1.0 59,935,258,841 59,935,258,841 0 0
ユーティリティ 一式 1.0 28,349,124,722 28,349,124,722 0 0
地盤改良 m2 23,600.0 624,653 14,741,810,800

632,170,877 官側

0 0

基 20.0 74,547,220
1,989,877,324
1,490,944,400 28,323,068 566,461,360

航路標識移設 基 3.0 97,456,616 292,369,848 0 0
標識灯 基 4.0 51,640,769 206,563,076 4,531,691 18,126,764
パイロット支援施設 一式 1.0 0 0 47,582,753 47,582,753

建設工事費　小計 6,782,536,322,839 22,028,165,322
2,742,219,111,537 2,437,148,434 官側

476,237,771,719 1,223,265,688 官側

58,071,069,646
7,481,807,000 ベトナム側0

503,327,304,137 0 ベトナム側

1,504,658,809,587 0 ベトナム側

486,526,125,823輸入税 0 ベトナム側

0 官側建中金利

0
総事業費 12,561,058,322,289 27,131,642,178

(In VND) 17,699,626,916,589
(In JPY) 93,454,030,120

No.

物価上昇

予備費 (5%)
コンサルタントサービス

用地取得費

事業管理費

付加価値税

コミットメントチャージ

建設工事費

パッケージ 2 (CT, 港湾防護施設他)

仮設ヤード

航路標識新設

航行援助施設

仮設工

港湾道路

320,230,622 官側

官側

官側

477,285,786

m2 32,000.0

16,473,438,600 官側パッケージ 1 (浚渫) 2,093,062,015,200

4,689,474,307,639 5,554,726,722
139,404,864,000 0

4,356,402 0 0139,404,864,000

645,546,327 官側

 
出典: JICA 調査団 
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表  16.2.6 コスト比較表 (参考) 

I
0

a
1

a
b
c
d
e

2
a
b

3
a

4
a
b
c
d
e
f

5
a
b
c
d
e
f

6
a

7
a
b
c
d
e
f
g

8
a

II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

Scale Change,
-10.3m to -14.0m

Not specified in TEDI's FS

Scale Change,
L=600m to L=750m

Private
Private

(TEDI V Total Investment without Loan nterest)
(TEDI V 1 Loan Interest)
(TEDI V 2 Initial Working Capital) L.S 1.0 N.A.122,699,000,000 122,699,000,000 N.A.

Amount AmountUnit PriceQuantityCost Estimate (in VND)
Unit Price Amount

Construction Expenses
Temporary Facility 174,256,070,902 0

Temporary Yard m2 40,000.0 4,356,402 174,256,070,902 0 0
Container Terminal 79,073,458,702 2,350,002,011 Scale Change

Berth Structure m 750.0 N.A. 0 N.A. 0 Private
Earth Retaining Wall m 750.0 103,054,818 77,291,113,163 3,027,009 2,270,256,715
Earth Retaining Wall for Barge Berth m 180.0 9,901,920 1,782,345,539 443,029 79,745,296

Dredging 2,058,204,654,895 16,467,469,886
Access Channel m3 32,300,860.0 159,300 2,058,204,654,895 850 16,467,469,886
Wharf Slope Dredging m3 567,514.0 N.A. 0 0 0

Reclamation 335,176,000,000 600,087,179,286 0
Terminal Area m3 2,955,483.0 203,0422,636,157.0 127,146 335,176,000,000 600,087,179,286 0 0

Port Protection Facilities 3,088,525,000,000 2,473,677,209,790 0
Inner Revetment m 750.0 40,162,324 30,121,742,708 0 0
Outer Revetment-A m 720.0 193,692,006 139,458,244,549 0 0
Outer Revetment-B m 2,510.0 198,346,558N.A. 0 497,849,861,568 0 0
Training Dike-1 m 3,110.0 119,133,461 370,505,064,597 0 0
Training Dike-2 m 3,290.0 307,135,810 1,010,476,814,706 0 0
Training Dike-3 m 1,200.0 354,387,901 425,265,481,661 0 0

Soil Improvement 1,039,614,928,503 2,229,456,124

Change in Scale,
design and
construction
method

Terminal Area m2 366,625.0 1,356,451420,000.0 789,167 331,450,000,000 497,308,986,812 5,017 1,839,447,485
Barge Berth Area m2 5,000.0 3,373,909 16,869,543,472 78,002 390,008,639
Inner Revetment m2 4,550.0 2,324,418 10,576,099,708 0 0
Outer Revetment A m2 13,104.0 2,094,872 27,451,201,872 0 0
Outer Revetment B m2 52,459.0 5,019,258 263,305,260,915 0 0
Access Road m2 192,900.0 1,161,762 224,103,835,723 0 0

Access Road behind Port 62,027,985,255 0 Scale Change
Access Road m 1,000.0 62,027,985 62,027,985,255 0 0

Public Related Facilities (CIQ) 232,973,044,595 472,238,395 Added Scope
Reclamation m3 344,131.0 203,042N.A. 0 69,873,046,502 0 0
Dredging m3 103,897.0 223,127 23,182,211,365 0 0
Quaywall m 375.0 237,948,361 89,230,635,249 1,259,302 472,238,395
Pavement m2 40,300.0 1,071,745 43,191,318,430 0 0
Building L.S. 1.0 N.A. 0 0 0
Utilities L.S. 1.0 N.A. 0 0 0
Soil Improvement m2 12,000.0 624,653 7,495,833,049 0 0

Navigational Aids 15,860,917,800 0 Added Scope
New Channel Buoys L.S. 1.0 15,860,917,800 15,860,917,800 0 0

(TEDI II Equipment)
21,519,166,415Total Expense 6,735,775,449,728

L.S. N.A.1.0 639,795,000,000 639,795,000,000 0 N.A. 0

Price Escalation L.S. 2,725,269,682,726 2,367,614,253
Physical Contingency L.S. 473,052,256,623 1,194,339,033
Consulting Service 92,423,999,999 1,187,000,000
Land Acquisition 7,481,807,000 0
Administration Cost 501,700,159,804 0
VAT 1,500,154,405,997 0
Import Tax 475,021,206,477 0
Interest during Construction 0 316,075,618
Commitment Charge 0 318,587,391

N.A. N.A.

Total Project Cost 12,510,878,968,353 26,902,782,711
(In VND) 17,606,102,966,649
(In JPY) 92,960,223,664

Quantity

0
N.A. 0

820,048,000,000
600.0 763,640,000 458,184,000,000

N.A. 0
N.A. 0

694,989,000,000
8,941,434.0 77,727 694,989,000,000

N.A. 0

1,400.0 41,539,285 58,155,000,000
3,900.0 329,206,879 1,283,907,000,000

5,700.0 306,397,000 1,746,463,000,000
N.A. 0
N.A. 0

331,450,000,000

N.A. 0
N.A. 0
N.A. 0
N.A. 0
N.A. 0

235,178,000,000
600.0 391,963,333 235,178,000,000

0

N.A. 0
N.A. 0
N.A. 0
N.A. 0
N.A. 0
N.A. 0

0
N.A. 0

5,505,366,000,000

1.0 N.A. 0
1.0 626,920,000,000 626,920,000,000

6,892,097,000,000

7,014,796,000,000

(a) TEDI F/S Initial Stage
(Price in 2006)

(b) SAPROF Team Year 2015 Development
(Price in 2010)

RemarksNo. Item Unit Local Currency Portion (in VND) Foreign Currency Portion (in JPY)
Unit Price

Yard Pavement m2 330,000.0 723,018 238,596,000,000 N.A. N.A.
Building and Utilities LS 1.0 123,268,000,000 123,268,000,000 N.A. N.A.

L.S 1.0 0

Change in Scale
and design

0 N.A. N.A.

120,016,000,000 N.A. N.A.L.S. 1.0 120,016,000,000(TEDI III Other Cost)

 
出典:MPMU II 
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17. 事業実施計画 

17.1 実施スケジュール 

円借款によるプロジェクトの実施に必要な標準的プロセスとステップを考慮すると、実際の建設

工事開始は早くても 2012 年 8 月頃と考えられる。建設に必要な工期は最短で 41 カ月間であるた

め、ターミナルのオペレーションは表  17.1.1 の通り早くても 2015 年 7 月となる。なお、瑕疵期

間は工事完了後 2 年間とする（航路浚渫には適用しない）。 

ここで、表  17.1.1 の工程は最短ケースであり、以下の条件が満たされかつ建設工事開始前のステ

ップ、手続き等が全て予定通りに進捗し完了することが前提である。全体のどこかで遅れが生じ

た場合には、ターミナルオペレーションの開始も遅れる。 

(1) 最低でも 250,000m3/月の砂が埋立・プレロード用に供給されること 

(2) バースエリアの地盤改良には載荷盛土の放置期間が不要な CDM 工法を採用すること 

(3) 適切な土捨場が浚渫全期間中を通して確保されること 

表  17.1.1 プロジェクト実施工程 

Month

1 SAPROF Study 8
L/A

2 Loan Arrangement
Predge L/A Effective

3 DD under STEP Announcement 1

Bid & Contract 1

DD 9

Bid Doc JICA Arroval 1

4 Procurement of Bid Preparation 1

Public Portion Bidding 2

Civil Work Bid Evaluation 3

JICA Approval 1

Contract Nego 2 Start Operation July/2015

JICA Approval 1

L/C Open & L/Com 2     Berth Area Handover (+10 mth)

Construction 41

5 Work by Private DD 8      Terminal Yard Handover (+15 mth)

Civil Work Contract 3

Construction 30

Equipment Contract 3

Equipment Fabrication 18

L/A
Loan Arrangement

Predge L/A Effective

Procurement 2

6 Access Road DD by STEP 12

& Bridge Bid Doc JICA Approval 1

Procurement 12

Construction 30
(     VIDIFI 36 months)

20172009 2014 2015 20162010 2011 2012 2013

Defect Liability Period (2years)

 

ターミナルのオペレーション開始を出来る限り早くするために、以下の 2 つのオプションを検討

した（上記表  17.1.1 の工程はオプション 1 に基づく）。 

- オプション 1（原案）: PVD と CDM による地盤改良、バース 1&2 同時開港 

- オプション 2（代替案）: 部分開港案（バース 1 の先行開港） 
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オプション 2 は、バース 1 を先行して開港するために、ターミナルエリアの半分を集中的に施工

するものだが、バース 1 開港時に出入口ゲート、消防施設、メンテナンスショップ等、ターミナ

ル運営に必要な用地が半分しか造成されていないため、実際のオペレーションには支障をきたす

可能性があり、実用性に問題がある。また、プレロードによる盛土放置期間の影響から、同時開

港案と比べて 3 カ月程度開港が早まるだけである。以上を考慮し、本調査団としてはオプション

1 を推奨する。 

なお、通常ベトナム国における建設工事においては、着手命令が出てから実際に施工を開始でき

るまでに最低でも約 4 カ月間が準備作業期間として必要である。準備期間には、会社印の申請、

取得、事前測量とその承認、埋立浚渫数量の確認、下請業者の承認等が含まれるが、上記工程表

にはこの準備期間は含まれていない。 
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表  17.1.2 施工工程（案） – オプション 1 

ID Task Unit Quantity Period (mth) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

P
r
i
v
a
t
e

2-14 Inspection and Cleanup ls

ls

Pavement

Berth Structure m

m2

2-13

1

2-8

2-10

Marine Piling

Utility ls

Building ls

Equipment

112-2 Soil Improvement by Cement Mixing m2 43,500

Month

ls

2-7

Dredging of the slope

Access Road behind the port

Preparation Work

Container Terminal Construction

m

P
u
b
l
i
c

2-4

2-6

2-1 Reclamation m3

2012 2013 2014 2015 2016

1

1

1,330

15

19

19

568,000

750

1

2,955,483

2-9

1

2

1,000

no

m

m3

2-3

2-5

Soil improvement (PVD) m2

Preload m3

Earth Retaining Wall

4

2-11

2-12

5

3

3,230

1,000

Outer Revetment m

Inner Revetment (South) m

409,500

2,680,000

625,769

750

750

Type-A 720m

32,300,860

6 Training Dike m 7,600

34

Type-B 

Access Channel Dredging m3

21

26m 2,510

16

19

24

7

21

21

21

3

31

Year

YEAR 2015 STAGE

m

1

11

1

41

36

10

6

P
u
b
l
i
c

7 Public Facility Area m2 132,000 14

2017

: Handover Schedule and Area

: Critial Path

A B

2 3

C

OPERATION
1

Defect Liability Period (2years)

Defect Liability Period (2years)

Defect Liability Period (2years)

Defect Liability Period (2years)

Defect Liability Period (2years)
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表  17.1.3 施工工程（案） – オプション 2 

ID Task Unit Quantity Period (mth) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017

: Handover Schedule and Area

: Critial Path

P
u
b
l
i
c

2-4

2-6

82-2 Soil Improvement by Cement Mixing m2 43,500

2-7

1

2-8

2-10

Access Road behind the port m

29

2012 2013 2014 2015 2016

1

1

2,955,483

Month

ls 3

15

20

21

20Utility ls

568,000

1,000

750

1

no

ls

Pavement

1,330

750

Marine Piling

2-1

2-3

2-5 Earth Retaining Wall

m3

m3 2,680,000

625,769

m

m3

Soil improvement (PVD) m2

Dredging of the slope

2

Preparation Work

Container Terminal Construction

YEAR 2015 STAGE

m

2-11

2-12

5

2-14

Reclamation

Preload

409,500

1

750

3 Inner Revetment (South) m

4

1,000

32

Type-B 

Access Channel Dredging m3 32,300,860

Outer Revetment m 3,230

m 2,510

720mType-A 

6 Training Dike m 7,600

16

16

22

11

36

10

21

26

41

6

7

21

21

1 2

P
r
i
v
a
t
e

P
u
b
l
i
c

7 Public Facility Area m2 132,000 14

Inspection and Cleanup ls

2-13

Berth Structure m2-9

Building ls

m2

Equipment

Year

Berth1

1S 2S

Berth2

OPERATION
Berth1

2N

OPERATION
Berth2

1N

Defect Liability Period (2years)-Berth1

Defect Liability Period (2years)-Berth2

Defect Liability Period (2years)

Defect Liability Period (2years)

Defect Liability Period (2years)

Defect Liability Period (2years)
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17.2 事業実施体制 

17.2.1 一般 

本プロジェクトは、港湾部門と道路・橋梁部門から成る。従って、両部門間の調和と調整はプロ

ジェクトの一貫性を保つために欠かすことが出来ない。しかしながら、本調査は港湾部分の担当

であり、道路・橋梁部門については他の調査によって行われているので、この報告書では道路・

橋梁の事業実施体制については深くは触れない。 

このプロジェクトの港湾部門は、PPP（官民連携）の枠組みで実施されることがベトナム政府によ

って決定された。これはベトナムにとって日本の ODA ローンを港湾開発の PPP に適用する初め

ての経験である。従って、公共部門と民間部門の間の調整が重要であり、仕様や両者の責任とリ

スク配分など重要な事項に対し運輸省、ビナマリン、ビナラインその他民間関係者を含んだ利害

関係者間でそのような調整を確実にするために協議がなされなければならない。 

17.2.2 実施機関 

プロジェクトを実施する関係機関はベトナム政府によって次のように決定された。 

(1) 公共セクター 

a) 借受者：大蔵省（MOF） 

（港湾部門） 

b) ライン機関：運輸省（MOT） 

c) プロジェクト所有者：運輸省（MOT） 

d) 実行機関：海事プロジェクトマネージメントユニット II（MPMU II）、ビナマリン 

MPMU II の組織図を図  17.2.1 に示す。 
 

（道路・橋梁部門） 

e) ライン機関：運輸省（MOT） 

f) プロジェクト所有者：運輸省（MOT） 

g) 実行機関：プロジェクトマネージメントユニット 2（PMU2）、MOT 

PMU 2 の組織図を図  17.2.2 に示す。 

（土地収用、補償、住民移転部門） 

h) ハイフォン人民委員会 
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(2) 民間セクター 

（港湾部門） 

a) プロジェクト所有者：ビナライン 

 組織図 
コンポーネント A：ラクフェン港建設プロジェクト‐ハイホン 

マリタイム プロジェクト マネージメント ユニット II  

 

図  17.2.1 MPMU II 組織図 
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PMU 2 組織図 

タンブ‐ラクフェン幹線道路建設プロジェクト 

 

図  17.2.2 PMU 2 組織図 

17.2.3 港湾部門の実行機関（MPMU II） 

 1) 設立 

MPMU II は 2002 年 4 月 4 日付運輸大臣決定 960/2002-QD-BGTVT に基づき設立された。MPMU II

の前身は、ソ連資金によるハイフォン港拡張プロジェクトとフィンランド資金によるファルン造

船所建設プロジェクトの施工管理のため、運輸省の海路輸送局のもとに 1967 年に設立された海路

建設ユニット I（SCU I）である。その後ポーランド資金によるハロン造船所建設プロジェクトの

管理のために 1969 年運輸省の基礎建設局のもとで建設ユニット 213 となった。 

その後、MPMU II は先進技術と近代機械を使ってインフラ建設の分野で施工管理を行い結果を出

しつつ独自の発展を続けている。MPMU II が施工管理した全ての建設工事とプロジェクトは国や

企業に高く評価され、国や関係大臣から優秀賞を授かった。 

LE ANH TUAN 

General Director 

LE ANH TUAN 
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 2) 経験 

a) MPMU II の施工管理による建設工事とプロジェクト 

(i) ハイフォン港拡張プロジェクト：ハイフォン港、チュアベ港、バカック港のバース、保管

ヤード、倉庫、電力系統、排水、給水系統、修理工場および荷役機械。 

(ii) ハロン造船所建設プロジェクト：ポーランド資金により実施された。 

(iii) ファルン造船所プロジェクト：フィンランド資金により実施された。 

(iv) 灯台プロジェクト：ソンツートイ、アンバン、ダタイ、バクロンビ、フークイダオチャン、

ホンダウ他。 

(v) チャンメイ航路プロジェクト：トゥアティエンフエ県 

(vi) 航路改良・改善プロジェクト：クアヴィエト港（クアンチー県） 

(vii) カントー建設プロジェクト 

b) MPMU II 管理による建設工事とプロジェクト 

(i) カイラン港開発プロジェクト：このプロジェクトはバース、道路、保管ヤード、電力系統、

給排水系統、水処理施設、事務所、荷役機械、コンピュータシステム。 

c) MPMU II の施工管理による建設工事 

(i) クアンニン港湾局の主要事務所建設 

(ii) ハイフォン市チャンフー通４A のハイフォン港主要事務所建設 

(iii) ハイフォン、ゲアン、ハティンのビナマリンの事務所建設 

(iv) ナムチュウ造船所の 3,000DWT 船用のドライドック建設 

(v) ファラン造船会社の 30,000 トン船用の斜路、新板金工場、30,000 トンバース、倉庫、事

務所 

(vi) ダナンから北部ベトナム間の航路の浚渫と維持：キーハ、ダナン、クアギアン、チャンホ

ア、ハイフォン、ホンゲイ、その他。 

 3) 人員 

表  17.2.1 MPMU II の専門家人員 

経験年数 専門家 員数 
≥5 年 ≥10 年 ≥15 年 

適用 

大卒      
水路技師 20 10  10 運輸省施工管理免許 
海事安全技師 6 3   運輸省施工管理免許 
土木技師 2 1  1 運輸省施工管理免許 
機械技師 1  1   
経済専門家 8 3    
中間職員      
建設 2   2  
財務 1   1  
会計 1   1  
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17.2.4 合同調整会議（JCC） 

港湾部門と道路・橋梁部門の 2 つの部門の円滑な実施と一貫性を確保するために、運輸省は“合

同調整会議（JCC）”を運輸省副大臣を議長とし、計画・投資部の副部長を補佐として設立した。

JCC の会員は、ビナマリン、MPMU II、PMU 2、TEDI、ビナライン、計画投資省、大蔵省、ハイ

フォン人民委員会などの関連利害者の代表らから成り、会議は断続的に開催されている。その JCC

に JICA 代表も参加することを JICA が要求し運輸省も同意した。 

17.2.5 事業実施の組織構造 

各実行機関は、プロジェクト両部門の実行を技術的に監視し調整するためにコンサルタントを雇

い、コントラクターを調達してプロジェクトの各部門を建設する。 

民間セクターのプロジェクト所有者であるビナラインは外国投資家とジョイントベンチャー（JV）

を組織し、特別目的会社（SPC）を設立しターミナルの建設を行う。SPC はターミナル完成後は

ターミナルの運営と管理を行う。 

土地収用と住民移転、補償はハイフォン人民委員会の責任である。 

プロジェクト実行のための全ての作業は JCCが調整する。図  17.2.3に業務実施の組織構造を示す。 
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図  17.2.3 業務実施の組織構造 

17.2.6 SPC の組織構造 

 1) 組織構造 

特別目的会社（SPC）はビナラインの JV 会社の 100%子会社として設立され、利益創出義務を持

った民間会社として運営される。 

ハイフォン港や東南アジア他港の構造を考慮して提案する SPC の構造は、図  17.2.4 に示すように

取締役会と社長の下の 5 部門からなる。その構造は、地主港湾としての必要事項及び港湾と JV の

関係維持を考慮したものである。 
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a) 取締役会 

役員会は、ビナラインの JV によって任命される 3 名の投票権を持つメンバーで構成される。

この取締役会は SPC の全部門の財務と活動を含む経営全般に責任を持つ。 

役員会は投票権を持たない少人数の“独立専門家”を役員会へのアドバイザーとして雇っ

てさらに強化される。その専門家は、港湾のニーズに基づいて選定されるが、特に港湾の

競争力に重要な情報技術と自働化の分野から選定されると思われる。 

b) 管理部門 

管理部門は、管理（契約合意、文書等）、人事、送金と言った管理業務全般を扱う。また

管理部は、会計に責任を持ち取締役会に経理状況を報告する。人事部は港湾職員に対しそ

の業務遂行に必要かつ最新のノーハウを維持するために訓練や教育を実施する。 

c) 業務部門 

業務部は、港湾活動を補助し SPC の作業をサポートする部門を含む。それらの部門には、

計画、営業、港湾管理及び維持、運営本部等がある。計画部は港湾の目標と港湾活動の発

展と拡大方法を開発し持続させる。営業部は、港湾利用者と取引を行う。港湾管理・維持

部門は港湾内での車両や船舶の安全に関する事項を組み立てる。運営本部は、荷役機械と

港湾労務者の管理を含むコンテナの受出し実行に責任を持つ。 

d) 技術部門 

技術部門は、設計・技術、エンジニアリング・機械、労働安全・労務環境等の部からなる。 

設計・技術部は土木設計、機械施設そして仕様書や契約書に責任を持つ。エンジニアリン

グ・機械部は港湾内の土木、電気、機械作業を含むエンジニアリング計画の実行の維持・

管理に責任を持つ。労働安全・労務環境部は港湾内作業の安全及び環境維持と改善に責任

を持つ。 

e) 国際業務 

ベトナム周辺の南・東シナ海地域は、海事産業が高度に発展した注目すべき地域の一つで

ある。同地域には、シンガポールや高雄、上海そして香港と言った大型ハブ港が立地する。

そして現在、この地域内で船舶とコンテナを誘致する熱い競争が繰り広げられている。従

って、将来の発展のためにはポートセールスとマーケティングが最も重要である。SPC は

次のような方法により積極的にこうした活動を実施する必要がある。 

- 港湾カタログ 

- 広報ビデオと CD 

- インターネット 

- 広報セミナー等 
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f) 情報技術 

情報技術部門は、EDI（電子情報交換）・システム開発、情報・統計等の部から成る。EDI・

システム開発部は“ワンストップサービスシステム”の導入と完全 EDI システムの導入に

責任を持つ。情報・統計部は、港湾統計を統一した形式で編集し、全ての国家機関や関係

者が容易にアクセスし利用できるようにする。世界の主要港湾では、港湾運営者としての

港湾管理団体は既定された方式で港湾統計を収集することが義務付けられている。 

Board of Commissioners
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図  17.2.4 コンテナターミナル バース No.1&2 の SPC 組織図 

 2) SPC に必要な人員 

バース No.1&2 の SPC の必要人員の推算はあくまでも仮定であることを明言しておかねばならな

い。最終的な雇用に関する最終決定は全面的に民間投資家側の権限である。 

SPC の将来の職員数及び構成は、最終的には民間投資家により決定されるが、ハイフォン港の職

員構成やカイメップコンテナターミナルでの想定、更にベトナムにおける類似事例を“ガイドラ

イン”として、より適切な職員レベルを推算した。 

SPC の役目を考慮して、SPC の期待される職員構成を表  17.2.2 に要約して示す。新 SPC はターミ

ナルの操業開始前と開始後でそれぞれ約 200 人と 500 人の職員が必要と思われる。 
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表  17.2.2 SPC の必要職員 (ターミナル操業開始前および開始後) 

人員 操業
前

操業
後 ターミナル操業開始後の各職位の内容 

取締役会 
経理及び法律顧問 3 3 取締役会 SPC の経理状況を監視しなければならない。3 人の経理専

門家で SPC の経理状況を常時チェックするには十分であろう。 
契約書の内容や条件に関する法的事項に関し取締役会と SPC にアド
バイスする専門家が最低一人は雇用することを推奨する。 

独立専門家 3 3 取締役会には最低 3 人の独立専門家を持つことを提案する。彼らは
投票権の無い顧問として任命される。専門家の選定に当っては SPC
の港湾機能に関係する特殊な分野、特に競争に不可欠な自働化と情
報技術分野に注目すべきである。 

港湾管理委員会 
社長 1 1 ターミナルの運営に責任を持ち取締役会に直接対応する。取締役会

の投票権は持たない。 
部長 5 

 
5 

 
各部長は SPC の１部門を管理し部門の業務に責任を持ち、社長に直
接対応する。 

課長 15 
 

15 
 
各部門内の 1 課に対し 1 人の課長をおく。彼らは各課の効率的業務
遂行に責任を持ち、部長に対し直接対応する。 

高級専門家(事務官) 15 
 

30 
 
これら専門家は“プロジェクト管理”の役割を持ち、異なるプロジ
ェクトや部門内異なる課をリードする。 

低級専門家 70 
 

350 これらの専門家は“プロジェクト実施”の役割を持ち、ヤードオペ
レーターや荷役労働者（殆どは外部からの派遣）を含む。 

補助職員 88 
 

103 これらの職員は補助的役割で、例えばカウンター、事務、秘書など
の配置につく。 

合計 200 500  
Note: 1.“操業前”とは“2014 年末まで”を意味する。 

: 2.“操業後”とは“2015 年以降”を意味する。 

17.2.7 港湾インフラの運営・管理 

 1) 民間セクターの運営管理責任 

民間セクターであるビナラインの JV は、コンテナターミナル No.1&No.2 のバース構造物、バー

ス前面浚渫、道路とヤード舗装、建物、ユーティリティ供給系統に投資する。これらの施設は全

てビナラインの JV に参加する民間運営会社 SPC の責任で運営・管理される。 

 2) 公共セクターの運営管理責任 

公共セクターであるベトナム政府は、航路の浚渫、ターミナル用地の埋立、外部護岸、防砂堤、

及びサービスボートバース、建物、ユーティリティシステムを含む公共関連施設に投資する。タ

ーミナルとその背後 200m 幅の区域の用地埋立と地盤改良及び公共関連施設用地の完成後は、そ

の運営管理はビナマリンあるいはハイフォン人民委員会の責任となる。 

航路、外部護岸、防砂堤及び公共関連施設と言ったその他の港湾インフラの運営管理は港湾所有

者であるビナマリンの責任である。これらのインフラの維持管理はビナマリンが遂行する。 
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17.3 財務実施計画 

17.3.1 財務計画の基本的考え方 

公共投資部分については、その主要部分を円借款にて融資されるべきである。第 14 章で述べられ

ている通り、日本の技術は官民連携（PPP）スキームにより本事業を成功裏に収めるために不可欠

である。とりわけ重要な点として、i) 限られた工期で所要の工事量を完成させるための工法技術、

及び ii) 厳格な工程管理技術、が挙げられ、本邦技術活用条件（STEP）が適用されるべきである。 

本邦技術活用条件は、以下のとおりである。 

金 利 貸付残高に対し年 0.2%（コンサルタントについては、同 0.01%） 

建中金利については、他のベトナム向け円借款と同様に貸付対象となる。 

返済期間    40 年 うち据置 10 年 

融資対象  融資適格項目の 100% 

コミットメントチャージ 承諾済み未貸付実行累計額に対し年 0.1%。コミットメントチャージに

ついては、他のベトナム向け円借款と同様に貸付対象となる 

建 値 日本円 

詳細設計に係るコンサルタントは、JICA の技術協力費*で賄われる。（*：この取扱は、本邦技術

活用条件による円借款事業に限り適用される。） 

融資適格とならない項目については、ベトナム政府予算にて賄われる。非適格項目とは、1) 土地

取得費、2) 事業管理費用および 3) 租税 である。租税については、ベトナム日本両国政府間で免

税とする合意がなされているが、実施機関は実務として税金を支払うことが求められる。そのた

めに必要な予算措置が講じられなければならない。 

維持・管理費用についてもベトナム政府が責任を有する。 

17.3.2 円借款金額および年別支出 

円借款からの支出は、事業の進捗に応じ発生する。年別の支出予定、適格対象毎の融資額、融資

対象となる建中金利、コミットメントチャージは、表  17.3.1 に示す通りである。 
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表  17.3.1 円借款 対象別・年別支出予定 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total

仮設工事 999 237 1,236
コンテナターミナル 3,292 3,292
浚渫 4,034 12,851 13,662 4,847 35,394
埋立て 1,265 3,069 4,334
港湾保護施設 2,086 5,521 6,089 6,157 19,853
土壌改良 1,578 4,570 3,919 10,067
後背地道路 231 254 485
公共施設 (CIQ) 2,109 957 3,066
航行補助設備 766 766
小　計 9,962 31,643 25,647 11,241 78,493

施工管理コンサルタント 208 249 286 127 39 43 952

計 10,170 31,892 25,933 11,368 39 43 79,445

建中金利 0 10 52 110 147 158 0 477

コミットメントチャージ 80 80 75 54 24 6 0 0 319

総合計 80 80 10,255 31,998 26,067 11,521 197 43 80,241

単位：　百万円

 

17.3.3 年別国内予算手当て 

プロジェクト実施中、年別にベトナム政府が手当てすべき予算額は表  17.3.2 に示す通りである。 

表  17.3.2 年別予算手当て必要額 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total
土地所得費 7 7
事業管理費 1 69 193 157 83 0 0 503
VAT 0 193 604 491 215 1 1 1,505
輸入税 0 51 214 173 48 0 486
合計 0 313 1,011 821 346 1 1 2,492

単位：　10億ベトナムドン

 

17.4 契約パッケージ 

本 ODA プロジェクトの港湾部門は、次の 4 つの主要工事から成る： 

(1) 航路 

(2) コンテナターミナル（民間担当部分を除く） 

(3) 港湾防護施設 

(4) 公共関連施設 

上記の各工事は次のようなサブ工種からなる： 

(1) 航路 

- 浚渫工事 

- 航行援助施設設置 

 



ベトナム国 ラクフェン港開発事業準備調査（その２） 
- 最終報告書, 第 3 編 - 

 17-16

(2) コンテナターミナル 

- 用地埋立 

- 矢板護岸 

- 地盤改良 

- 捨石護岸 

- ターミナル背後道路舗装 

(3) 港湾防護施設 

(a) 外部護岸 

- 地盤改良 

- 基礎捨石 

- コンクリートブロック工 

- コーピングコンクリート工 

(b) 防砂堤 

- 基礎捨石 

- コンクリートブロック工 

- コーピングコンクリート工 

(4) 公共関連施設 

- 用地埋立 

- サービスバース矢板岸壁 

- 地盤改良 

- 道路・ヤード舗装 

- 建物・ユーティリティ工事 
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表  17.4.1 各主要工事のサブ工種 

 
番号 

 
サブ工種 

(1) 
航路 

(2) 
コンテナ 
ターミナル

(3) 
港湾防護施

設 

(4) 
公共関連施

設 
1 浚渫 ●    
2 航行援助施設設置 ●    
3 埋立  ●  ● 
4 鋼矢板壁  ●  ● 
5 地盤改良  ● ● ● 
6 基礎捨石  ● ●  
7 道路・ヤード舗装  ●  ● 
8 コンクリート消波ブロック敷設   ● ● 
9 コーピングコンクリート  ● ● ● 
10 建築工事    ● 
11 ユーティリティ工事    ● 

主要工事の(2)、(3)、(4) は類似のサブ工種から成っているが、主要工事(1)だけは完全に異なるサ

ブ工種から成る。つまり、主要工事(1)には他と異なる施行能力が求められることを意味している。 

一方、各主要工事の建設費は次のように見積もられている： 

表  17.4.2 各主要工事の建設費 

番号 工事 建設費 
1 航路 US$ 315 million  
2 コンテナターミナル US$ 138 million 
3 港湾防護施設 US$ 166 million 
4 公共関連施設 US$ 27 million 

以上の各工事の技術的観点および経済的規模から考え、プロジェクトの港湾部門実施にあたり次

の 2 つの契約パッケージ案が考えられる： 

(1) 代替案 1： 

パッケージ 1：航路浚渫 

パッケージ 2：コンテナターミナルおよび公共関連施設建設 

パッケージ 3：港湾防護施設の建設 

(2) 代替案 2： 

パッケージ 1：航路浚渫 

パッケージ 2：コンテナターミナル、港湾防護施設および公共関連施設の建設 

代替案 1 は、代替案 2 と比べ次のような欠点がある： 

- 仮設施設、例えば現場事務所や仮設保管ヤード、仮設桟橋等を重複して作る必要があり

建設コストが高くなる。 
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- パッケージ 2 とパッケージ 3 の間で工事の引渡しをする場合、両者の合意が必要で時間

がかかり工事の遅れの原因となり工事費の増加を招く。 

- 建設工事はハイフォン港へ出入港する船舶が行き来する狭い既存航路の周辺で実施され

るため、航行安全管理や当局への報告体制、工事許可取得などが避けられない。パッケ

ージが多く分かれているため、緊急時にコントラクターが対応するのに時間がかかり、

安全を確保するのが難しくなりひいては工事の遅延の原因になる。 

- 別々の契約で実施することにより、各業者の境界部分の責任が曖昧になる可能性が高い。 

- 業者選定に時間がかかり工事完成遅延の基になる。 

以上のことから、本調査は工事契約に関して代替案 2、すなわち 2 パッケージ案を推奨する。以

上の工事契約に加え、両契約工事を施工管理するコンサルタント契約をパッケージ 3 として次の

ように追加する： 

パッケージ 1：航行航路の浚渫 

パッケージ 2：コンテナターミナル、港湾防護施設および公共関連施設の建設 

パッケージ 3：施工管理コンサルタントサービス 
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18. 経済財務分析 

18.1 財務分析 

18.1.1 財務分析の目的と方法 

財務分析は、公的投資部分が財務的に妥当であるか、及び民間投資部分が財務的に許容される内

容であるかを確認することを目的としている。本事業は、PPP（官民連携）案件として形成されて

いることから官民双方の要求に沿う財務内容であることが必要である。 

公的投資部分については、長期的妥当性の判断として加重平均資本コスト（以下 WACC と称する）

を上回る収益となることが望ましい。これを検証するためには財務的内部収益率（以下 FIRR と

称する）を用いる。本事業の加重平均資本コストは、融資の適格項目については 100%円借款（融

資条件としては STEP 条件*）でカヴァーされ、非適格項目についてはベトナム政府の予算にて賄

われると想定し計算される。（*：STEP の融資条件は、17 章 17.3.1 参照） 

本事業の WACC は表  18.1.1 で求められるように 0.32 パーセントである。 

表  18.1.1 加重平均資本コスト 

財源
金額

(百万円) 加重 コスト 備　考

円借款（建設） 79,290 84.8 0.2% 金利

円借款（コンサルタント） 952 1.0 0.01% 金利

ベトナム政府予算 13,211 14.1 15% 資本の機会費用

合　計 93,453 100.0 0.32% WACC  

FIRR が WACC を上回れば、公的投資部分については財務的に妥当であると評価できる。 

他方、民間投資部分については、民間の出資金が少なくても資本の機会費用を上回る利益を上げ

ることが期待される。本事業では資本の機会費用は 15%と想定する。これを検証するためには自

己資金内部収益率（以下 ROE と称する）を用いる。民間投資部分については関係者間の交渉が継

続しているので、調査団として関係者間で一定の合意があり、調査団あてに連絡がなされた内容

を前提として分析を行う。 

ROE が 15%を上回れば、民間投資部分については投資家にとって財務的に許容できる内容である

と評価できる。 

民間投資部分に係る出資金以外の資金調達は、民間銀行団によるプロジェクトファイナンスであ

る。プロジェクトファイナンスは事業収益を基本的な返済財源として組成される。よって銀行団

としては債務履行に必要な現金収益が得られる内容であることを要求する。事業収益の履行債務

（利息および元本返済の合計額）に対する比率（以下 DSCR と称する）を検証するための指標と

して用いる。 
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年毎の DSCR の平均が、1.5 を上回れば、融資の債務履行の健全性は保たれていると評価できる。 

本事業の資金フローの概念図を図  18.1.1 に示す。 

ベトナム政府

(VINAMARINE,
ハイフォン市)

民間オペレータ
(Berth No.1 & 2)

船社

元利金返済

元利金返済

ODA Loan

リース料

港湾利用料

 Tonage Charge
 Safety Fee
 Pilotage Fee

コンテナ取扱
手数料

出資

配当 (49%)

プロジェクト
ファイナンス

法人所得税

出資

配当 (51%)

配当に係る
法人所得税

JICA

VINALINES

JBIC/民間銀行

民間投資家

 

図  18.1.1 プロジェクトの資金フロー 

18.1.2 財務分析の前提（公的投資部分） 

プロジェクトライフは、40 年（STEP 円借款の返済期間と同一）とする。 

建設コストには、航路、港湾保護施設、公共関連施設、航行援助施設を含めない。公共関連施設

は、港湾管理のみならず通関や検疫等さまざまな政府機能を果たすために利用される。航路及び

港湾保護施設については、異なる公社（Maritime Safety Company No.1）により維持管理され、ベ

トナム政府予算がこれをまかなっている。2009 年 2 月 20 日付の政府決定 No.26/2009/QQ-TTg に

基づき、同公社を管理する VINAMARINE は、これに係る費用は民間からの収入に依存すること

なく、ベトナム政府予算で行うという明確な方針を定めている。これに加え、航路及び港湾保護

施設等は、本事業対象となるコンテナバースのみならず他の港湾／バースにも寄与するものでも

ある。以上の観点を踏まえ、本財務分析では対象とする建設コストから除外した。対象となる項

目は、仮設設備、コンテナターミナル建設費、埋立費、地盤改良費、港湾道路である。財務分析

では、他の項目でインフレ要素を入れていないので、価格予備費を含まないベースコストを建設

コストでも採用する。 

維持管理コストは、建設コストの 1%が毎年生じると想定している。 

管理費用としては、第 17 章 17.2.5 で検討された新組織が設立されることを前提とし、2020 年に

は職員数 500 名からなる組織となり年間 3,570 千米ドルが必要となると想定している。2011 年か
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ら 2017 年までは 200 人体制で進められると想定しており、それ以降はコンテナ取扱量に併せて拡

大していくものと想定している。 

収入は、大きく分類すると 2 つの資金源がある。1 つ目は、No.1 及び No.2 バースを運営する民間

オペレーターからの収入である。民間オペレーターはハイフォン市人民委員会にリース料を支払

う。人民委員会は国の所有となる土地の管理者として位置付けられている。民間オペレーターは、

コンテナバースの運営を通じた事業収益について法人所得税を支払う。民間オペレーターは、12

年間の租税緩和（免除および軽減）のインセンティブを得るが、課税対象となる収益を挙げると

想定される。これに加え、民間オペレーターのベトナム側パートナーである VINALINES が税引

き後利益として受領する配当についても課税対象となり、これも本事業による国家収入であると

考える。 

もう一つの資金源は、No.1 及び No.2 に入港する船舶が支払う港湾サービス費である。これらは

港湾管理者が徴収する。徴収対象や料金レベルについては、財務省の 2008 年 11 月 4 日付け通達 

“Decision No.: 98/2008/QD-BTC”に基づき定められている。同通達の概要は表  18.1.2 及び表 

 18.1.3 に示す通りである。 

表  18.1.2 港湾サービス料（国際） 

Unit: US Dollar

20 ft 40 ft
Ship 0.032 高頻度利用におけるディスカウント (40% - 60%)
 / GT  50,000 GT 以上の船舶へのディスカウント (60%)
Ship 0.1 高頻度利用におけるディスカウント (20% - 70%)
 / GT 50,000 GT 以上の船舶へのディスカウント (70%)
Ship 0.0034 10 海里まで

 / GT-mile 0.0022 30 海里まで
0.0015 30 海里以上

200 最低支払額
高頻度利用におけるディスカウント　（20 - 50%)

サービス費
コンテナ

一般貨物

0.1

重量チャージ

安全管理費

備考

0.032

単位

0.0034
0.0022
0.0015

200パイロットチャージ3

2

1

 
 

表  18.1.3 港湾サービス料（国内） 

Unit: Vietnam Dong

20 ft 40 ft
Ship 500 高頻度利用におけるディスカウント (30% - 50%)
 / GT
Ship 600 2,000 GT 未満

 / GT 1,550 2,000 GT 以上

高頻度利用におけるディスカウント (20 - 50%)

Ship 25
 / GT-HL 500,000 入港時最低価格

高頻度利用におけるディスカウント (50%)

安全管理費

25
500,000

1,550

備　　考

500

単位サービス費
コンテナ

一般貨物

600

1

2

パイロットチャージ

重量チャージ

3

 

入港する船舶のサイズ別の予想は、11 章で述べられているが、コンテナ貨物取扱量から推定され

る船舶のグロストンは表  18.1.4 に示す。 
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表  18.1.4 入港船舶サイズ予想（900,000TEU 取扱時） 

船舶サイズ

(DWT)
(A)

輸送割合
コンテナ数

/船舶
入港数

(B)
輸送量

(TEU)
合計 GT数

(A x B) x 1.1

20,000 20% 1,000 180 180,000 3,960,000
50,000 30% 2,000 135 270,000 7,425,000
80,000 20% 3,000 60 180,000 5,280,000

100,000 30% 4,000 68 270,000 7,480,000
443 900,000 24,145,000Total     

国内コンテナについては、すべてバージにて輸送されると想定する。 

18.1.3 財務分析結果（公的投資部分） 

中間成長ケースにおける FIRR は、1.24 パーセントであり、WACC（0.32%）を上回っている。つ

まり、円借款に関連する利子および元本を予定通りに返済した上で、ベトナム政府としては投資

の機会費用（15%）を賄いうるということを示している。キャッシュフローを表  18.1.5 に示す。 

感度分析は、コンテナ取扱量（高成長ケース、低成長ケース）、建設コスト（ベースケースの 5%

増、10%増）について行った。結果は表  18.1.6 に示す通りである。全てのケースで FIRR は WACC

を超えており健全性を示しているが、建設コストの影響感度は大きい。よって、調査団としては

建設コストの管理に留意すべきであると考える。 

表  18.1.5 キャッシュフロー（公的投資、ベースケース） 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7 3.7 4.4 4.8 5.5 5.7 6.3 6.4 6.6
リース料 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
港湾サービス料 1.3 2.3 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
税収入 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.7 0.9 1.0 1.0
配当税 1.9 0.8 1.3 1.7 1.7 1.8 2.3 2.4 2.5

0.0 1.4 35.5 96.6 33.4 3.8 3.1 3.1 4.1 4.7 5.2 5.2 5.2 5.2
投資コスト 1 0.0 0.0 34.1 95.2 32.0 1.5 0.0
維持費用 0.8 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
管理費用 0.0 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 2.5 3.1 3.6 3.6 3.6 3.6

0.0 -1.4 -35.5 -96.6 -33.4 -0.0 0.6 1.3 0.7 0.8 0.5 1.1 1.2 1.4

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

7.2 7.4 9.3 9.9 11.8 2.0 7.1 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9
リース料 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
港湾サービス料 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
税収入 1.2 1.2 1.8 2.0 4.1 0.0 4.0 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9
配当税 2.9 3.0 4.3 4.8 4.7 0.0 0.0 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8

5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2
投資コスト 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
維持費用 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
管理費用 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6

2.0 2.2 4.1 4.7 6.6 -3.2 1.9 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7

2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 Total
29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

16.9 16.9 18.6 18.6 18.6 18.6 -0.5 3.1 17.4 17.4 17.4 17.4 400.4
リース料 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 21.0
港湾サービス料 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 86.4
税収入 9.9 9.9 11.2 11.2 11.2 11.2 0.0 0.0 10.4 10.4 10.4 10.4 191.9
配当税 3.8 3.8 4.3 4.3 4.3 4.3 0.0 0.0 4.0 4.0 4.0 4.0 101.1

5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 341.7
投資コスト 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 162.8
維持費用 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 56.2
管理費用 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 122.7

11.7 11.7 13.4 13.4 13.4 13.4 -5.7 -2.1 12.2 12.2 12.2 12.2 58.7

FIIR = 1.24%

ネット・キャッシュフロー

キャッシュ・インフロー

キャッシュ。アウトフロー

ネット・キャッシュフロー

キャッシュ・インフロー

キャッシュ。アウトフロー

ネット・キャッシュフロー

単位：百万USドル

キャッシュ。アウトフロー

キャッシュ・インフロー
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表  18.1.6 感度分析結果（公共投資部分） 

FIRR

高成長ケース 1.33%

中間成長ケース

(ベースケース) 1.24%

低成長ケース 1.11%

ベースケース + 10 % 0.74%

ベースケース +  5 % 0.98%

ベースケース 1.24%

コンテナ
取扱量

投資
コスト

ケース

 

18.1.4 財務分析の前提（民間投資部分） 

プロジェクトライフは、バース完成後 30 年として分析を行う。 

民間投資部分の主たる収入は、コンテナ取扱手数料である。コンテナ取扱量や料金設定に係る詳

細は 18.1.5 に記述するが、コンテナ取扱に係るその他の手数料として、倉庫利用料、冷凍コンテ

ナ用施設利用料、コンテナ保管料等が徴収される。その他の手数料は、コンテナ手数料の 10%と

想定する。 

投資コストおよび年毎の支出について、調査団は表  18.1.7 に示す通りと想定している。 

表  18.1.7 投資コスト（民間投資部分） 

2013 2014 2015 Total
79.5 63.6 15.9 159.0
71.2 30.5 0.0 101.8

150.7 94.1 15.9 260.7

コンテナバース建設
コンテナ取扱機器

単位：百万USドル

合　計  

土地リース料は現在 VINALINES とハイフォン市人民委員会の間で交渉が続いている。本分析で

は、バースが占有する面積（750m × 600m）の市場価格として 30 百万 US ドルを総リース料と

想定している。支払いはリース期間で按分されるので、年間のリース料は 600 千 US ドルである。

初年度についてのみ、操業率も低いことから半額と想定している。 

国際協力銀行及び民間銀行によるプロジェクトファイナンスの条件は以下の通りと想定している。 

金利：  LIBOR＋4% 本分析では年率 5%と想定。 

返済期間： 建設完了後 12 年均等返済 (2017 年～2028 年) 

出融資比率： 30（出資）：70（融資） 

資金引出： ローンからの資金の引き出しは、出資金が全額払い出された後と想定 

税金に関して、本事業は Din Vu- Cat Hai 経済区にあることから、民間投資家は法人所得税、輸入

税についてのインセンティブを付与される。輸入税については免除される。法人所得税について

は通常 25%であるが、操業開始後 15 年間は 10%の税率が適用される。これに加え、法人所得税は

営業利益を計上して 4 年間は免除されると共に、5～9 年目までは税率がさらに半分に減じられる。 
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運営費としては、コンテナ 1 個取扱毎に 11US ドルが必要となると想定。これはコンテナ取扱に

必要な燃料、資材等を含むコストである。 

維持費としては、建設費の 1%及び機器の 0.5%が必要と想定している。コンテナ荷役機械につい

ては 15 年毎に更新投資として初期投資額の 50%が必要となると想定している。 

管理費としては、フル操業である 90 万 TEU のコンテナを取扱う時点では、200 名の人員が必要

となり年間費用として 130 万 US ドルがかかると想定した。中間成長ケースでは 2017 年からフル

操業となる。それ以前についてはコンテナ取扱量に比例して管理費が必要となると想定している。 

減価償却は、機器コストを 10 年間定額で行われると想定している。 

18.1.5 収入予測 

ラクフェン港におけるコンテナ取扱量予測は、第 5 章で述べられている。第 1、第 2 バースのコ

ンテナ取扱量は、ラクフェン港のコンテナ貨物需要がその能力を超えず、または、第 3 バース以

降が開業する前は、第 1、第 2 バースにて当該全量を取扱うとした。コンテナ貨物需要が第 1、第

2 バースの能力以上であり、かつ第 3 バース以降が開業した後については、第 1、第 2 バースはそ

れまでの経験を活かして、他バースとの競争に勝り、取扱能力一杯まで取扱うと想定。取り扱う

コンテナは国際コンテナが優先されると想定する。ラクフェン港全体及び第 1、第 2 バースにお

けるコンテナ取扱量予測を表  18.1.8 に示す。第 3 バース以降の建設は 2016 年から開始され、そ

れぞれの開業時期は、第 3 バース：2019 年、第 4 バース：2019 年、第 5 バース：2020 年と想定

した。 

表  18.1.8 コンテナ取扱量予測（中間成長ケース、ラクフェン港／第 1、第 2 バース） 

000  TEU 220 392 565 740 915 1,058 000  TEU 220 392 450 450 450 450
000 Box 147 261 377 493 610 705 000 Box 147 261 300 300 300 300
000 Box 73 131 188 247 305 353 000 Box 73 131 150 150 150 150

実入り 000 Box 24 44 63 82 102 118 実入り 000 Box 24 44 50 50 50 50
空 000 Box 49 87 126 164 203 235 空 000 Box 49 87 100 100 100 100

000 Box 73 131 188 247 305 353 000 Box 73 131 150 150 150 150
実入り 000 Box 49 87 126 164 203 235 実入り 000 Box 49 87 100 100 100 100
空 000 Box 24 44 63 82 102 118 空 000 Box 24 44 50 50 50 50

000  TEU 220 392 565 740 915 1,058 000  TEU 220 392 450 450 450 450
000 Box 147 261 377 493 610 705 000 Box 147 261 300 300 300 300
000 Box 73 131 188 247 305 353 000 Box 73 131 150 150 150 150

実入り 000 Box 49 87 126 164 203 235 実入り 000 Box 49 87 100 100 100 100
空 000 Box 24 44 63 82 102 118 空 000 Box 24 44 50 50 50 50

000 Box 73 131 188 247 305 353 000 Box 73 131 150 150 150 150
実入り 000 Box 24 44 63 82 102 118 実入り 000 Box 24 44 50 50 50 50
空 000 Box 49 87 126 164 203 235 空 000 Box 49 87 100 100 100 100

000  TEU 23 42 60 79 98 113 000  TEU 23 42 0 0 0 0
000 Box 16 28 40 53 65 78 000 Box 16 28 0 0 0 0
000 Box 8 14 20 26 33 39 000 Box 8 14 0 0 0 0

実入り 000 Box 4 7 10 13 16 20 実入り 000 Box 4 7 0 0 0 0
空 000 Box 4 7 10 13 16 20 空 000 Box 4 7 0 0 0 0

000 Box 8 14 20 26 33 39 000 Box 8 14 0 0 0 0
実入り 000 Box 4 7 10 13 16 20 実入り 000 Box 4 7 0 0 0 0
空 000 Box 4 7 10 13 16 20 空 000 Box 4 7 0 0 0 0

000  TEU 463 826 1,191 1,559 1,928 2,229 000  TEU 463 826 900 900 900 900
000 Box 309 551 794 1,039 1,285 1,489 000 Box 309 551 600 600 600 600
000 Box 154 275 397 520 643 744 000 Box 154 275 300 300 300 300

実入り 000 Box 77 138 199 260 321 372 実入り 000 Box 77 138 150 150 150 150
空 000 Box 77 138 199 260 321 372 空 000 Box 77 138 150 150 150 150

000 Box 154 275 397 520 643 744 000 Box 154 275 300 300 300 300
実入り 000 Box 77 138 199 260 321 372 実入り 000 Box 77 138 150 150 150 150
空 000 Box 77 138 199 260 321 372 空 000 Box 77 138 150 150 150 150

中間成長ケース
ラクフェン港

40 ft

20 ft

40 ft

20 ft

40 ft

20 ft

輸　入

国内線

合　計

20 ft

40 ft

20 ft

単位 2015 2016 2017 2018 2019 2020

20 ft

40 ft

2018 2019

輸　入

国内線

合　計

20 ft

40 ft

20 ft

40 ft

40 ft

2020

輸　出

単位 2015 2016 2017中間成長ケース

バース　No.1& 2

輸　出

 

コンテナ取扱手数料は、それぞれのバース管理者が毎年船社と交渉して決定する。取扱量や入港
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頻度なども勘案して決定するので、船社毎に差が生じることもある。政府機関は一切関与してお

らず規制もない。よって、取扱手数料は財務収益性と他バースとの市場競争に基づいて決定され

る。本分析では、ベトナムにおける他港湾の事例を参考にした手数料体系を想定している。国際

40 フィートコンテナで実入りの取扱手数料を 100 とすると、空コンテナは 60、国際 20 フィート

実入りコンテナは 75、と想定している。国内コンテナでは、40 フィート実入りコンテナで 50 と

想定している。 

ベースケースでは、95US ドルが国際 40 フィート実入りコンテナの手数料と想定した。 

18.1.6 財務分析結果（民間投資部分） 

中間成長ケースにおける ROE は 16.2%となる。これは投資の機会費用（15%）を上回っており、

民間投資家にとって財務的に許容しうる内容である。DSCR の平均も 1.68 であり、民間銀行によ

るプロジェクトファイナンスの元利金支払いに対し十分な資金手当てが可能ということを示して

いる。損益表及びキャッシュフロー表を表  18.1.10 及び表  18.1.11 に示す。 

感度分析は、コンテナ取扱量（高成長ケース、低成長ケース）、投資コスト増（5%増加、10%増

加）及びコンテナ取扱手数料の変化について行った（表  18.1.9 参照）。DSCR はいずれのケース

においても問題ない数字を示しており、ROE についても比較的良好な数字を示している。コンテ

ナ手数料の変化に対する感度が大きく、加えて、コンテナ手数料の変化によっては公共投資の

FIRR がマイナスとなることが確認された。調査団としてはコンテナ手数料を如何に設定するかに

ついて留意すべきと考える。民間投資家は何の制約もなくコンテナ手数料を設定することが可能

であることを踏まえると、ベトナム政府に対する分配について、税を通じて分配する以外の方法

を更に検討すべきと考える。 

表  18.1.9 感度分析結果（民間投資部分） 

ROE DSCR Public FIRR

高成長ケース 18.2% 1.68 1.33%

中間成長ケース

(ベースケース) 16.2% 1.68 1.24%

低成長ケース 14.0% 1.66* 1.11%

ベースケース +10 % 13.3% 1.53 1.21%

ベースケース +5% 14.7% 1.60 1.23%

ベースケース 16.2% 1.68 1.24%

85$ 12.8% 1.44* 0.17%

95 $ （40 feet　実入り）

(ベースケース) 16.2% 1.68 1.24%

105$ 19.5% 1.93 2.15%

*: 元本返済初年のみ1.0を下回る

コンテナ
取扱量

投資
コスト

ケース

コンテナ
取扱手数料
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表  18.1.10 損益表（民間投資部分 ベースケース） 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

22,007 39,260 43,890 46,523 46,523 46,523 49,315 49,315 49,315 52,274 52,274 52,274 55,410 55,410 55,410
コンテナ取扱量   (000 TEU) 463 826 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900
単価 (40 ft 実入り） 1 95 95 95 101 101 101 107 107 107 113 113 113 120 120 120
平均単価 65 65 67 70 70 70 75 75 75 79 79 79 84 84 84

6,142 11,185 11,999 11,999 11,999 11,999 11,999 11,999 11,999 11,999 11,999 11,999 11,999 11,999 62,372
運営費 11 5,093 9,086 9,900 9,900 9,900 9,900 9,900 9,900 9,900 9,900 9,900 9,900 9,900 9,900 9,900
維持費 1,049 2,099 2,099 2,099 2,099 2,099 2,099 2,099 2,099 2,099 2,099 2,099 2,099 2,099 2,099
更新費 50,374

600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600

669 1,193 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300

10,176 10,176 10,176 10,176 10,176 10,176 10,176 10,176 10,176 10,176 0 0 0 0

0 0 9,976 9,976 9,145 8,313 7,482 6,651 5,819 4,988 4,157 3,325 2,494 1,663 831 0

0 0 0 14,596 6,130 9,839 13,304 14,135 14,967 18,589 19,421 20,252 24,042 24,873 35,881 39,849 40,680 -8,862

0 0 0 0 707 748 929 971 1,013 1,202 1,244 1,794 1,992 4,068 0
税率 0% 0% 0% 0% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 10% 10%

0 0 0 14,596 6,130 9,839 13,304 13,428 14,218 17,660 18,450 19,239 22,840 23,630 34,087 37,857 36,612 -8,862
累計額 0 0 14,596 20,726 30,565 43,869 57,297 71,516 89,176 107,625 126,864 149,704 173,334 207,421 245,278 281,890 273,028

2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

58,735 58,735 58,735 58,735 58,735 58,735 58,735 58,735 58,735 58,735 58,735 58,735 58,735 58,735 58,735
コンテナ取扱量   (000 TEU) 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900
単価 (40 ft 実入り） 1 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127
平均単価 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89

11,999 11,999 11,999 11,999 11,999 11,999 11,999 11,999 11,999 11,999 11,999 11,999 11,999 11,999 62,372
運営費 11 9,900 9,900 9,900 9,900 9,900 9,900 9,900 9,900 9,900 9,900 9,900 9,900 9,900 9,900 9,900
維持費 2,099 2,099 2,099 2,099 2,099 2,099 2,099 2,099 2,099 2,099 2,099 2,099 2,099 2,099 2,099
更新費 50,374

600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600

1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300

5,037 5,037 5,037 5,037 5,037 5,037 5,037 5,037 5,037 5,037 0 0 0 0 5,037

39,799 39,799 39,799 39,799 39,799 39,799 39,799 39,799 39,799 39,799 44,836 44,836 44,836 44,836 -10,575

3,980 9,950 9,950 9,950 9,950 9,950 9,950 9,950 9,950 9,950 11,209 11,209 11,209 11,209 -2,644
税率 10% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%

35,819 29,849 29,849 29,849 29,849 29,849 29,849 29,849 29,849 29,849 33,627 33,627 33,627 33,627 -7,931
累計額 308,847 338,696 368,545 398,395 428,244 458,093 487,942 517,791 547,640 577,489 611,117 644,744 678,371 711,998 704,067

減価償却

税引前利益

借入金金利

借入金金利

税引前利益

法人所得税

税引後利益

【損益表】

収入

操業コスト

リース料

管理費

減価償却

操業コスト

リース料

管理費

法人所得税

税引後利益

単価：千USドル

【損益表】

収入
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表  18.1.11 キャッシュフロー表（民間投資部分 ベースケース） 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

0 0 0 14,596 16,307 20,016 23,480 24,312 25,143 28,766 29,597 30,428 34,219 35,050 35,881 39,849 40,680 -8,862
税引前利益 0 0 0 14,596 6,130 9,839 13,304 14,135 14,967 18,589 19,421 20,252 24,042 24,873 35,881 39,849 40,680 -8,862
減価償却 0 0 0 0 10,176 10,176 10,176 10,176 10,176 10,176 10,176 10,176 10,176 10,176 0 0 0 0

0 78,220 0 0 0 16,626 16,626 16,626 16,626 16,626 16,626 16,626 16,626 16,626 16,626 16,626 16,626 0
出資 1 0 78,220 0 0
借入金返済 0 16,626 16,626 16,626 16,626 16,626 16,626 16,626 16,626 16,626 16,626 16,626 16,626

0 -78,220 0 14,596 16,307 3,389 6,854 7,685 8,517 12,139 12,971 13,802 17,592 18,424 19,255 23,223 24,054 -8,862
累計額 14,596 30,902 34,292 41,146 48,831 57,348 69,487 82,458 96,260 113,852 132,275 151,530 174,753 198,807 189,945

0 -150,720 -94,117 -1,301 26,283 29,991 32,625 32,625 32,625 35,416 35,416 35,416 38,375 38,375 38,375 41,512 41,512 -8,862

2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

44,836 44,836 44,836 44,836 44,836 44,836 44,836 44,836 44,836 44,836 44,836 44,836 44,836 44,836 -5,537
税引前利益 39,799 39,799 39,799 39,799 39,799 39,799 39,799 39,799 39,799 39,799 44,836 44,836 44,836 44,836 -10,575
減価償却 5,037 5,037 5,037 5,037 5,037 5,037 5,037 5,037 5,037 5,037 0 0 0 0 5,037

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
出資 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
借入金返済 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

44,836 44,836 44,836 44,836 44,836 44,836 44,836 44,836 44,836 44,836 44,836 44,836 44,836 44,836 -5,537
累計額 234,781 279,617 324,453 369,290 414,126 458,962 503,798 548,634 593,471 638,307 683,143 727,979 772,815 817,652 812,114

44,836 44,836 44,836 44,836 44,836 44,836 44,836 44,836 44,836 44,836 44,836 44,836 44,836 44,836 -5,537

Return on Equity = 16.2% 7.4%
15%

2006 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

支払可能資金   (A) 26,283 29,991 32,625 32,625 32,625 35,416 35,416 35,416 38,375 38,375 38,375 41,512 41,512
元利金    (B) 9,976 26,602 25,771 24,940 24,108 23,277 22,446 21,614 20,783 19,952 19,120 18,289 17,458

平均 1.68 2.63 1.13 1.27 1.31 1.35 1.52 1.58 1.64 1.85 1.92 2.01 2.27 2.38

ネットキャッシュフロー （ROE）

単位：千USドル 

ＤＳＣＲ  (B)/(A)

ネットキャッシュフロー （ROI）

【キャッシュフロー】

【キャッシュフロー】

【ＤＳＣＲ】

キャッシュ・アウトフロー

ネットキャッシュフロー （ROI）

Return on Investment=

キャッシュ・インフロー

単位：千USドル 

キャッシュ・インフロー

キャッシュ・アウトフロー

ネットキャッシュフロー （ROE）
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18.2 経済分析 

18.2.1 目的と方法 

経済分析の目的は、国民経済的観点から 2020 年を目標年次としたベトナム北部の国際玄関港であ

るラクフェン港開発事業のプロジェクト実施妥当性を評価するものである。 

経済分析は、“With”と“Without”ケースから成る。ラクフェン港プロジェクトの全ての便益と

費用は、最初に市場価格で考え次に経済価格に変換する。ラクフェン港の評価は、国境価格のコ

ンセプトにより経済価格に変換後行う。 

インフラ投資プロジェクトの妥当性評価にはいくつかの手法がある。経済的内部収益率（EIRR）

は、基準年からのプロジェクトライフにおけるプロジェクト便益と費用の現在価値合計が等しく

なる時の割引率である。EIRR は、経済的、社会的見地から判断される実質的な総益率である。 

現在価値は、既知の割引率を推定して計算する。今回の分析では、ベトナムの社会的割引率ある

いは資本の機会費用である 12%を既知の割引率とし、EIRR の評価基準とする。一般的に、EIRR

はプロジェクト評価で最も使用されている指標である。本調査でも費用・便益推計に基づいた

EIRR をプロジェクトの妥当性評価の為に用いる。 

18.2.2 経済分析 

 1) With ケースと Without ケース 

費用・便益推計では、プロジェクトの便益と費用は、プロジェクトの With ケースと Without ケー

スの差で定義する。従って、With ケースと Without ケースの定義が本プロジェクトの妥当性評価

では非常に重要となる。 

a) With ケース 

経済分析の中で、主要な便益は基幹航路を就航する母船がラクフェン港に寄港することによ

って生じる輸送コストの削減である。 

従って、With ケースのシナリオは、ラクフェン港の中期開発プロジェクト（2020 年時点、総

延長 2,000m のコンテナバース 5 バース、総延長 750m の多目的バース 2 バース、水深-14m

の航路、防砂堤、護岸等）及びラクフェン港へのアクセス道路・橋梁であるタンブー－ラク

フェン道路プロジェクトも含める。 

また、ラクフェン港へのアクセス代替投資ケースとして、タンブー－ラクフェン道路プロジ

ェクトに代えて、ディンブー島とカットハイ島のバージ輸送システムを比較の為に考える。 

b) Without ケース 

2012 年以降は、既設港湾への投資を行わないものとする。貨物の需要予測は、With ケースと

同様とする。Without ケースは、ハイフォン港とカイラン港の貨物は、既設ルートを利用し、

既設港湾の貨物取扱容量に達するまでは、既存フィーダールートを使用する。容量以上の貨

物は、香港港を代替港湾とし陸送でベトナム北部地域へ運搬する。 
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18.2.3 経済分析の前提条件 

プロジェクトの費用・便益算出の前提条件は以下の通りである。 

(1) プロジェクトライフ 

- 経済分析の評価は、中期開発計画プロジェクト完工後 30 年（2021 年～2052 年）につい

て行う。 

(2) 外貨交換レート 

- 外貨交換レートは事業費積算で用いられた 1US$＝89.6 円、1VND＝0.00528 円（2010 年

3 月）とする。 

18.2.4 経済価格 

 1) 市場価格から経済価格への変換手法 

経済分析では、費用は国境価格コンセプトに基づいて市場価格を経済価格に変換した値を用いる。

市場価格を経済価格へ変換するにはいくつかの手法がある。ここでは、経済価格は税金、補助金

等の移転項目を控除し計算する。貿易財の価格は、輸入品と輸出品が CIF 価格と FOB 価格でそれ

ぞれ表される。それらの価格は、実際の国境価格に示される。ところが、非貿易財の国境価格は

直接変換できないので非貿易財の生産のために必要となる国境価格を検討しなければならない。 

 2) 移転項目 

輸出入税、その他税金、補助金は、消費を反映するものではなく単純な移転項目である。従って、

それらの移転項目は、経済分析ではプロジェクトの費用・便益から控除する。 

 3) 標準変換係数（SCF） 

標準変換係数は、国境価格に直接変換できない特定物品の経済価格を定めるための分析に用いる。

それらの物品は、ほとんどが非貿易財やサービスである。ベトナムの標準変換係数は、以下の式

及び基本データを用いると 2007 年と 2008 年の SCF 平均値は 0.84 と推定される。 

( )
( )DMX

MXSCF
++

+
=  

ここに、 

X: 輸出額 

M: 輸入額 

D: 輸入税 

さらに、最近のベトナム交通セクターの F/S 調査では SFC を 0.85 と規定している。従って、本調

査の経済分析では SCF を 0.85 と設定する。 
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18.2.5 プロジェクト費用 

 1) アクセス道路・橋梁 

最初に、ラクフェン港のアクセス道路・橋梁については、既に VIDIFI 調査の F/S レポートで述べ

られている。本検討の基本ケースでは、アクセス道路・橋梁建設費はこの VIDIFI 調査で提案され

た数値を使用するが、アクセス道路・橋梁の代替ケースとしては下記に示す 2 ケースを考える。 

- ケース 1：2015 年から 2017 年の間はバージ及び RoRo 船による輸送とし、アクセス道路・

橋梁の使用開始は 2018 年以降とする。 

- ケース 2：2015 年から 2020 年の間はバージ及び RoRo 船による輸送 

表  18.2.1 にアクセス道路・橋梁の代替案ケース 1 及びケース 2 を示す。ケース 1 及びケース 2 の

プロジェクト費用は、基本ケースの約 2 倍となっている。これは、代替案ケースでは、ラクフェ

ン港の貨物取扱容量と同等のバージ及び RoRo バースが必要となるためである。また、代替案の

運営コストに関しても、バージ・RoRo 貨物船・荷役機械が大量に必要なため多額になる。 

さらに、代替ケース 1 及び 2 には、運営面での問題が多くある。代替ケースでは、大量の船舶（ケ

ース 1 では 32 隻、ケース 2 では 56 隻）が毎日 24 時間体制でナムチュー航路を横断する必要があ

る。従って、安全航行体制を確立する必要があると共に、過密な海上交通により環境面に負の影

響が生じる恐れがある。さらに、過密な海上交通により、漁船がナムチュー航路を横断すること

は困難になる。 

つまり、代替案であるバージ・RoRo 船による輸送形式は、初期投資及び運営面で高コストであり、

迅速、安全な輸送とは言い難く、また環境に負の影響を与える、と言うことができる。対照的に、

基本ケースであるアクセス道路・橋梁による輸送形式は、代替ケースの輸送方式と比べ、低コス

トであり、迅速、安全な輸送が可能で、環境にもやさしいと言える。 

従って、ラクフェン港の背後圏貨物輸送システムとして、バージ・RoRo 船による輸送形式は不適

であり、アクセス道路・橋梁の供用開始時期を港湾と同様に 2015 年とするべきである。 

 



ベトナム国 ラクフェン港開発事業準備調査（その２） 
- 最終報告書, 第 3 編 - 

 18-13

 
 

表  18.2.1 アクセス道路・橋梁の代替案（2015 年以降） 

 Access Road and Bridge Barge and RoRo Vessel Transport System (2015-2017) and Barge and RoRo Vessel Transport System after 2015 
Access Road and Bridge (after 2018) (Target year 2020)

Barge Barth & RoRo Vessel Berth for 2015-2017 Barge Barth & RoRo Vessel Berth after 2015
Required Facilities, Vessels and Cargo Handling Equipment Required Facilities, Vessels and Cargo Handling Equipment
- Barge and RoRo Vessel Barth :  2,300m (1,150m each) - Barge and RoRo Vessel Barth :  4,200m (2,100m each)
- Barge (90 TEU, 1,000-1,400DWT) : 20 vessels - Barge (90 TEU, 1,000-1,400DWT) : 36 vessels
- Ro Ro Ship (500GRT, 1300-1800DWT) : 12 vessels - Ro Ro Ship (500GRT, 1300-1800DWT) : 20 vessels
- Reach Stacker (40ton) : 20 Nos. - Reach Stacker (40ton) : 36 Nos.
- Trailer (head and chassis for 40') : 65 Nos. - Trailer (head and chassis for 40') : 125 Nos.

Project Cost in Economic Price (1,000 USD) 388,007 Project Cost in Economic Price (1,000 USD) 701,635 Project Cost in Economic Price (1,000 USD) 750,503
O/M Cost in Economic Price(1,000 USD/year) 4,912 O/M Cost in Economic Price(1,000 USD/year) 7,171 O/M Cost in Economic Price(1,000 USD/year) 43,457
Merit Demerit Demerit

Basic Case

- Both berths are necessary almost same cargo handling capacity of Lach
   Huyen berthing capacity, therefore, huge cargo handling necessary.

- Both berths are necessary almost same cargo handling capacity of Lach
   Huyen berthing capacity, therefore, huge cargo handling necessary.

- 32 vessels under 24 hours a day have to operate across Nam Trieu
   channel. Therefore, it is difficult to path fishing vessels for fishing
   activity through Nam Trieu Channel.

- 56 vessels under 24 hours a day have to operate across Nam Trieu
   channel. Therefore, it is really difficult to path fishing vessels for
   fishing activity through Nam Trieu Channel.

- Barge transport takes about 7 hours from Din Vu barge berth to Cat Hai
   barge berth including cargo handling in both berths.

Alternative Case-2Alternative Case-1

- Smooth and quick traffic to Lach Huyen Port without disturbing and
congestion.

- Safety traffic to Lach Huyen Port , no impact to maritime traffic (mainly
   fishing vessels) across Nam Trieu Channel.

- Timely transport with access bridge conduce to reliable Lach Huyen
   port operation as International Port with mother vessel accommodation

- Barge transport takes about 7 hours from Din Vu barge berth to Cat Hai
   barge berth including cargo handling in both berths.

- 32 vessels under 24 hours a day have to operate across Nam Trieu
   channel. Therefore, it is necessary for safety control of navigation and
   the sea traffic congestion impact to surrounding environment negatively.

- 56 vessels under 24 hours a day have to operate across Nam Trieu
   channel. Therefore, it is necessary for safety control of navigation and
   the heavy sea traffic congestion make a negative impact to environment.

Tan Vu – Lach Huyen Highway 

Beginning Point 
(Tan Vu IC) 

  

End Point 
(Lach Huyen Port) 

L = 15.9 km 

Nam Trieu
Channel

Tan Vu – Lach Huyen Highway 

Beginning Point 
(Tan Vu IC) 

  

End Point
(Lach Huyen Port) 

L = 15.9 km 

Access Road and Bridge after 2015

Nam Trieu Channel

Tan Vu – Lach Huyen Highway 

Beginning Point 
(Tan Vu IC) 

  

End Point 
(Lach Huyen Port) 

L = 15.9 km 

7

Access Bridge after 2018

Nam Trieu
Channel
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 2) プロジェクト費用の構成 

プロジェクト費用の構成を表  18.2.2 に示す。プロジェクト費用は、財務価格ベースから経済価格

ベースに変換する。港湾施設・道路の建設費・調達費を表  18.2.3 に示す。 

表  18.2.2 プロジェクト費用の構成 

費用の構成項目 構成項目の定義 

建設費 建設費は、港湾施設（総延長 2,000m のコンテナバース 5 バース、総延長 750m の

多目的バース 2 バース、水深-14m の航路、防砂堤、護岸など）、アクセス道路・

橋梁、荷役機械の調達費。さらに、荷役機械の残存価値を、プロジェクトライフの

最終年に計上する。 

メンテナンス費 メンテナンスコストは、港湾施設とアクセス橋梁･道路の機能や貨物量などで年間

額を推定する。施設と機械のメンテナンス費は、建設費や調達費の固定比率で推定

する。建設費の 1％を施設のメンテナンスに、また機械調達費の 0.5%を荷役機械の

メンテナンス費用とする。 

維持浚渫費 8 章に述べられている漂砂シミュレーションに基づき、年間維持浚渫量は以下の通

りとする。 
1 年目    : 3.44 百万 m3 
2 年目以降: 0.75 百万 m3 

運営費 施設のオペレーション費で、人件費、通信費、通勤費、材料費、燃料費から成る。

2020 年に必要な管理運営組織、スタッフ数は以下のとおりである。 
 

管理運営組織 スタッフ数 

新ラクフェン港組織 500 

5 コンテナバース 500 

3 多目的バース 1,350 

コンテナ荷役オペレーションは USD 11/TEU とする。また、一般雑貨・ドライバル

クの荷役オペレーションは USD 3 /トンとする。 

荷役機械の再投資 荷役機械の改修は、15 年毎に実施し、調達費の半分とする。 

 

表  18.2.3 アクセス橋梁・道路を含む中期港湾開発プロジェクト経済価格(2020 年) 

Constrcution Economic Price (1,000USD)
2 Container Berth (-14m depth), Channel (-14m) & Dyke 864,695
Aditional 3 Container Berths & 3 General Cargo Berths for Medium Term
Development (2020) 734,939

Access Bridge & Road 397,180
Total 1,996,813

Total O/M Cost (2011-2052) Economic Price (1,000USD)
Maintenance Dredging 85,808
New Lach Huyen Port Management Body 107,160
O/M Cost for Container & General Cargo Berths 2,960,055
O/M Cost for Access Bridge & Road 63,737

Total 3,197,134  
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18.2.6 プロジェクトの便益 

 1) 便益の種類 

ラクフェン港開発事業（アクセス道路・橋梁含む）から創出される経済便益は以下の通りである。 

(1) 基幹航路の母船が寄港し、トランシップが回避されることによる貨物輸送コストの削減 

(2) 船舶の大型化による貨物輸送コストの削減 

(3) 入出港に際し、船舶の潮待ちなし 

(4) 輸送時間の短縮 

(5) 輸送の信頼性向上 

(6) 流通産業の振興 

(7) FDI ビジネスの振興 

(8) 海上交通の安全性向上 

(9) ターミナル利用による雇用・所得の増大 

(10) 港湾関連産業の雇用・所得の増大 

(11) 建設工事による雇用・所得の増大 

(12) 地域産業の安定・発展 

(13) 産業の国際競争力の向上 

以上の中から、定量的評価が可能な(1)と(2)を、プロジェクト便益として EIRR 分析に使用した。 

 2) 便益の算出 

図  18.2.1 に、With ケース及び Without ケースのコンテナ貨物需要予測を示す。 
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図  18.2.1 With ケース、Without ケースのコンテナ貨物需要予測 
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With ケース: コンテナ貨物（内貿コンテナ、50,000DWT 以下のコンテナ船で輸送されるコンテナ、

アジア／北米航路以外のコンテナは含まない）は、ラクフェン港で扱われるアジア／北米航路コ

ンテナと想定する。アジア／北米航路のコンテナ貨物量は全予測値の 53.2%と推定される。 

Without ケース-(1):コンテナ貨物（内貿コンテナ、50,000DWT 以下のコンテナ船で輸送されるコ

ンテナ、アジア／北米航路以外のコンテナは含まない）は、既存のハイフォン港とカイラン港に

て取扱限度容量まで扱われると想定する。 

Without ケース-(2): ハイフォン港及びカイラン港の取扱容量を超えるコンテナ貨物（内貿コンテ

ナ、50,000DWT 以下のコンテナ船で輸送されるコンテナ、アジア／北米航路以外のコンテナは含

まない）は、代替港である香港で扱われベトナム北部まで陸上輸送されると想定する。 

国境越えの陸上輸送に関しては、2007年にハノイから中国への定期陸上輸送サービスが開始され、

また、その復路を利用した複数顧客のための混載サービスも開始された。現在、ベトナム国境か

ら香港までの高速道路は完成しており、さらに中国製品の輸送促進を目的として、ベトナム政府

は、ハノイと中国国境に近いランソン間で 6 車線の高速道路を計画している。 

図  18.2.2 に With ケースと Without ケースにおける輸送ルートを示す。 
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図  18.2.2 With ケースと Without ケースの輸送ルート 
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a) Without ケース-(1) 

便益は、アジア／北米航路輸送と既存のフィーダー輸送の輸送コスト差である。貨物輸送費

の削減は以下のようになる。 

 RCS 
 CS(W) 

= 
= 

CS(WO)  -  CS(W) 
S1Tlm 

 CS(WO) = S2 Tl’m +S2Fl’m + S2HK x 2 
 ここに   
 RCS = TEU 当たりの貨物輸送費削減 
 CS(W)  = TEU 当たりの貨物輸送費（With ケース：アジア／北米航路）

 CS(WO) = TEU 当たりの貨物輸送費（Without ケース：フィーダー輸送）
 

 S1Tlm = TEU 当たりの貨物輸送費（ラクフェン港経由のアジア／北米航
路輸送） 
アジア／北米航路は以下のルートを採用する。 
- シンガポール港-ラクフェン港-香港（3,630km） 
- ホーチミン港-ラクフェン港-香港（2,668km） 
 

 S2 Tl’m = TEU 当たりの貨物輸送費（既存の香港経由輸送） 
既設航路は以下のルートを採用する。 
- シンガポール港-香港（2,705km） 
- ホーチミン港-香港（1,718km） 
 

 S2iFm = TEU 当たりの貨物輸送費（ハイフォン港と香港の往復のフィー
ダー輸送） 
- Hai Pong Port-Hong Kong Port-Hai Pong Port (2,361km) 
 

 S2HK = TEU 当たりトランシップコンテナ荷役費（香港） 
    
 S2HK x 2 = トランシップコンテナ荷役費は、USD85/TEU, USD110/FEU で

ある。TEU/Box 比率を 1.5 とし、USD65/TEU とする（表  18.2.4
参照）。 

ほとんどの北米幹線航路は、香港でトランシップしハイフォン
港へ輸送している。従って、香港でのトランシップコンテナ荷
役費を採用した。 

表  18.2.4 香港でのリレー費用 

コンテナサイズ USD 

20' container 85

40' container 110

TEU/Box 比率: 1.5 

65 USD/TEU 

ハイフォン港における 20’コンテナと 40’コンテナの割合は、

TEU/Box 比率で 1.5である。 最終的に経済価格として 55.25USD/TEU

とした。 
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With ケースと Without ケースの輸送距離の相違を表  18.2.5 に示す。 

表  18.2.5 With ケースと Without ケースの輸送距離の相違 

"Without" Case Ho Chi Minh-Hong Kong
(km)

Singapore-Hong Kong
(km)

Ho Chi Minh-Hong Kong (Trunk Line) 1,718 2,705
Hai Phong- Hong Kong - Hai Phong (Feeder Line) 2,361 2,361

Total 4,078 5,066

"With" Case Ho Chi Minh-Hong Kong
(km)

Singapore-Hong Kong
(km)

Ho Chi Minh or Singapore-Lach Huyen -Hong Kong (Trunk Line) 2,668 3,630

Difference: "With"-"Without" Ho Chi Minh-Hong Kong
(km)

Singapore-Hong Kong
(km)

Feeder Line Transport 2,361 2,361
Trunk Line Transport -951 -925

Total 1,410 1,436  

With ケースと Without ケースのコンテナ船型別の輸送コストを表  18.2.6 に示す。 

表  18.2.6 コンテナ船型別の輸送コスト 

リース費用 コンテナ費用 燃料費 計 計 船型  

US$/日/船舶 US$/日/船舶 US$/日/船舶 US$/日/船舶 US$/日/TEU
10,000DWT 
(1,000TEU) 

13,289 1,200 30,624 45,113 45.1 

50,000DWT 
(4,000TEU) 

30,000 4,800 65,472 100,272 25.1 

80,000DWT 
(6,000TEU) 

37,000 7,200 68,640 112,840 18.8 

100,000DWT 
(7,500TEU) 

47,000 9,000 74,439 130,439 17.4 

Note: 1. コンテナ費用は、1.2US$/TEU と推計 

2. 燃料費は、2008 年-2009 年における世界の主要船社データをもとに 528US$/トンとした。 

10,000DWT（1,000TEU）のコンテナ船をフィーダー船とした。幹線航路の母船は、50,000DWT 

（4,000TEU）、80,000DWT（6,000TEU）、100,000DWT（7,500TEU）のそれぞれの比率を 38%、

25%、38%とした。船舶の平均航行速度は 20 海里/時間(37.04km/時間) とした。 

上述の算定式により、TEU 当たりの経済価格は USD 83 と推計され、既設港湾容量に達する

までのコンテナ量に対してこの数値を使用する。 

b) Without ケース-(2) 

貨物輸送費の削減は以下のようになる。 

 RCL 
 CL(W) 

= 
= 

CL(WO)  -  CL(W) 
S1Tlm+ SL1 

 CL(WO) = S2 Tl’m + SL2 
 

 Where   
 RCL = TEU 当たりの貨物輸送費削減 
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 CL(W)  = TEU 当たりの貨物輸送費（With ケース：アジア／北米航路で

ラクフェン港寄港後ハノイへ陸上輸送） 
 CL(WO) = TEU 当たりの貨物輸送費（Without ケース：香港で荷卸し後ハ

ノイへ陸上輸送） 
 

 S1Tlm = TEU 当たりの貨物輸送費（ラクフェン港経由のアジア／北米航
路輸送） 
アジア／北米航路は以下のルートを採用する。 
- シンガポール港-ラクフェン港-香港（3,630km） 
- ホーチミン港-ラクフェン港-香港（2,668km） 
 

 S2 Tl’m = TEU 当たりの貨物輸送費（既存の香港経由輸送） 
既設航路は以下のルートを採用する。 
- シンガポール港-香港（2,705km） 
- ホーチミン港-香港（1,718km） 
 

 SL1 = 香港とハノイ間の TEU あたり陸上輸送費 
JETRO の輸送分析 (20‘コンテナのドア・ツー･ドアサービス)
により推計 USD2,000/TEU。 
 

 SL2 = ラクフェン港とハノイ間の TEU あたり陸上輸送費 
ハノイの輸送業者より推計 USD200/TEU 

上述の算定式及び Box/TEU 比率 1.5 を勘案し、TEU 当たりの経済価格を USD 921.47 と推計

した。 

18.2.7 経済的内部収益率（EIRR） 

 1) EIRR の算定 

経済分析では EIRR を用いてプロジェクトの妥当性評価を行う。EIRR はプロジェクト実施期間に

おいて、プロジェクト便益と費用の現在価値が等しくなるような割引率である。以下の式を用い

て計算する。 

( )
0

11
1 =+

−∑
=

−

n

i
ir

CiBi  

ここに、 

n: プロジェクトライフ 

Bi: 初年度から i 年目の便益 

Ci: 初年度から i 年目の費用 

r: 割引率 

 2) EIRR 計算結果 

ラクフェン港開発事業（アクセス道路・橋梁含む）のベースケース EIRR は、23.9%と計算され、

ベトナムのプロジェクトの機会費用の評価基準の 12%を超えた。 

従って、国民経済的に妥当なプロジェクトと判断できる。 
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 3) 感度分析 

与条件に変化が生じた場合のプロジェクトの妥当性評価のため、以下の感度分析を実施した。 

- プロジェクト費用：10%増と 20%増 

- プロジェクト便益：10%減と 20%減 

感度分析の結果、コスト 20%増及び便益 20%減を仮定した場合でも、EIRR は 12%以上となり、

国民経済的な便益は大きく、プロジェクト実施の経済的妥当性は十分あると判断できる（表  18.2.7

参照）。 

表  18.2.7 中期港湾開発プロジェクト（2020 年）の EIRR の感度分析                     

（5 コンテナターミナル、3 多目的ターミナル） 

便益 
 

ベースケース 10%減 20%減 
ベースケース 23.9% 21.9% 19.3% 
10%増 21.9% 20.1% 17.7% 

プロジェクト

費用 
20%増 19.7% 18.6% 16.3% 

 4) 短期開発プロジェクトの EIRR（2 コンテナターミナル） 

参考までに、短期開発プロジェクト（2 コンテナターミナル）に対しても、下記に示す前提に基

づき EIRR を算定した。 

表  18.2.8 短期開発プロジェクト（2 コンテナターミナル）コストの構成 

費用の構成項目 構成項目の定義 
建設費 初期投資額の経済価格とする（総延長 750ｍのコンテナバース 2 バース建設費とコ

ンテナ荷役機械の調達費）。 
また、荷役機械の残存価値をプロジェクトライフの最終年に計上する。 

メンテナンス費 メンテナンスコストは、港湾施設とアクセス橋梁･道路の機能や貨物量などで年間

額を推定する。施設と機械のメンテナンス費は、建設費や調達費の固定比率で推定

する。建設費用の 1%を施設のメンテナンスに、また機械購入費の 0.5%を荷役機械

のメンテナンス費用とする。 
維持浚渫費 8 章に述べられている漂砂シミュレーションに基づき、年間維持浚渫量は以下の通

りとする。 
1 年目     : 3.44 百万 m3 
2 年目以降 : 0.75 百万 m3 

運営費 施設のオペレーション費で、人件費、通信費、通勤費、材料費、燃料費から成る。

2 コンテナターミナルに必要な管理運営組織、スタッフ数は以下のとおりである。

管理運営組織 スタッフ数 
新ラクフェン港組織 200 
2 コンテナバース 200 

コンテナ荷役オペレーションは USD 11/TEU とする。 
荷役機械の再投資 荷役機械の改修費は、15 年毎に実施し、調達費の半分とする。 

便益のコンセプトである With ケースと Without ケースは、中期開発プロジェクトの経済分析で用

いた条件と同じとする。コンテナターミナル 2 バースの貨物取扱容量は、年間 89 万 TEU とする。
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経済分析を算定する期間（プロジェクトライフ）は、短期開発プロジェクトの完成後 30 年間（2015

年～2046 年）とする。 

短期開発プロジェクト（2 コンテナターミナル）の EIRR の結果も 14.3%と算定された（表  18.2.9

参照）。従って、短期開発プロジェクト及び中期開発プロジェクト双方ともに国民経済的に妥当

なプロジェクトと判断できる。 

表  18.2.9 短期開発プロジェクトの EIRR の感度分析                     

（2 コンテナターミナル） 

便益 
  

ベースケース 10%減 20%減 
ベースケース 14.3% 12.8% 11.1% 
10%増 12.8% 11.4% 9.9% 

プロジェクト

費用 
20%増 11.1% 10.3% 8.8% 

参考： 

(1) 道路・橋梁の建設コストを含まない港湾プロジェクト単独の EIRR は次のようになる。 

表  18.2.10 中期港湾開発（2020 年）の EIRR の感度分析                           
（港湾建設プロジェクト単独の場合） 

便益 
  

ベースケース 10%減 20%減 
ベースケース 29.8% 27.3% 24.7% 
10%増 27.3% 25.2% 22.7% 

プロジェクト

費用 
20%増 24.7% 23.3% 20.9% 

(2) 短期開発プロジェクトの EIRR 

航路浚渫、港湾防護施設、公共関連施設、アクセス橋梁・道路施設等の公共インフラは、目

標年次 2020 年の中期開発計画を対象にした施設である。即ち、これら公共インフラはコンテ

ナバース No.1&2 のためのみならず、コンテナ 5 バース及び多目的 3 バースのためのもので

もある。従って、短期開発プロジェクトの EIRR 算定に当っては、公共インフラコストの一

部のみがバース No.1&2 の負担費用と見なすのが合理的という見方もできる。そこで No.1&2

バースの公共インフラ分担を 40%（コンテナバース：2 バース/5 バース＝40%）と見なすと

短期開発プロジェクトの EIRR は次のようになる。 

表  18.2.11 短期開発プロジェクトの EIRR の感度分析                        
（公共インフラ建設費 40%負担の場合） 

便益 
  

ベースケース 10%減 20%減 
ベースケース 22.4% 20.3% 18.1% 
10%増 20.3% 18.5% 16.4% 

プロジェクト

費用 
20%増 18.1% 16.9% 15.0% 
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19. 標準的運用効果指標 

19.1 標準的運用効果指標 

世界の港湾で広く使用されている運用効果指標には、いくつかの一般的な指標がある。それ等の

指標は客観的に港の生産性、効率やコストの競争力を測るために用いられている。 

それ等の運用効果指標は港の進化発展に伴い定期的に見直され、他の港やターミナルとの比較を

通して自港の生産性や効率向上に役立てるために利用されている。重要な運用効果指標はコンセ

ッション契約に明記され、オペレーターはそれを遵守する必要があり、達成できない時には契約

違反になると規定されている場合もある。 

 1) 船舶在港時間 

この指標は船舶が港外に到着し、荷役終了後、出航するまでの港における滞在時間である。船舶

の港での滞在時間は港外でのバース待ち時間とバースでの滞在時間に分けることができる。港外

でのバース待ちや潮待ち時間などの無駄な時間は極力抑えなければならない。 

 2) バース待ち時間率 

この計測は、港外での待ち時間をバースでの滞在時間で割ったパーセントで表わされ、バースの

混み具合を示している。この数値が大きい場合はバース待ちにより船舶が港外に長時間留め置か

れたことを示している。一般的に目標となる指標は特にないが、効率のいい世界水準の港でのコ

ンテナ船のバース待ち間時間率は 5%と言われている。 

 3) バース占有率 

この指標はバースの使用率を示すものである。バースの使用効率を図るための指標ではあるが、 

この指標だけで港の効率性を判断してはならない。高バース利用率が低いクレーン生産性による

長時間にわたるバース滞在時間が原因であることもあり、必ずしも高いバース利用率が港の効率

性を表わすとは言えない。他の運用効果指標、例えば船舶の港の滞在時間や荷役時間等とともに

判断する必要がある。 

 4) 荷役時間とバース滞在時間 

荷役時間とバース滞在時間が同じかほぼ同じであれば、船は効率良く取扱われたことになる。こ

の数値が小さいことは、長時間のバース滞在時間に対して荷役時間の割合が少ないことを示して

おり、バースでの非生産的な滞在時間が長かったことを示している。非生産的な時間には食事時

間、悪天候、クレーンの故障等が含まれる。 

 5) 貨物留置時間 

輸入貨物では貨物が船から降ろされターミナルから搬出されるまで、輸出貨物では貨物がターミ

ナルに搬入され、その後船積みされるまでの貨物の港での滞留時間を計る指標である。この指標

はコンテナ･日で表され、滞在時間が短い方が効率の高いことを示している。この貨物情報はコン
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ピューターによる貨物情報から容易に取得できるが、手作業で個々のコンテナの動静を追跡する

のは大変な労力が必要である。目標となる世界共通の数値はないが、最も効率の良いコンテナ･

ターミナルでは 4.7 コンテナ･日の実績があるとされている。 

この指標はターミナルの取扱い能力を表す重要な指標であるが、ターミナルの生産性だけで決ま

るものではなく、税関や検疫システムやその国の商習慣等の影響を受ける。 

 6) ガントリークレーン生産性 

コンテナターミナルの生産性を表わすのによく使用される指標である。1 時間に取扱われるコン

テナの数もしくは TEU の数値が用いられている。グロス生産性とネット生産性に分けられること

もあり、ネット生産性では、荷役時間から食事時間や悪天候等による荷役中断時間は除かれる。 

時には“コールファッカン港で UASC の船が 1 時間に 220 個のコンテナを扱う記録を作った”と

言うように、複数のクレーンによる 1 時間当たりの取扱いコンテナ数で表されることもある。

(UNCTAD Review of Maritime Transport, 2009) 

 7) 港のコンテナ取扱費用／TEU、その他の運用効果指標 

港の貨物取扱いに係る TEU 当たりの費用で表わされる。この指標にも標準となる世界的な基準値

はない。国、ターミナル毎にコストの中身は異なり、ターミナルのコンセッション契約もそれぞ

れ異なるためである。 

注目されるのは、顧客の満足度をコンセション契約に含めることである。港湾管理者の港湾利用

者に対する関心の高さを示す姿勢の表れと捉えることができる。 

19.2 データ収集とそれに係る労力 

港湾管理者からの過度の運用効果指標の適用や収集、報告要求に対応するため、多大な労力や費

用をかけることは避けるよう十分に配慮すべきである。過度の細部にわたる指標の収集に要する

費用や労力はかなり大きいと言える。 

ターミナルオペレーター従業員の日常業務の一環として、コンピューターに入力された船舶の動

静、貨物情報があればきわめて容易にこれらの指標を手に入れることができるが、手作業でこれ

らの指標を編集することは簡単ではない。特に、現在のハイフォン港は、トランスビナ、ホアン

デュー、ドアンザ、チュアベ、ディンブー等それぞれのターミナルごとに独立して各ターミナル

オペレーターにより運営されているため、ハイフォン港全体を表す統一した効果運用指標の作成

には時間がかかっている。 

19.3 基本的な効果運用指標 

一般的に港の生産性、効率性を表す標準的な効果運用指標として次の 4 つの指標が用いられてい

る。 

- バース占有率 

- ガントリークレーン生産性 
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- コンテナ留置時間 

- ターミナルのコンテナ取扱量 

上記の指標は、ターミナル設計時に必要なバース数、ガントリークレーン台数、ヤード広さを決

定するための基礎的な情報として用いられるものである。前述の通り、これらの指標は港毎に異

なり、どこにでも当てはまる普遍的な数値はない。 

例えば、バース使用率は港外からの航走距離、航路規制、バース数、ガントリークレーン生産性、 

船会社のスケジュールの過密度等により大きく影響される。ガントリークレーン生産性はクレー

ンオペレーターの技量の他、取扱うコンテナの種類、本船積付け等によって変動し、コンテナ留

置時間は商習慣、コンテナの種類、輸出･輸入･内貨、税関･検疫手続き等により異なる。 

19.4 ラクフェン港 No.1 及び No.2 バース運用効果指標 

ベトナム政府によるラクフェン港開発への投資効果を計ることを目的に、調査団は下記の表に掲

げる 4 つの指標を最低限の計測指標として提案する。目標となる数値は、No.1 及び No2 バースの

開業後 2 年目にあたる 2017 年 1 月までに達成されることが望まれる。 

これら 4 つの指標は、ターミナルオペレーターによる日常業務の一環として使用され、港湾管理

者へ報告される数種類の運用効果指標の一部である。 

バース占有率は、ラクフェン港開発計画の事業計画に沿って、2016 年に予測される 50 万 TEU を

取扱うためには、バース占有率は 30%以上を確保する必要があることに基づいている。 

4 項目に追加したこのプロジェクト特有の指標は、No.1 及び No.2 バースの開業後 2 年間にラクフ

ェン港へ寄港した船舶（5 万 DWT 以上）の最大 DWT 数である。大型の北米直行船の寄港を予想

して航路水深を深くするために費やした多額投資効果を検証するための計測項目である。 

表  19.4.1 効果測定指標 

 運用効果指標 目標値 
1 バース占有率 30% 
2 コンテナ留置時間 6 日 
3 コンテナ取扱量 2016 年：500,000TEU 

2020 年：750,000TEU 
4 No.1 及び No.2 バースに接岸する最大船型 50,000DWT 以上 

ラクフェン港の大水深コンテナバース整備へのベトナム政府による投資効果を検証するために、

2017 年に JICA による実績評価検討が行われることになっている。港湾管理者は、本開発が予想

された効果を上げているかを確認するため、必要データの収集及び調整を行う必要がある。 
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20. 管理運営組織 

20.1 港湾を取り巻く事業環境 

20.1.1 港湾事業環境 

2008 年 9 月のリーマンショック以降、世界の貿易は縮小に転じた。このリーマンショックを契機

に貿易量が急激に落ち込み始めた。単に北米への輸出のみにとどまらず世界中のあらゆる貿易量

が落ち込んでしまった。リーマンショックはアメリカの経済を失墜させただけでなく、アメリカ

の財政金融制度を破壊して第二次大戦以後最初のグローバルな経済危機を引き起こしたのである。 

それにもかかわらず 長期的にみれば世界のコンテナ荷動きの拡大傾向は今後も続くだろうとい

う予測を変える必要性は感じられない。例えば、BRICs によって牽引されている目覚しい成長経

済や、それらに続くベトナムやインドネシア等による新たな経済発展に支えられて世界貿易量は

着実に拡大していく傾向が続くだろう。 

港湾を取り巻く経済環境は大きく変化している。また港の利用者から安価でよりよいサービスの

提供を求める声はますます大きくなり多様化してきている。港湾経営の経済的な安定と健全性を

担保するために、現在の顧客を保持すると同時に、新たな顧客の獲得を狙って、恒常的に港湾の

効率性を向上させていくことが求められている。 

顧客の多様化した要求を満足させ続ける港が繁栄する一方で、急激に変化する事業環境に対応で

きず自らを変革できない港は港湾事業で生き残れる力を失っていくだけである。 

だからこそ港湾管理者は、変化し続ける顧客の要望を満足させるべく絶えずその能力を高める努

力をし続けなければならない。港湾を取り巻く環境は、厳しい競争にさらされているのである。 

20.1.2 巨大コンテナ船の出現 

港湾運営に影響を与える現状を整理すると、 

(1) 中国、インドの経済発展による急速な巨大市場の成長 

(2) 主要航路における大型コンテナ船の就航とそれらによる寄港地の最少化とフィーダー船のネ

ットワークの変化。2009 年 10 月現在約 4,700 隻のコンテナ船が就航しており、約 1,100 隻が

発注済、そのうち 136 隻が 12,000TEU 以上、72 隻が 8,000～9,000TEU 船で 2012 年までに就

航予定と業界紙は伝えている。 

(3) IT を利用したサプライ･チェーン･マネジメントの導入による経済のグローバル化 

こうした劇的な変化が船会社の経営に大きな影響を与え、アライアンス･パートナーの組み換えや 

予測もできなかった船会社の買収や統合をもたらしてきたのである。 

主要航路へのパナマックス型をはるかに越える巨大コンテナ船の投入に伴って、船会社は主要基

幹航路の配船計画の見直しを進めている。そうした経営戦略の変更は必然的にベトナムの港湾へ
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も大きな変化をもたらすことになる。巨大船の就航による寄港地の減少はフィーダー船の配船網

の変化を伴うからである。 

巨大船の就航に伴って考えられ得るもう一つの問題は、主要航路から外された大型コンテナ船の

地域内航路への再投入である。東西主要航路から転配された大型コンテナ船が地域内航路に再投

入されれば、近海地域航路やフィーダー船のネットワークに変化が及ぶことになる。 

20.1.3 ベトナム経済成長を助長する港湾開発 

こうした観点から、ベトナム国の港湾開発担当部門では世界の海運業界の動向を注意深く見守っ

ていく必要がある。そうした努力を惜しみ、港湾が喫水の深い大型船を収容できるよう整備され

ていなければ、小さな港湾はやがて取り残され、2 次的なフィーダー港に格下げされてしまい、

結果的にはベトナム経済に対しては否定的な効果しかもたらさないだろう。 

昨年 TNWA（The New World Alliance）のメンバーである APL、MOL が相次いでホーチーミン・

ブンタウと北米西岸を結ぶ航路で大型コンテナ船による直行サービスを開設した。このことはベ

トナムにとって画期的な出来事であるとみられている。北米との直行サービスの開始は、南部ベ

トナムに大型で喫水の深いコンテナ船を扱うことができる港湾があることを市場に印象付けた。 

こうした積極的な港湾開発政策とベトナムの海上貨物量の増大に伴い、海運業界は主要航路であ

るアジアと北米、ヨーロッパ間の東西航路でのベトナムサービスを強化することを真剣に検討し

始めている。 

20.1.4 大水深港湾の開発計画 

ベトナム北部港湾の港湾能力増強開発計画は、まさにベトナム国の経済発展政策に寄与する時宜

に沿ったものであると言える。ベトナム製品の輸出振興を基盤とするベトナム経済発展にとって 

基幹航路である北米、ヨーロッパそしてアジア域内航路でのベトナム港湾への母船の直接寄港は 

まさに不可欠な条件だと言える。 

新しい大水深コンテナ港の建設、また既存港湾の改築には多大な資金の投入が必要とされる。港

湾の基礎的なインフラ、泊地・航路、岸壁の建設のみならず、ガントリークレーンや近代的な荷

役機器の整備等の上部機能インフラ、更には最新のコンピューターシステム導入には巨額な資金

投入が必要とされるからである。 

昨年 12 月ハノイで開催されたビジネスフォーラムで、外国からの参加者達がこの国におけるイン

フラ整備の遅れを取り上げた。特に電力、大水深港湾の開発を含むインフラ整備、金融・経営へ

の民間企業の参入が緊急の課題であると主張している。 

20.2 PPP 

20.2.1 PPP の意義 

このレポートで参照される官（パブリック）とは港湾の運営管理に責任を持つ主体で一般的にポ

ートオーソリティー、港湾管理者と呼ばれている行政組織である。 
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従って、このレポートで参照されるポートオーソリティーとは、VINAMARINE の一部局である

ポートオーソリティー、例えば、ハイフォン･ポートオーソリティーのような特定の組織を指すも

のではない。VINAMARINE 傘下のポートオーソリティーは、2005 年 10 月 28 日付運輸省デシジ

ョン No.57/QD-BGTVT によりポート･アドミニストレーションと改称されている。VINAMARINE

のポート･アドミニストレーションの役割と機能についてはこのレポートの後段で取り上げたい。 

1980 年代に港湾の開発、特に新規大型コンテナ港の建設や管理運営への民間企業の参画は 開発

途上国のみならず先進国を含めて大きな潮流となってきた。 

このような民間セクターの港湾分野への進出は、官側の建設資金不足が主な原因である。繰り返

すが、港湾の建設、泊地・航路、バース、コンテヤード、修理工場、道路、鉄道、荷役機器の設

置等には巨額な資金が必要とされる。 

港湾整備への様々な形での民間からの投資を利用することによって、政府は他の政策課題へ資金

を流用することが可能となる。 

港湾への PPP によるもう一つのメリットは、港の顧客の要望に沿った港の生産性と効率の向上へ

の寄与である。官側は著名なコンテナ･ターミナルオペレータ等の優秀な民間セクターからターミ

ナルの管理運営のノウハウを学び、ターミナルオペレーションの技術と質の向上に役立てること

ができる。 

PPP の意義をまとめてみると以下のようになる。 

- 政府投資への財政支出負担を軽減する 

- 公正な競争を通して効率性、生産性を向上させる 

- 港の顧客に対して安価で質の高いサービスを提供する 

- 最新のオペレーション技術と経営のノウハウを取得する 

20.2.2 PPP の形態 

民間セクターの参画は、官側である港湾管理者が民間セクターの参画なくしては容易に達成でき

ない港の生産性向上のために、民間セクターの力を利用しようとするものである。広く業界で引

用される民営化の定義は、UNCTAD の“港湾施設の民営化におけるポートオーソリティーと政府

へのガイドライン”によれば、“民営化とは官から民への所有権の移転、もしくは民間資金の投

入による港湾施設の開発や種々の機器の整備”とされている。 

UNCTAD による狭義の民営化の定義、すなわち官から民への所有権の委譲や施設の整備、種々の

機器購入への民間資金の導入が民営化の構成要件であると共に、広義の意味では必ずしも所有権

の移転や民間資金の利用を伴わない外部委託や管理委託も民営化の形態の中に含まれると考えら

れる。 

前節で述べたように、港湾インフラの整備は伝統的に官の責任であった。しかしながら、官側が

十分な資金を手当てすることが難しくなり、インフラ整備への要求とそれに対する政府の資金供

給能力との間に大きなギャップが生じることになった。官側の不十分なインフラ整備能力の欠如
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に対処するため、多くの発展途上国でインフラ整備に政府の開発資金にとって代わる資金を他に

求めざるを得ないようになってきた。 

その結果、今では十分な支援策と規制の下で実施されている民間側の参画によって、開発原資の

確保と高率性の向上を図ることができるようになってきた。 

港湾改革の様式

港湾運営改善

自由化／規制緩和

コマーシャリゼーション

 コーポラティゼーション

合弁事業

民営化

民営化方式

外部委託

管理運営委託

コンセッション

BOT

完全民営化
 

図  20.2.1 港湾民営化の形態 

20.2.3 2 つの民営化方式 

民間の参画の度合いによって二つの民営化の方式が考えられる。 

 1) 完全民営化 

官の所有する土地や機器、時には開発用の更地を民間会社が買い取り、土地や水面、機器の所有

者となる場合である。この方式では、官側は戦略的な港湾開発計画の作成、運営に関する規則や

法令、国際的な安全や治安に関するコミットメント、紛争調停、反独占法の適用等の極めて限ら

れた領域への係わり合いを持つだけである。 
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こうした厳密な意味での完全民営化の例は数少なく、わずかにイギリスのフェリクストゥやニュ

ージーランドのタウランガに見られるくらいで例外的な事例と言っていい。この方式は、土地は

全て人民のものであり国によって管理されるとして個人の所有を法律的に禁止しているベトナム

では実現不可能な方式である。 

 2) 部分的民営化 

一部の資産と経営権が官側から民間セクターに委譲されるケースである。コンセッション契約に

基づいて一定の施設の建設、運営が民間に移転される場合で、パイロットやタグボート部門が民

営化されるケース等にあてはまる。 

この形態による民営化が PPP と呼ばれており、通常はランドロード型（家主型）港湾と呼ばれる

港湾運営体制と組み合わされることが多い。この民営化方式、すなわち官と民間セクターがコン

テナターミナルの建設、荷役機器の設置、それらの保守管理、ターミナルの管理運営に責任とリ

スクを分担し合うと言う方式が港湾における民営化の一般的な姿である。 

どのような民営化方式をとるかは民営化の目的によって決められる。単に効率性の向上を目指す

のならば管理運営委託契約で十分であり、官側の財政負担の軽減を目指すのならば、官側にとっ

てコンセッション契約が有効な民営化手段であると言える。 

20.2.4 民営化戦略 

先に述べたように、部分的民営化を推進するためにはいくつかの方策があり、それらは官民間の

利害のバランスを調整した実証済みの民営化方式であり、真剣にターミナルの生産性と効率性の

向上を求める官側セクターによって採用されてきたものである。 

しかし、実際の PPP スキームの選択においては、これといって型にはまったスキームがあるわけ

もないし、全ての PPP に当てはまる 1 つの決まった方式があるわけでもない。現実の PPP におい

ては、様々な方式が組み合わされ、それぞれの民営化の目的に沿って複数の方法が組み合わされ

取り入れられている。 

現実にいくつかの民営化方式を組み合わせた実例を、官側のポートオーソリティーと民間セクタ

ーが組んで設立したジョイントベンチャーがリースや BOT の手法を使って民営化を推し進めて

いる上海、青島、塩田、天津等の中国港湾に見ることができる。 

 1) 外部委託（Contracting Out） 

官側セクターが、ある一定の業務を自ら遂行する代わりに民間会社に外部委託する方法である。

パイロット、タグボート、綱とり/綱放し等の補助的な業務について、それらの業務が競争入札を

通して安価で提供される可能性があれば、外部委託で民間会社に業務を委託することができる。 

この方式の問題点は、当該民間会社の数が限られる際に、業者間の競争が阻害されることである。

これには貨物を取扱う荷役会社へのライセンス付与等も含まれる。 
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 2) 管理運営委託 

港湾業務の一部を運営委託費を払って民間会社に委託する方式である。民間会社は、運営委託費

を受け取る代わりに一定の業務について管理職員を派遣し、貨物取扱量や TEU に応じて委託費を

請求する。この方式では運営委託会社は大きな投資を要求されることもなく資産の所有権の移転

も行われることはない。 

 3) コマーシャリゼーション（Commercialization） 

政府機関の港湾管理者が民間会社の採用しているコマーシャルな運営管理スキームを取り入れて

その業務を遂行していく方式である。港湾管理機関がコマーシャルベースで運営され、予算、人

事採用、戦略的計画作成等、国による規制を受けながらも、より規制緩和された条件の下で自主

的な決定権を与えられて港湾の管理運営を実施するシステムである。 

コマーシャリゼーションの典型的な例がシンガポール港務局 PSA（The Port of Singapore Authority）

である。PSA は公営の会社でありながら、その管理運営に幅広い自由裁量権が与えられ、その自

主的な資金を使って今や世界中にコンテナターミナル･オペレーションビジネスを展開している。 

 4) コーポラティゼーション（Corporatization） 

官から民への所有権の移転を伴わず、政府によって所有されているもののコマーシャルの原則に

沿って経営されている会社である。通常の会社組織、経営形態を持ちながらも 100%政府所有の会

社である。法律的には民間会社でありながらも全株式は政府が所有している。 

中国における多くのポートオーソリティー例えば、上海における公共ターミナルのオペレータで

ある上海国際ポートグループ（前の上海ポートオーソリティー）、塩田国際コンテナターミナル

（YICT）に投資している深セン塩田ポートグループ、天津で外資のターミナルオペレータと組ん

で JV ターミナルを運営している天津ポートグループ（前の天津ポートオーソリティー）等はホ

ールディング会社として今後の港湾拡張に必要な資金調達のため、香港や上海の株式市場に上場

している。 

 5) コンセッション 

リース契約に似た契約形態であるが、コンセッション契約では借り手側により柔軟なターミナル

運営権が与えられている点で異なる。 

リース契約と大きく異なるのは、コンセッション契約では借り手側にターミナルの施設や荷役機

器の整備に必要な一定の資本投資が求められることである。通常コンセッション契約にはターミ

ナルの改善やサービス向上のための民側による投資コミットメントが加えられている。 

コンセション契約の主要目的は、ターミナル施設の所有権を損なうことなく民間側から資金を調

達することができることである。多くの場合、借り手は長期に亘る独占的なターミナル運営権を

取得できる。港湾管理者は土地や資産の所有権を保持し続けるが、直接貨物取扱い荷役業務に携

わることはない。 

港湾管理者は、コンセッション契約に基づいて施設の使用料として固定費、また貨物量に応じた
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変動費を受け取る。このような契約では港湾管理者の財政的なリスクが取り除かれるものではな

いが、使用料からなる収入とローン返済のギャップが特定できるし、同時に貨物取扱量の増加に

比例した収入の増加というインセンティブが与えられえる仕組みである。 

a) ランドロードオプション 

この運営形態には特に大きな問題点はなく、国際的にも広く用いられている方式である。 

この運営形態で求められる施設のオーナーとしての港湾管理者の責任としては次の点があげられ

る。 

(1) 土地と財産の所有権の保持すること 

(2) 選定されたコンテナ･ターミナルオペレータに占用的な長期にわたる運営権を与えること 

(3) ローンの支払いに対する責任 

(4) ターミナルオペレータから、ターミナル施設と資産への投資に見合ったリース料を徴収する

こと。リース料は、多くの場合施設の使用料に相当する固定費とコンテナの取扱量とそれか

らの利益に見合った変動費とから成っている。 

(5) ターミナルの実際的な荷役には係らない。 

ターミナルオペレータの責任は次の通りである。 

(1) 定められた通りの賃料を港湾管理者に支払う 

(2) コンセション契約にコンテナの取扱量に応じた変動費の支払いに関する規定があればそれを

支払う 

(3) 港湾管理者による点検結果に基づいて機器の補修を行う 

(4) 効率性を高めるため必要に応じて機器の増設や交換を行う 

(5) 競争力確保のため機器性能の強化やコンピューターソフトのバージョンアップを行う 

(6) 新たな貨物の誘致に積極的に貢献する 

世界の港湾業界では、コンセッション契約方式が最も多く利用されている。UNCTAD の 2004 年

海上運送レビューによれば、アジア南部にある港湾のうち 79%の新規港湾開発は BOT の手法を

利用した官民のジョイントベンチャーによって行われているという。 

 6) リース 

リース契約に従って施設や機器といったインフラが民間会社にリースされ、民間会社はそれらを

利用して顧客にサービスを提供するシステムである。通常、借り手は港の基礎インフラや機器の

整備に資金を投入することは求められない。その典型的な例がタイのレムチャバンコンテナター

ミナルである。ターミナル 2, 3, 4 ではガントリークレーンや他の荷役機器を含めて民間オペレー

タに貸し付けられている。 
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 7) BOT  

この方式は、港湾管理者側が新しい港湾インフラの整備に必要な資金を民間セクターから調達す

る際によく用いられる。最も典型的な例では、全く新しい港湾を整備する際に基礎インフラ、機

能インフラの整備を民間セクターの資金投資に依存する方式である。BOT スキームでは、契約の

ある時点で、民間資本によって整備された施設や機器が現地政府に譲渡されることになっている。

BOO スキームでは施設の所有権は民間の手に留められる。 

BOT は巨額に及ぶ、そして返済期間の長い投資を必要とする大規模なコンテナ港湾の建設に適し

ていると言われている。 

 8) 全株の売却 

この民営化の手法は、民間に全ての株を売却する方法である。1 つの選択肢として国の貿易や経

済発展のために重要な役割を果たす。例えば、港湾等の戦略的インフラへの政府による関与の余

地を残すために、一定の株を政府が所有することがある。 

しかしながら、この方式は現実にはあまり一般的なものではない。数少ない例としては港湾公社

株が市場に放出されたニュージーランドのタウランガの例やイギリスで見られる程度である。 

20.2.5 官民の利害バランス 

官側が民営化を企図する際、これまで見てきた民営化のオプションの中では、リースや BOT を含

んだコンセッション契約が最も一般的な手法である。 

最適な民営化のプログラムを選択するには、官側の財政負担能力は勿論であるが、官と民間セク

ター間の利害調整が最も重要な課題である。 

今後取扱貨物量の増大が確実に期待できる港湾に対しては、民間セクターは貨物の増大に応じた

貸付量が増額される変動費システムを避け、長期の契約期間に亘って何らの制限にとらわれない

利益を確保したいとする傾向にある。当然のことながら民間セクターは、当初貨物量が一定のレ

ベルまで上昇するまでは定額貸付量の支払いを償うだけの収入が期待できないわけで、赤字を覚

悟しなければならない。 

本質的に民間側は自由で柔軟な経営環境を望み、一方官側は規制と権限を求めることは当然の傾

向と言える。両者の利害は一致することはなく、むしろ対立的であるとも言える。 

契約交渉時に貸付料の構成として国際的にも広く取り入れられている、主としてローンの返済に

充てる固定料と貨物量の増加を反映した変動費の組み合わせ貸付料の導入を検討すべきである。 

このレベニューシェアスキームは、貨物量もしくは収入がある一定の量を超えた部分から生ずる

利益を官民間で分け合おうと言うもので、よく使われるスキームである。官側は変動部分の収入

を施設の改善保守や新しい施設への投資に当てることができる。 

20.2.6 官の役割 

港湾運営において民間セクターの参画が増えたからと言って官としての管理運営の責任が軽くな
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ったと言うことはない。むしろ短期的な利益を追求するあまり、効率的な港湾運営を通して国の

経済の発展に寄与するという長期的な視点を見失いがちの民間セクターの管理運営をチェックす

る適切な関与が求められている。 

無制限な PPP は、環境や人々の生活に対する配慮を無視しがちである。それどころか往々にして

民間会社による独占的な状況がコストの上昇を招くことになる。民間会社による独占化は民営化

に伴う大きな問題だと言える。 

結果として民間セクターは利益に直ちに結び付かないインフラ整備を無視したり、長期に亘る契

約の場合、十分な機器のメンテナンスを怠たりがちである。特にインフラを官側に引き渡すこと

を含んだ契約の場合はコンセッション契約終了時に問題となることがある。 

ランドロード型港湾では、多くの場合港湾管理者は泊地、航路、岸壁といった基礎インフラの整

備を担当することが普通である。 

もう 1 つの港湾管理者としての重要な運営上の任務は国の利益代表者としての義務である。 

国家経済の発展にとって港湾は重要な役割を果たしているので 港湾の管理運営上、国の物流ネ

ットワークの一環として港湾システムを維持していくことに重大な責任がある。 

特に急速な発展を遂げているベトナムには効率のよい経済的で効果的な物流システムが必須であ

り、その意味でも港湾は総合的なロジスティックネットワークの重要な要素である。 

また港湾の土地、施設は貴重な国民の財産であり、その意味からも政府の権益、公共資産として

の港湾施設等は明確に確認され保護されなければならない。 

20.2.7 港湾管理者と民間ターミナルオペレータの責任分担 

下記の事項は世界のコンテナターミナルに見られる一般的な責任分担であり、しばしばコンセッ

ション契約に組み込まれる普遍的な基準である。 

典型的なランドロード型のコンセッション契約における官側の責任として次の事項があげられる。 

(1) 長期、中期、短期の開発計画の作成 

(2) 土地所有権の確認 

(3) インフラ整備とメンテナンス 

(4) 治安、安全や環境保護に関する規制 

(5) 公共利益の保護と差別的取扱いの禁止 

(6) 貿易と物流の促進 

(7) 付加価値を高めるロジスティックスサービスへの支援 

コンセッション契約におけるターミナルオペレータの責任としては次の事項がある。 
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(1) 本船上、ヤードでの貨物の積み下ろし、保管、受渡し作業 

(2) 荷役機器のメンテナンス 

(3) 追加機器の購入とメンテナンス 

(4) 貨物取扱量の増加に対処するための追加荷役機器購入への投資 

(5) 本船とターミナルオペレーション･ソフトのバージョンアップ 

(6) 新規貨物誘致のためのマーケティング 

(7) ターミナルの治安維持 

20.3 民営化事例 

20.3.1 レムチャバン港（LCP） 

1973 年に永年に亘る研究と調査の結果、タイ政府は最終的に技術的観点とその将来性を見込んだ

上でレムチャバンを新しい大水深の多目的港の建設場所と決定した。 

1982 年にタイ政府は LCP の建設促進を決定。新しい港は輸出指向のタイ経済を牽引する軽工業製

品の生産を助長するインフラとして位置付けられた。 

同時に期待されたのは、タイ経済発展の結果生じたバンコク港、クロントイの混雑と首都バンコ

ック市内の激しい交通渋滞の解消であった。1983 年に日本の ODA で LCP プロジェクトが着手さ

れ、1987 年にはターミナルの建設も開始された。 

LCP が実際に稼動し始めたのは 1991 年で、多目的港湾すなわちコンテナ、バルク、国内貨物、フ

ィーダー、RO/RO、客船等のバースが建設された。LCP は世界でも有数の繁忙な港とされ、コン

テナは 2008 年に 460 万 TEU を扱った。 

フェーズ 1 開発計画では、B1－B5 の 5 つのコンテナバースが開発され、フェーズ 2 では C1-C3、 

D1-D3 の 6 バースが完成し 2011 年には 1,080 万 TEU の取扱能力を持つことになり、ポストパナ

マックスの 8,500TEU 船を扱うことができるようになる。 

 1) タイ･ポート･オーソリティー（PAT） 

PAT は、今後とも増加が見込まれる国際貿易に支えられたタイ経済の成長に合わせて、2018 年の

完成に向けてフェーズ 3 の開発計画に取り組んでいる。LCP はアジア‐北米、アジア‐ヨーロッ

パ航路でのハブ港となることを目指している。 

PAT は運輸通信省傘下の国営企業であり、バンコク、レムチャバンの泊地・航路浚渫、航路標識

の設置とバンコク港での荷役作業を実施している。 

タイ政府の重大政策の 1 つに政府系国営企業の民営化が掲げられており、港湾運営に民間企業の

参画を促す政策もその 1 つである。タイ中央政府の民営化推進の政策に従って、PAT は民間オペ

レータとコンセッション契約を締結してフェーズ 1 のコンテナターミナルの建設を進めてきた。 
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PAT が用いた民営化の基本的な手法はリースである。PAT のリース契約の特徴は 

- 契約延長条項を付けた 30 年契約 

- 貸付料は、年間固定費と一定のレベルを超えたターミナルオペレーション収入もしく      

は TEU 数に基づいた変動費 

- リース契約の終了時に借り手によって追加購入された機器もしくは整備された施設建物

は政府へ譲渡される 

である。表  20.3.1 は、LCT で民間のオペレータによって運営されているコンテナターミナル、多

目的バース、客船、RO/RO 船、内航船バースの概要である。 

通常のリース契約では、PAT は港湾の基礎インフラ、埋立、岸壁建設、ガントリークレーン設置、 

CFS・管理棟・M&R ショップ等の建物の整備を行い、民間側は荷役機械の手当てをすることにな

っている。 

タイ政府は、港湾運営への民間企業の参画を推し進めることによって民間からの資金の導入とオ

ペレーション効率の向上を達成しようとしており、両方とも港のインフラ近代化には必要不可欠

の要件としている。 

ただ、民営化は無条件ではない。タイ政府の民営化の方針に則って港湾運営に参入しようとする

企業は政府からライセンスを取得しなければならず、その企業の経営については監督官庁の監査

を受けなければならない。外資との JV の場合には、少なくともタイ資本が 50%以上の株を所有

することが求められている。 

表  20.3.1 LCP の民営化ターミナル 

ターミナル 延長 
(m) 

水深 
(m) 民間オペレータ名 

A-0 250 10 LMCT Co., Ltd. 
A-1 365 14 Laem Chabang Cruise Centre Co., Ltd. 
A-2 400 14 Thai Laem Chabang Terminal Co., Ltd. 
A-3 350 14 Hutchison Laem Chabang Terminal Co., Ltd. 
A-4 350 14 Aawtai Warehouse Co., Ltd. 
A-5 225 14 Namyoing Terminal Co., Ltd. 
B-1 300 14 Laem Chabang Container Terminal 1 Co., Ltd 
B-2 300 14 Evergreen Container Terminal (Thailand) Co., Ltd 
B-3 300 14 Eastern Sea Laem Chanbang Co., Ltd. 
B-4 300 14 TIPS  Co., Ltd. 
B-5 400 14 Laem Chabang International Terminal Co., Ltd. 
C-1 700 16 Hutchson Laem Chabang Terminal Co., Ltd. 
C-2 500 16 Hutchson Laem Chabang Terminal Co., Ltd. 
C-3 500 16 Laem Chabang International Co., Ltd. 
D-1 700 16 Hutchson Laem Chabang Terminal Co., Ltd. 
D-2 500 16 Hutchson Laem Chabang Terminal Co., Ltd. 
D-3 500 16 Hutchson Laem Chabang Terminal Co., Ltd. 

Note: B-5 berth was developed under BOT scheme. 
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20.3.2 天津港 

天津港は、首都北京のゲートウエイ港である。2008 年には 850 万 TEU のコンテナを取扱い、世

界トップ 20 港のうち 14 位にランクされた。天津港は、中国本土港湾の中で始めて 1980 年にコン

テナターミナルが設置された港である。天津港は現在でも北部中国のコンテナ船寄港地としてリ

ーダーの地位を保っており意欲的にコンテナ取扱能力の向上を図っている。 

中国共産党の決定に従って、中国は 1980 年代半ばから社会主義市場経済システムを取り入れ、そ

れによって経済を発展させるという政策を展開してきた。 

WTO への加入に備え、中国政府は運輸部門の外資への市場開放を決定し、港湾事業への競争性の

導入等の条件を整えてきた。 

天津港は着実に著名な世界的コンテナオペレータや船会社と手を組んで成長を遂げてきた。かつ

ての天津港ポートオーソリティー、現在の天津ポートグループ（天津ポートグループとして上海

証券取引所に上場）が中国側のステークホルダーである。 

CMA-CGM、MSC、Evergreen 等の大手コンテナオペレータも天津港への投資に意欲を見せている。 

北京中央政府は、天津を上海に次ぐ金融市場として開発していこうという長期プランを持ってい

る。業界紙によるとフランスのコンテナ船社 CMA CGM は 170 万 TEU を扱うコンテナターミナ

ルの建設に 50 年間のコンセッション契約を結んだと報じている。 

表  20.3.2 天津港における外資との JV コンテナターミナル 

 バース数 延長 JV パートナー 
Tianjin Container Terminal 
 4 1,300M 100%Owned by TPG 
Tianjin Orient Container Terminal 
 4 1,150M DP World 
Tianjin Wuzou International Container Terminal 
 4 1,200M TPG (40%) 

COSCO and other Chinese 
investment companies 

Tianjin Port Alliance International Container Terminal 
 4 1,100M TPG (40%) 

PSA (20%) 
APM Terminals (20%) 
OOCL (20%) 

Tianjin Port Pacific International Terminal 
 6 2,300M TPG (51%) 

PSA (49%) 
Tianjin Port Euroasia International Container Terminal 
 3 1,100M Tianjin Port Development (40%) 

COSCO Pacific (30%) 
APM Terminals (30%) 
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20.3.3 シンガポール港 

PSA シンガポール港務局は 1997 年の民営化前は通信情報技術省傘下の国営会社で、港湾の規制監

督官庁であり、また同時に実際のターミナルの運営も行っていたが、シンガポール政府による国

有企業の民営化方針の下で PSA の分割が実施された。 

MPA シンガポール海事港湾局（Maritime and Port Authority of Singapore）は通信情報技術省の下で 

それまで PSA が行っていた規制管理部門を PSA から引き継ぎ、一方 PSA は残ったターミナルオ

ペレーションの部分を引き続き担当することになった。 

現在の PSAは、ポートオーソリティーの名前を残しているが実態はターミナルオペレータであり、

かつての規制管理部門は全て分離され、MPA が港湾管理部門と海事関係の諸事業を管轄している。

港湾の管理者として、MPA はパイロット、タグボートやその他の港湾サービス事業の管理を担っ

ている。PSA やジュロンポート会社の施設やサービスに関するライセンスも MPA が責任を持っ

ている。 

1997 年に実施された PSA の民営化による分離によって二つの独立した組織に分離され PSA はタ

ーミナルオペレータに、MPA は政府機関の港湾部門の管理者となり、シンガポールは官が管理運

営するサービスポートから、官が航路、防波堤、岸壁、埋立等の港湾基礎インフラを整備し、民

側がターミナルの機能インフラであるガントリークレーンやその他荷役機械の設置等を行う西欧

型のランドロード型の港湾に変革を遂げた。これらの変革は最も典型的な PPP の例といえる。 

次のマトリックスは PSA と MPA の責任分担を表わしている。 

表  20.3.3 MPA と PSA の機能分担 

機能 MPA PSA 
Law and Regulations ○  
Ships’ Traffic Control ○  
Ships’ Entry/Departure ○  
Port Planning/Development ○ ○ 
Pilotage  ○ 
Towage  ○ 
Cargo Handling  ○ 
Construction & Maintenance of Fairway/Breakwater ○  
Construction & Maintenance of Wharf  ○  
Collection of Wharfage  ○ 
Land Reclamation ○  
Yard Pavement  ○ 
Construction of Admin Building, CFS, Gate, Power Station  ○ 
Installation of QGC and CHE  ○ 
Collection of Port Due ○  

1997 年に PSA が民営化、経営分離された時に、PSA は 30 年間の貸付料を一括してシンガポール

政府に納入した。従って可能性として、シンガポールの規制緩和がさらに進むという条件付では

あるが、PSA 以外のターミナル･オペレータが入札に参加しターミナルオペレータに指名される可
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能性がなくはない。 

1996 年に PSA は大連ポートオーソリティーと国際 JV を設立して大連コンテナターミナルを建設

し、3 バースの運営に当たることになったことを手始めに、次々と国際的なコンテナターミナル

開発に乗り出していった。 

国際的なコンテナターミナル開発の展開を担当するための PSAインターナショナルがホールディ

ング会社である PSA グループビジネスディベロップメントの下で運営されている。また PSA イ

ンターナショナルの下で、パイロット、タグボートのサービスを提供する PSA マリンが設立され

ている。ベトナムとの係わり合いでは PSA マリンとサイゴンポートの JV で SP-PSAM タグボート

が 2009 年 6 月に設立されている。 

20.3.4 ポートオーソリティーの機能の違い 

中国では、官側がコンテナターミナルの運営に直接的に参画している。例えば、天津ポートグル

ープ、青島ポートグループ、上海国際ポートグループ、深セン塩田ポートグループ等がそれであ

る。それらは元のポートオーソリティーであり、現在はホールディング会社として上海、香港、

深センの証券取引所に上場されている。 

歴史的にも中国ではポートオーソリティーが実際の荷役作業を行っており、典型的なサービスポ

ートとしてポートオーソリティーが港湾の開発、管理、そして荷役作業まで行ってきた。 

中国経済の発展に伴い、港湾貨物量が急増するに従い、多くの近代的コンテナ港湾が一挙に開発

されてきた。大型コンテナ船を取扱うことのできる大規模近代的港湾を整備するために、ポート

オーソリティーは外資の導入と最新のコンテナハンドリングの技術を取り入れようとしてきた。 

最初に中国の港湾事業に参入したのは、米国 CSX ワールドターミナルであった。天津のポートオ

ーソリティーと CSX ワールドの JV である CSX 天津コンテナターミナル（CSXOT）が設立され

たのは 1998 年 10 月で、資本金は 2,920 万ドルであった。天津ポートオーソリティーは現物機器

を提供することにより 51%の株を取得し、CSX は現金で 49%の株を取得した。CSXOT は施設、 

ヤード、建物等を借り受けている。 

中国のポートオーソリティーは、次々に世界の著名なコンテナターミナルオペレータやコンテナ

船社と JV を設立し、コンテナ港湾の規模を拡大し続けている。どの場合にも中国側が経営決定権

を確保するため株の過半数以上を取得している。持ち株会社を通じてコンテナターミナル会社に

投資することでポートオーソリティーは依然として貨物荷役に関係していると言える。 

他方、レムチャバン港を管理する PAT やシンガポールの MPA はコンテナ･ターミナルの実際の荷

役作業には関与していない。民間セクターのターミナルオペレータがリースやコンセッション契

約に従い、実際の貨物荷役サービスを港湾の顧客に提供しているのである。従って PAT や MPA

の機能はランドロード型港湾における規制管理者としての役割である。 
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20.4 ラクフェン港プロジェクトにおける PPP 

20.4.1 官側投資と民間セクターによる投資 

ラクフェン港のバース 1, 2 の開発の基本的方向として、ベトナム政府は VINALINES を民間セク

ターのプロジェクトオーナーに指名した。 

2008 年 12 月 22 日付け MOT デシジョン No.3793/QD BGTVT では、VINALINES がコンポーネン

ト B すなわち岸壁、ヤード内道路、駐車場、CFS、護岸、建物、水道、電気設備への投資をする

こと、そしてその他の主要港湾基礎インフラであるコンポーネント A、すなわち航路、回頭水域 

防波堤、防砂提、港湾道路等の整備に対する投資は別のプロジェクトオーナー（後に VINAMARINE

が指名された）が指名されるとした。 

2009 年 7 月 23 日付けベトナム政府と JICA との公式会議議事録“ラクフェン港インフラ整備に向

けた準備調査のための任務”の中で、ベトナム政府は埋立と地盤改良は官側の投資部分に含まれ

ることを明示している。また護岸は民間側の投資部分であるとした。 

バース 1, 2 の開発権を与えられた VINALINES は、当初バース 1, 2 は自己資金で整備し、バース

3, 4 の開発に外国資本の参画を求める予定であった。ベトナム政府と VINALINES は、その後方針

を変え、バース 1, 2 の開発と民間からの資本調達をシンクロさせることを決定した。 

この計画変更に伴い、VINALINES と MOT の協議を通じて 2008 年 10 月に VINALINES と複数の

民間会社との間で JV を結成することで民間側の投資部分を調達することが決まり、MOU が取り

交わされた。官が担う基礎インフラの整備に日本政府 ODA の供与が必須であることが前提条件で

ある。民間会社参入の 1 つの可能性として著名なコンテナ船社が加わるのであれば、彼らのター

ミナル運営のノウハウのみならずラクフェン港への寄港船社の増加と貨物の誘致に繋がると考え

られている。 

20.4.2 ジョイントベンチャー（JV） 

JV 方式による民営化は多くの場合、官側と民間セクター企業が JV 株を互いに持ち合う形態が一

般的である。ベトナム南部のサイゴン港ではいくつかの JV の実例があるが、日本船社が関係した

最近の例では MOL、韓国のハンジンシッピング、台湾のワンハイラインズとベトナムのサイゴン

ニューポートが JV を結成してコンテナターミナルの整備をするというケースがある。 

JV のパートナーと資本を出し合い、子会社として株式会社を結成するか、有限会社を結成するか

であるが、どちらにしても官側の財政負担がなくなるわけではない。 

JV を民営化手法として利用する場合は、バース 1, 2 でコンテナターミナルオペレーションを行う

ターミナルオペレーション会社が設立される。JV の経営決定権は VINALINES とそのパートナー

である民間会社が出資比率に応じて持つことになるが、JV は VINALINES やそのパートナーであ

る民間会社からは完全に独立した企業体である。 

それぞれの JV 構成会社からの出資比率に応じて役員が選任され、投票権も出資比率に応じて与え

られることになる。従ってターミナルオペレーティング会社の重要な決議事項も JV への出資比率
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に応じた影響力によって左右されることになる。 

JV は運営開始直後に予想される赤字に対しても責任を持ち、その後も JV のローンの返済や JV の

経営破綻にも責任を持たなければならない。こうしたリスクも資本金の出資割合に応じて分担さ

れることになる。 

20.4.3 VINALINES と JV パートナー 

ベトナムでは、政府の指示に基づき VINALINES は適当な JV パートナーと組んでバース 1, 2 の基

礎インフラ、機能インフラの整備を進めることになった。JV のオペレーションによる利益とリス

クは資本金投資額により決定され、利益配分の多いほうがより大きいリスクをとることは当たり

前のことである。 

VINALINES が JV の主導権を握ろうとすれば、JV の最大株主とならなければならない。そうする

ことによって VINALINES が SOE（State-Owned Enterprise）として、生産が高く効率のよい良質な

サービスを港湾の顧客に提供し、最終的にベトナム経済の発展に寄与することができるわけであ

る。 

JV のリーダーシップをとることによって、VINALINES はともすれば短期的な利益を追求しがち

な純然たる民間会社の JV パートナーの動きをチェックでき、適切に JV をリードしていくことが

できる。 

20.4.4 VINALINES のパートナー 

VINALINES のパートナーとしては 

- 荷役作業会社  

- 国際的なコンテナ船社  

- 国際コンテナターミナルオペレータ  

- 商社 

- 運輸会社 

等が挙げられる。 

 1) 荷役作業会社 

まず考えられるパートナーとしては、現地の荷役作業会社があるが、IT テクノロジーを使って貨

物の積み卸し、コンテナの受け渡しを効率よく行うことのできる近代的なコンテナターミナルの

運営に十分な経験があることが第 1 の条件である。 

また JV のパートナーとして最も重要なことは、ターミナル建設と必要な荷役機器の購入に必要な

投資を行える資金能力があることである。このような高い条件を満たすことのできる荷役作業会

社はごく限られている。 
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 2) 海運会社 

グローバルなコンテナ船運航会社は、港湾オペレーションの生産性や運用効率指標、コスト等の

豊富な情報を得ることのできる立場にある。従って、そうした船会社を顧客とする港湾事業会社

がこの業界で競争していくには、世界的に受け入れられるパフォーマンス基準を絶えずチェック

し維持していかなければならない。 

数多くの主要コンテナ船社は、世界中にプライベートターミナルを展開している。それは当初自

社船の運航スケジュール維持のためとコストを抑える目的で建設された。 

コンテナリゼーションが進むにつれて、コンテナターミナル事業が利益率の高いビジネスとして

認識し始められ、多くの船会社ではターミナル部門を単なるコスト管理センターではなく、利益

向上に寄与する収益部門であるとの認識が高まってきた。そうした船社では、コンテナターミナ

ルの運営に高い知識を有しコンピューターによるターミナルオペレーションシステムを開発して

きた。 

船社が保有する、優れた技術的なノウハウに加えてそうした船社と手を組むことは、彼らが新た

な船と貨物を港湾に持ってきてくれるという期待がある。特に新しい港湾にとっては巨額の初期

投資負担を軽減する意味でも有利な条件である。 

a) コンテナ船社のターミナル事業 

ターミナル事業をビジネスとして認識し始めた船社では、自ら運営しているターミナル資産

の運用を強化して積極的にターミナルオペレーション事業を展開しようとしている。 

彼らは港湾とそれに付随したインフラの管理運営が決定的に重要だと考えている。そうした

ことを意識し、競争相手よりもより効率的な港湾を運営できる船社が他の船社に対してサー

ビス競争力やコスト決定の点で優位に立つことができると考えている。同時にそれらの船社

はプライベートターミナルを保有するほどの貨物量を持たない中小コンテナ船社を自社ター

ミナルに呼び込んでサードパーティービジネスを拡大していこうとしている。 

船社がターミナルのビジネスに熱心なのは、アライアンス形成等による取扱貨物量の増加で

固定資産への投資を正当化できるからでもある。船社間の競争が激化し、運賃収入の利益率

が減少する中、ターミナル部門の利益率は高い水準にあり船社の収支に好影響をもたらして

いる。そのため船社ではターミナルへの投資に関心が強い。最近ではターミナルオペレーシ

ョン会社も船社の持っているベース貨物を当てにして船社と JV を組もうという動きも見ら

れる。 

ランドロード型港湾においてもポートオーソリティーはターミナルに貨物を持ってくる船社

と JV を組むことに関心を示している。ポートオーソリティーは船社による資本参加を期待

しているのである。 

そこで VINASLINES には、ラクフェン港にベースとなる貨物をもたらすだけでなく、近代的

なコンテナ港湾の設立に貢献できる船社や、その他新たなコンテナ貨物を港に持ってくるこ

とができるパートナーと手を組むことを提案したい。 
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 3) 国際的コンテナターミナルオペレータ 

国際的に著名なターミナルオペレータは充分な知識、専門的な技術、財力と同時に船社に対抗し

てネゴできる力を持っている。近年、コンテナオペレーションはますます複雑になり、基本的な

ツールとしてターミナルオペレータが保有するコンピューターソフトを活用した精緻な作業工程

でなければこなしきれなくなっている 

国際コンテナオペレータは、そうした極めて高い運営管理と技術的な知識を持っており、何より

も効率性の高いターミナル建設に必要な開発初期の投資資金やその後の発展に必要な整備、維持

に要する追加資金を供給できる財務的能力をも持っている。世界的に有名なグローバルターミナ

ルオペレータのトップ 5 にランクされている PSA、ハチソンポートホールディング（HPH）、APM 

ターミナルズ、DP ワールド、コスコで世界のコンテナ取扱量の大半を取扱っている（2009 年海

上トランスポート･レビュー）。 

 4) 商社 

コンテナターミナルの高い収益率に目を付けた日本の主要商社は特に開発途上国等でのビジネス

チャンスを求めてターミナルビジネスに強い関心を持っている。 

彼らは、新しい貨物のみならず新たなコンテナ船社の誘致に貢献できるとしている。彼らの財力、

グローバルなビジネスネットワーク、物流に関する経験と知識、広い活動範囲、ベトナムやタイ 

その他の国での JV ターミナルオペレーション会社での成功等を考慮すれば JVパートナーとして

彼らを選ぶことも考慮に値する。 

20.4.5 外国資本の投資 

港湾事業におけるベトナムでの外国資本との JV については、投資法の中にもはっきりとした規定

はない。外国企業からの港湾事業に対する投資申請は、当該港での関係機関の審査と中央監督官

庁の判断に委ねられており、ケ-ス･バイ･ケースで取扱われている。港湾業界への外資の参画に関

しては 2006 年 10 月の WTO コミットメントに外資の許容限度が示されている。それによると 

- コンテナ･ハンドリング･サービス 50%以下 

- コンテナステーション･デポサービス 50%以下 

となっている。これらの制限は 7 年後には失効し、その後は 100%外資が認められることになって

いる。 

20.4.6 民間業者間の競争 

港湾の民営化の大きな問題の 1 つは、民間企業による独占化の問題である。多くのポートオーソ

リティーは民間業者間の競争が彼らの港湾政策の基礎であると考えている。彼らは、港での競争

こそが変革発展の土台であり港湾管理政策の基礎であり、そして競争によってより生産性の高い

安価な港湾サービスを提供することができ、結果的には国家経済の繁栄に貢献できると考えてい

る。 
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長期的な展望であるが港湾タリフの決定にも競争原理が導入され競争によってタリフが決まるよ

うになることが望ましい。 

ポートオーソリティーとターミナルオペレータの間のネゴで決められたコンセッション契約の条

項の中には、意識的にターミナルオペレータの権利を保護する規定があるものもある。1 例とし

ては、ターミナルオペレータの競争相手には一定の期間同じ条件を提供しないことを保証する条

項を契約に入れること等である。 

反対にインドのムンバイ、ジャワハルラル･ネルー、コチンではポートオーソリティーは 1 つの港

で同一会社が 2 つのターミナルを運営することを禁じている。 

ターミナル運営会社の独占による弊害の例をインドネシアに見ることができる。HPH とその JV

パートナーはタンジュンプリオク港で実質的に 75%の貨物を取扱っており、インドネシアの独占

禁止委員会である競争監視委員会は 2004 年 1 月、インドネシア商工会議所による高額貨物取扱料

に関する不平申請の申し立てを受けて 6 ヶ月の調査に乗り出している。 

これまで見てきたように、ポートオーソリティーは港湾での競争を奨励している。しかしながら、

貨物量の少ない中小港湾では 1 つのオペレータだけしか存在しないことが多い。そのような港湾

ではポートオーソリティーが港湾料金を監査し規制できる権限を行使することが望ましい。この

ことはその国における競争制度導入の状況と、ポートオーソリティーの契約交渉力にかかってい

る。 

20.4.7 民間にとっての港湾の魅力 

次の項目は、発展途上国の港湾事業に外国資本を呼び込む必要条件である（UNCTAD 2008 年海上

トランスポート･レビューに引用されている“2007 年 12 月の開発途上国の機会と挑戦 港湾ロジ

スティックに関する会議）。 

- クリーンで透明性の高い入札手続 

- 陸上側の複合輸送接続手段と港湾インフラの質と能力 

- 利益に対する政府による規制 

- 安全と治安に関する要求事項 

- 労働者のトレーニングと削減案 

- ポートオーソリティーの役割の明確化 (例ランドロード型) 

- 簡便な通関手続き 

- 腐敗がないこと 

20.5 港湾管理者とターミナルオペレータの責任 

20.5.1 ハイフォン港における港湾管理者 

ハイフォン港には VINAMARINE 傘下の海事管理局（かつてポートオーソリティーと呼称されて

いた）があるが、このレポートの後段で述べるように港湾の管理への関わり合いは極めて限られ
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ていると言える。実際のところハイフォン海事管理局は主として海事事項管理、海上保安管理、

海上治安活動に限定されている。他国のポートオーソリティーと比べてもかなり狭い活動に限ら

れている。 

貨物荷役作業への規制管理、ターミナル業者の監督規制、輸出入業者等、港の利用者を保護する

ための適正なレベルのタリフ維持等、港湾の重要な機能である貨物取扱いに関する規制管理には

ほとんど触れられていない。 

港湾管理者の最も重要な役割は、公共利益の保護である。港湾は国の経済発展に重要な役割を果

たしているので、港湾管理者はトータルな物流システムの一部としての港湾システムの維持管理

に意を用いなければならない。港湾はトータルな物流ネットワークの一環であり、目覚ましく拡

大し続ける世界経済にとって港湾の効率的、経済的でシームレスな物流の管理は必要不可欠な条

件である。 

20.5.2 ラクフェン港の PPP 方式 

港湾における PPP 方式で最も広く用いられているものは、ランドロード型に分類される港湾運営

方式とその派生形態である。官を代表する港湾管理者は土地と基礎インフラに所有権を保持する

一方、管理規制の任に当たり、民側は民間企業がリースやコンセッション契約に基づいてオペレ

ーションを担当するという方式である。 

歴史的に見て、港湾管理者は規制管理者としての役割とオペレータとしての役割を同時に演じて

きた。しかし、官の従業員と官が定めたオペレーションでは増加し続ける貨物や複雑化する貨物

取扱いに適切に対応することができなくなってきた。このような理由によってコンテナオペレー

ションが分離され民間オペレータに移管されることになった。 

ベトナムで一般的に用いられている民営化の方式は、官と民間セクターのオペレータによる JV で

ある。JV の官側は主に VINALINES とその小会社であるサイゴンポートとその他の公共機関であ

るサイゴンニューポート（国防省傘下の港湾会社）、サイゴン投資建設商業会社、タン･スワン･

工業促進会社（IPC, ホーチーミン人民委員会傘下の工業団地会社）等である。それらが民間企業

と JV のパートナーを組んでいる。 

表  20.5.1 ベトナムの JV コンテナターミナル 

コンテナターミナル名 国営企業 民間企業 
VICT (First Logistics Company)  Mitsui & Co. NOL, Vietnam 

Partners  
SP-SSA Intern’l Container Terminal Saigon Port SSA Marine 
Cai Mep Intern’l Terminal Saigon Port, Vinalines APM Terminals 
SP-PSA International Port Saigon Port, Vinalines PSA Vietnam 
Saigon Premier Container Terminal IPC DP World 
Cai Lan Intern’l Container Terminal Cai Lan Port Joint Stock Co. SSA 
Maersk & Saigon Port Saigon Port APM Terminal 
Tan Cang Cai Mep Intern’l Terminal Saigon New Port Hanjin, MOL, Wan Hai 
Saigon Intern’l Terminals Vietnam Ltd Saigon Investment Construction 

& Commerce Co. Ltd 
HPH 
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ビック 4 と呼ばれる国際コンテナターミナルオペレータである、PSA、HPH、APM ターミナルズ 

DP ワールド、は全て民間側の JV パートナーとして名を連ねている。このことは取りも直さずベ

トナム港湾には潜在的なビジネスチャンスがあると捉えられていることを示している。 

民間セクターとの JV は、官側の財政負担を軽減し政府予算をその他の重要政策課題に振り分け、

またターミナルの管理運営について JV パートナーのノウハウを最大限吸収することができるこ

とである。民間 JV パートナーが新たな貨物を港に誘致すれば大きな直接的な貢献と言える。 

20.6 港湾の利害関係者 

港湾にはいくつかの利害関係者が存在している。その 1 つは、港湾開発に関係する中央官庁であ

る運輸省、企画投資省、国防省、農業開拓省、建設省、財務省等とそれらの地方出先機関や各都

市の人民委員会等である。 

その他の利害関係者としては、様々な港湾運営関連業務、例えば貨物の積卸しや受渡し、タグボ

ートやパイロットサービス、給水給油、船員の世話に携わる関係者がいる。これらのサービスは

国有企業や私企業によって行われている。 

港の利用者、船会社、フォワーダー、トラック運送会社、輸出入業者等は港湾管理者並びに種々

の港湾サービス業者からサービス提供を受ける重要な利害関係者である。 

サプライチェーンマネジメント経営の拡大に沿った港湾の変革進化につれて、港湾は単なる海陸

間の異なった輸送手段の結節点だけではなくなってきた。港湾は今やトータルな物流の重要なセ

グメントの一部であり、そこでは様々な付加価値を生む、保管・仕分け・ラベル貼付・配送、時

には軽製造工程等を実施できる施設やサービス提供が可能になってきた。港湾管理者は港の利用

者のそうした変化し続ける多様な要望について正しく対応できなければならない。 

20.7 港湾開発計画と船会社のニーズ 

その他の主要な利害関係者に、港湾施設と様々なサービスを利用して輸出入物流に携わる業者で

ある船会社と輸出入業者がある。彼らこそが本船の寄港地ならびに船会社のサービスネットワー

ク構築の判断に重大な影響を与え得る利害関係者である。 

2008年に始まった米国を震源とする世界金融危機が原因でそのスピードは多少落ち込んだものの、 

世界のコンテナ貨物量は着実に増加することが見込まれており、そうした増加に対応できて更な

る貨物物流を促進するには港湾インフラ整備は必要不可欠である。 

港湾関係者の間でしばしば交わされる議論に、大型船就航が港湾の開発着手に先行しなければな

らないか、将来の貨物増加に備えた大型船就航を期待してインフラ開発を先行させるか、と言う

ものがある。このような議論は、港湾管理者が大型で喫水の深いコンテナ船用のバースを整備し

ようと企図したときに取り上げられることが多い。 

大水深バース建設先行論者はそうした受入れ港湾がないため大型コンテナ船の寄港が決まらない

と主張し、そうした受け入れ可能な港湾施設を持っている近隣の港湾に遅れをとることになるの

で、大型船寄港に備え十分な施設が整備されていなければ港の競争力が失われ、港がフィーダー
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港に格下げられると心配している。 

一方、その対立者は新しい大水深バースの建設や施設拡張のための巨大投資を正当化できるだけ

の十分な貨物量を保証することが先であると主張している。大水深バースは船会社にとっては寄

港地選択の重要な要素である。 

ベトナムの場合は、どちらかと言うと前者の議論に比重が置かれているように思われる。すなわ

ち、ベトナムの港湾施設は、その経済発展の速度や程度に比べて質量ともに充分に整備されてい

る状態ではなく、港湾利用者のニーズに応えているとは言えないからである。ほとんどの南アジ

ア、東南アジアの港は歴史的に河川に沿って大都市の近くに建設されており、そのため喫水制限

があるのが普通である。ベトナムの場合にも北部のハイフォン港、南部のサイゴン港には喫水制

限があり、これらの港への大型母船の配船は不可能であった。フィーダー船の配船はベトナムの

貿易業者に余分なコスト負担を強い、結果的に製品コスト上昇の原因となり、ベトナム製品の競

争力に否定的な影響を及ぼす要因となっている。 

20.8 多目的港としてのラクフェン港 

港湾管理組織を検討する際、ラクフェン港がコンテナ、雑貨、バルク、化学製品、石油製品類等

を扱う多目的港として整備されることを念頭に置かなければならない。管理組織は、そうした多

目的港を一元的に管理できる機能を持ち、多岐に亘る問題を総合的に取扱う能力を持つことが要

求される。管理組織がカバーする範囲は港の拡張に従って段階的に拡大されることになるだろう。 

20.9 ハイフォン海事管理局とハイフォンポートホールディング 

このレポートの中心課題であるラクフェン港バース 1, 2 に関する限り、VINAMARINE の海事管

理局と VINALINES の小会社であるハイフォンポートホールディングは最初の 2 バースの管理運

営に直接関わりあう重要な政府機関である。 

VINALINES は 1996 年 1 月に発足した首相府直轄の国有企業である。VINALINES はグループの中

心企業として 14の独立した予算権限を持つ組織と 61の子会社ジョイントストック会社や JV会社

を傘下に持ち、総従業員は 28,619 名に及ぶ大企業である。 

20.9.1 ハイフォンポートホールディング 

ハイフォンにある VINALINES の子会社であり、下記の営業活動を行っている。 

- 基礎インフラと機能インフラの整備とメンテナンス 

- 貨物の積卸し、保管、受渡し、検数と倉庫業 

- 貨物運送事業、フォワーダー 

- 貨物取扱いタリフの設定 

- タグボートサービス 

- 岸壁使用料の徴収 

- 港内貨物移動の運送業務 
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- 船会社代理店 

- ターミナルの治安体制 

図  20.9.2 にハイフォンポートホールディングの組織図を示す。 

20.9.2 ハイフォン海事管理局 

1992 年 6 月 29 日付け“ベトナム政府政令 No.239/HDBT”により MOT の行政執行機関として設

立された。VINAMARINE は傘下に次の下部組織を持っている。 

- ベトナム海事管理局 

- ベトナム海上保安局 

- ベトナム海上安全監視局 

- ベトナム遭難救助調整センター 

- ベトナム船舶電気通信局 

- ベトナム IMO 連絡事務所 

VINAMARINE はハイフォン、ホーチーミン、ダナンの 3 ヵ所に代表事務所を置き、その他多く

の地方事務所を保持している。海事管理局の主要業務と責任分野はベトナム海事法 2005 年 6 月

14 日施行の No.40/2005/GH11、66 条に下記の通り規定されている。 

(1) 港内における海運規則と管理の執行、港内航路と航路標識の点検と監視、海運事業の監督 

(2) 船舶の入出港管理と許可、港内安全運航、海上交通の治安及び汚染防止に問題のある船舶の

航行禁止 

(3) 船舶の拿捕執行 

(4) 船舶の仮拘留 

(5) 遭難者の捜索と救助、捜索と救助もしくは環境汚染防止に必要な人員と機材の配置 

(6) 海上船舶登録証書の発給、船員登録、入港税の徴収と管理 

(7) 海上船舶事故の調査と取調べ 

(8) ステートコントロール活動の調整と管理 

(9) 海事関連の行政違反に対する制裁 

(10) 法に則ったその他の業務執行と権限の行使 

ハイフォン海事管理局には局長、副局長の下に次の部署が配置されている。 

- 海上安全監視部 

- 財務会計部 



ベトナム国 ラクフェン港開発事業準備調査（その２） 
- 最終報告書, 第 3 編 - 

 20-24

- 法務部 

- 総務人事部 

- 港湾管理部 

- カットハイ代表事務所 

そして下記行政管理に責任を持つ。 

- 海事管理 

- 海上保安管理 

- 海上治安管理 

70 名の職員が海上管理局を構成している。 

ベトナム海事管理局が執行する“港湾”管理には、港内と港外の航路運航管理、入出港許可と財

務省令 No.98/QD-BTC で規定される海事関係利用料と手数料料率表に規定されるトン税や海上安

全保障費の徴収義務の他には明示された業務はなく、その他の“港湾”に関係する、例えばコン

テナターミナルの運営管理等は規定されていない。海事管理局は、運輸省令 No.172/2007/ND-CP

によりパイロット料金の徴収ができることになっている。 
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図  20.9.1 ハイフォン海事管理局組織図 
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図  20.9.2 ハイフォンポートホールディング組織図 
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20.10 港湾管理能力の強化 

これまでベトナムでは、サービス型港湾のモデルに従って港湾管理運営が行われてきた。すなわ

ち、国がインフラ整備に資金を投資し、それらを国有企業が運営管理してきた。国家はその事業

からの税収で投資資本の回収をはかってきた。これまでのそういった港湾運営にはジョイントス

トックや JV といった非政府セクターによる資金の利用は行われてこなかった。 

そうした潜在的な民間資金を有効に利用するためには、ベトナムは港湾への投資を総合的に管理

監督そして調整することのできる港湾の管理部門を設立することが必要である。 

改革される港湾管理機関には、コンセッション契約を管理する責任と権限、土地や水面の所有権

が明確に与えられなければならない。現在の港湾開発、管理運営には多くの利害関係者が絡まっ

ていて複雑であり、管理という点では必ずしも一貫性があるとは言えない。 

20.10.1 ポートオーソリティーのモデル 

 1) ポートオーソリティーの責任 

一般的に、ポートオーソリティーは港湾施設の整備と管理に携わり、下記に示す特徴と責任を持

つと言われている。 

- 独立した財政能力を持った法人である 

- 公共利益を擁護する公共性の備わった機関である 

- 自主的に業務の管理運営ができる 

- 原則的には、中央・地方政府機関からの財政的支援を受けず、それらに対する利益の一

部の上納もしない 

- 主管官庁から任命された理事会によって代表される 

- 土地の開発収用権、課税権など施設整備を実現するために必要な行政決定権が与えられ

ている 

日本の港湾法に規定されている港湾管理者の責任は次の通りである。 

- 港湾計画の作成 

- 港湾区域及び港湾施設の維持 

- 港湾施設の建設及び港湾工事 

- 港湾施設の管理 

- 係留施設の管理運営 

- 船舶の係留場所の指定及び使用規則、船舶出入届けの受理 

- 消火、救難設備の設置 

- 港湾開発等の調査研究、統計資料作成、宣伝 
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- 給水、廃油処理の作業 

- 港湾施設の貸付 

- 港湾施設の使用規則 

- 廃棄物処理施設、廃油処理施設の管理運営 

- 福利厚生施設の設置と管理 

- 施設使用料金表の作成と公表 

特記されていないが、ISPS に規定された港湾の保安管理業務も港湾管理者の業務である。 

 2) タイポートオーソリティー（PAT） 

PAT は東南アジアにおける港湾管理者組織の成功モデルと言われている。PAT はバンコク港湾事

務所を引き継いで 1951 年に運輸通信省と財務省の傘下に設立され、バンコク港、レムチャバン港

の管理運営を行っている。 

タイポートオーソリティー法 9 条に規定されている PAT に与えられた権限は次の通りである。 

(1) 港湾の機器やサービスと施設の建設、購入、取得、処理、借入れ、貸出し、運用 

(2) 移動可能な機器もしくは移動不可能な機器の購入、リース、借入れ、貸出し、所有、保持、

処理、運用 

(3) 港湾サービスや港湾施設の利用料金の設定、それらの金額と支払方法に関する規定の設定 

(4) 港湾サービス及び施設利用に関する安全規則の設定 

(5) 借金 

(6) 管轄海域の浚渫 

(7) 港湾事業遂行上の安全や管轄海域の船舶航行の安全とそれらに関係する施設のコントロール

と整備 

(8) 管轄区域で適用される各種の料金や手数料の金額の設定 

(9) 債権やその他の資金調達のための金融債の発行 

(10) PATの設立目的に沿った港湾事業とその他のビジネスを展開するための有限会社や株式公開

会社の設立、それら有限会社や株式公開会社の株が外国法人事業を規定した法律に則った外

国法人に取得される場合は登記されている株の 49%を超えないことの監視 

(11) PATに裨益することを目的に有限会社や株式公開会社の株の一部を所有して他のパートナー

と JV を組むこと 

特に注目されるのは、PAT に手数料や使用料金を設定することができる権限を規則で明示してい

ることである。また港湾事業のための有限会社や JV の設立についての規定も含まれている。 
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PAT 法では、PAT を代表する理事会の役割についても明確に規定されている。理事会には政策を

確立して PAT の活動を規制監督できる権限が与えられている。政府閣僚委員会が 6 名以上 10 名

以内の理事を選任するとしている。 

現在の理事会は 9 名で、海事部、税関、タイ工業連盟、タイ･オイル･パワー会社、国立国防研究

所、大学出身の学術研究者と首相府からのメンバーで構成されている。 

先に述べたように、PAT はレムチャバンでは荷役作業には関わっていない典型的なランドロード

港湾で、ほとんどの場合 PAT は基礎インフラや機能インフラを整備し、借主が移動可能な荷役機

器を設置している。PAT は民間セクターの参入を最大限活用しタイ経済の拡大に資するように 

港湾利用者の利益の擁護をするための管理規制を行使している。 

PAT の組織図を図  20.10.1 に示す。 

20.10.2 港湾管理者の役割 

港湾管理者組織の改造を計画する際に考慮する必要があるのは、港湾タリフの設定に港湾管理者

がどう関与するかである。何度も触れてきたが、港湾タリフは港湾の経済発展に大きく寄与する

ため、安定した料金の下での効率のよい港湾サービスを利用者に提供することは港湾成長にとっ

て欠くことの出来ない条件である。充分な港湾インフラは、信頼のおける物流網を構築する上で

も基本的に大切なことである。 

港湾の経済発展にとってもう 1 つの重要な条件は、港の顧客が負担するコストの競争性である。

港湾料金は公平適切で透明性が高く港湾の経済的で安定した輸送システムを維持できるものでな

ければならない。 

港湾運送事業者によって設定された港湾料金がむやみに変動する際に、港湾管理者が介入できる

規定を設けることは例外的なことではない。港湾管理者の行政的な介入によって港湾料金が安定

した適正なレベルに保たれるのならば、最終的には港湾サービスの提供者にも港湾の利用者にと

ってもよい結果をもたらすことになる。 

公共機関としての港湾管理者は、国家財産である港湾資産を保護する責任があるが、同時に港湾

料金がオペレータによって不当に値上げされた時には港の利用者である船会社、輸出入業者の利

益を擁護する立場にもある。 

市場の競争原理が働き、市場メカニズムで料金が決まるような場合には問題になることはない。

港の利用者は料金交渉によってより安い料金を得ることができるからである。ラクフェン港バー

ス 1, 2 の場合、SOE が JV に加わることにより、純民間企業のみの場合にあり得る不当な料金設

定の意図を抑えられる可能性がある。民間事業者による一方的で独占的な料金設定は民営化の否

定的な側面である。 

民間企業が利用者利益を二の次にして自分たちの利益増大を目指すことは当たり前のことである。

今後ベトナムが自国の資金不足を外国からの投資に頼ろうとするならば、ますます BOT・BOO や

同様の手法で港湾に影響力のある多くの外国資本が参入してくることが予想されるので、そうし

た問題に的確に対応できることが肝要である。 
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図  20.10.1 PAT 組織図 
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20.11 ポートマネジメントボディ（港湾管理者） 

現在、ハイフォン港の海事管理局が関与している港湾管理業務は他国の同様な港湾で港長の果た

している責任と同程度の内容である。 

JICA レポート、2002 年 12 月発行“ベトナム国南部港湾開発研究に関する最終報告”に新しい港

湾管理組織である PMB（ポートマネジメントボディ）の設立が提唱されている。そして下記の通

り PMB が果たすべき責任と業務が示されている。 

- 土地や機器を含む港湾資産の所有権の明確化 

- 中長期の港湾開発計画の作成 

- 港湾開発計画の実施 

- 港湾施設の建設や拡張 

- 港湾事業の管理 

- 港湾利用料金の行政管理 

- リースやコンセッション契約の締結 

ベトナムでは様々な SOE 等の利害関係者が入り組み、現存の港湾管理システムを再構築するのは

簡単ではない。現在の管理運営システムに関与している様々な利害関係者からの反発は容易に予

想できる。しかしながら、今後も幅広い外国企業からの資金導入と港湾事業への経営参画を期待

するのならば、筋の通った合理的な港湾管理システムの構築は不可欠だと考えられる。 

現状、効果的な管理システムの欠如及びラクフェン港の潜在的な成長を促進するため、TEDI 作成

のレポートではポートマネジメントユニット（港湾管理者）の設立が提案されている。 

TEDI の“ハイフォン･ラクフェンゲートウエイ港建設投資プロジェクト”レポートにある I 1.2.4.1

“ポート･マネジメント･ユニットの組織”の中では次のように述べられている。“効果的な港湾

管理と港湾利用のため、マネジメントユニットが設立されるべきである。その組織は理事会と日

常業務と施設利用に携わる業務部門から成っている。理事会がマネジメントユニットの中核とな

る組織で、独立した財務と VINAMARINE の監督を受け、その支部・地方事務所の開発方針に従

う”。 

これは、明らかに現在の港湾管理システムの正当な変革方向であり、PMB の設立を推奨している。

提案されている組織図を図  20.11.1 に示す。組織構成とサイズは、ラクフェン港プロジェクトの

進展に合わせて調整変更する必要がある。 

これまで述べてきたように PMB の規模や構成はラクフェン港開発の進展具合、及び

VINAMARINE の港湾管理システムを筋の通ったものに変革するという意欲にかかっている。 

VINAMARINE は、2008 年 11 月に JICA の支援でベトナムの港湾管理システム改善のための総合

的な変革プランをまとめた。港湾管理システムを改善し強化するため、報告書で明らかにされた

改革プランの方向に従って努力することを強く推奨したい。この改革こそベトナムの 2020 年を目

標とした港湾開発マスタープラン実現のための基本的前提条件である。 
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図  20.11.1 ポートマネジメントボディ組織図 

20.11.1 PMB 組織 

新しい PMB 組織の各部の業務概要は次のとおりである。 

 1) 総務部 

a) 総務部門 

PMB に関する総務全般について責任を持ち、他の PMB Division 間の調整を行う。 

b) 財務・会計部門 

施設使用料の徴収等を含めた PMB の財務の責任を持つ、予算の作成、及び収入支出の管理。 

c) 人事部門 

採用や職員教育を含む人事管理。 

d) 港湾管理部門 

官側を代表し、民間側との折衝を通して国の財産の保全を図る、官の整備したインフラや港

湾施設の所有権を確認し管理する、港域内での船舶の運航安全と入出港の管理、消防・危険

品の貯蔵、ISPS コードの遵守等の港のセキュリティー対策、環境対策の実施。 
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 2) 業務部 

a) 港湾開発部門 

ベトナム国の長期港湾開発計画に基づいた当該港湾の開発計画、他の関係省庁との調整。 

b) 業務部門 

施設のリース／コンセション契約交渉とその執行の管理、契約締結、ターミナルオペレータ

の選定、港の競争性を維持するための港湾タリフの管理。 

c) オペレーションセンター 

各施設でのオペレーションの管理監督、港湾機能を最大化するオペレーション全体の管理。 

 3) エンジニアリング部 

a) 計画部門 

港湾施設のメンテナンス・スケジュールの作成。 

b) 建設、荷役機械部門 

公共施設の拡張・改良工事実施、公共利益擁護の為、施設借受け者によって行われるメンテ

ナンス作業の監視。 

c) 労働安全部門 

ゼロ労働災害への監視指導。 

 4) 国際業務部 

a) 国際業務部門 

海外港湾、国際的な港湾関連団体との関係維持、港湾管理運営に関する国際会議、同盟、協

約への参加。 

b) マーケティング、港湾振興部門 

港湾利用者の開拓、船会社、貨物、ロジスティック産業の誘致。 

 5) 情報技術部 

a) システムサポート及び EDI 部門 

港湾関係政府機関や港湾ユーザーとの EDI ネットワークの構築に対する支援。 

b) 情報統計部門 

IT を利用した港湾統計の収集。 

ラクフェン港バース 1, 2 建設プロジェクトでは、2015 年の ODA プロジェクト完成までは事業遂
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行は MPMU II が担当し、VINALINES がオペレータになることが決定している。バース No.3 以降

を PMB が管理する本来の仕組みにするべく、2015 年を目標に PMB 準備段階組織を 50 名ほどで

設立し、中期計画（コンテナバース 5, 6 及び多目的バース 3）の進行に合わせ拡充し、目標年次

2020 年には 200 名位の PMB 設立を実現することを提案したい。 

この報告者でモデルとして取り上げているPATのようなランドロード型の管理運営方式を目指す

場合には、およそ 200 名の職員を有する PMB の設立が予想される。 

一般に PMB の規模は次のような要素によって異なってくる。 

- PMB の責任の規模と範囲 

- 港湾規模と対象となる施設の種類、すなわち公共雑貨埠頭、コンテナ専用ターミナ

ル、客船、バルクターミナル、専用工業埠頭、車両埠頭等 

- 取扱う貨物のトン数、TEU 

- リース／コンセション契約における官民の責任分担、特に工事を PMB 従業員で行う

か、外注にするかで大きく異なる 

- 日常業務の IT 化の度合い 

PMB の構成や規模についての世界的な標準はない。この報告書で引用されているレムチャバンで

は 520 万 TEU を取扱う PMB 職員は約 200 名とされている。 

ランドロード型の港湾管理で大きく影響する要素は、官が責任を持つ工事を誰が請け負うかであ

る。ドイツのハンブルグポートオーソリティーでは、1,716 名の職員のうち 439 名の技術系職員が

維持浚渫、道路、橋梁、堤防等のインフラ整備に携わっている。一方、オランダのロッテルダム

ポートオーソリティーでは、自己の職員は実際の工事に携わることなく、10～11 名の職員が検査

や施行業者の監督にあたっている。 

横浜市港湾局では、総員 316 名のうち 127 名の技術系職員が含まれており、コンテナターミナル

の整備管理に責任を持つ横浜港埠頭公社では 42 名の職員で 10 のコンテナターミナル及び 8 ライ

ナーターミナルの整備管理を行っている。 

PMB の規模は、それぞれの港で異なっており比較することは難しい。 

ラクフェン港の場合、現在の MA が当面 PMB の機能・権限を持つが、ラクフェン港が拡大発展

するに従い、その機能・権限を明確にした法の整備が必要になってくるだろう。 
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21. 官民のコラボレーション 

21.1 基本的な役割分担 

ラクフェン港建設における官と民の役割分担は、2008 年 12 月 22 日付大統領府決定

No.3973/QD-BGTVT に明記されている。この基本的方向は、その後さらに 2009 年 7 月 23 日に取

り交わされたベトナム国運輸省、企画投資省、VINALINES と JICA との間の会議議事録によって 

No.1 及び No.2 バースの埋立と地盤改良は官の投資分野に含められ、桟橋は民間側の投資部分に

することが確認された。 

このレポート作成の段階では、官側投資と民間セクター投資に関するそれぞれの役割分担につい

ては、官側プロジェクトオーナーである VINAMARINE と民間投資者である VINALINES 及びそ

の JV パートナーの間で引き続き協議が続けられており、官民の投資分担にはいくつかの選択肢が

存在していた。 

 ベース 代案 1 代案 2 代案 3 
入出港航路 ● ● ● ● 
船舶回頭領域浚渫 ● ● ● ● 
防波堤 ● ● ● ● 
防砂堤 ● ● ● ● 
道路／橋梁 ● ● ● ● 
桟橋建設 ○ ○ ● ● 
埋立／地盤改良 ○ ● ● ● 
コンテナヤード ○ ○ ○ ● 
ターミナル建屋 ○ ○ ○ ● 
電気、水道等 ○ ○ ○ ● 
ガントリークレーン ○ ○ ○ ● 
その他荷役機械 ○ ○ ○ ○ 
税関、入管、検疫施設 - ● ● ● 

注: ● 官側投資     ○ 民側投資 

ベースケースは、決定 3793 に基づいており、代案 3 は典型的なリース契約に見られる官民投資分

担である。これは移動可能な荷役機器以外は官側が整備して民間ターミナルオペレーターに提供

するケースである。 

世界中のどの PPP 官民協働プロジェクトにも当てはまる普遍的な官民の役割分担方式はない。ま

ず官側の投資負担能力が 1 つの要素となるが、その他、政府の政策、民間側の投資意欲、JV パー

トナーの意思等の社会経済的条件により大きく左右されることが多い。民間セクターがターミナ

ル運営に影響力を発揮できるポジションを占めたい場合、投資割合を増やすことにより主導権を

確保することができる。その場合は、官側の投資比率は相対的に低くなり貸付料を当然低く抑え

ることができる。 

単純に財務的に考えれば、政府による ODA の利用は、非常に低いローン金利によってプロジェク
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トコストを抑える効果が期待され、またオペレーション稼動後の数年間に適用される返済猶予期

間などは官側の経済的負担を軽減する有利な条件だと言える。 

21.2 港湾建設分野における民間投資 

ベトナム海事法には、海港及びその航路建設や管理運営への投資について規定がある。第 66 条に

よると、海港とその航路の建設に投資を行ったベトナム国または外国投資家は海港とその航路の

管理運営方式を自ら決定することができると規定している。さらに、政府が海港とその航路への

投資についての手続きを詳細に取り決めると規定している。 

これらの規定によれば、投資範囲の詳細は政府が決定し、政府決定に従って建設資金を提供した

投資家は海港の管理運営方式を自ら決めることができる。 

一方で、PPP スキームによる民間セクター投資に対する明確な規定は見当たらない。民間側によ

るインフラ投資スコープは、政府の判断による許認可事項である。全額政府資金で整備されたコ

ンテナ港を、国際入札を経て外国資本が借受けコンテナターミナルを運営することは可能である。

近い将来、ベトナムでもコンテナ港湾が BOT や BOO と言った PPP スキームによって整備される

ようになってくるだろう。 

21.3 官民コラボレーションの強化 

21.3.1 SAPROF チームの提案 

本開発計画を官民パートナーシップの利点を生かしてより現実的／効率的なものとするために本

調査団では下記のような提案をしてきた。 

- 税関、入管、検疫等を行う政府関係機関の事務所、海上管理局、海上保安部、パイロッ

ト、タグボート会社等の事務所を収容する管理棟の建設。これらの政府関係機関を管理

棟に収容することはワンストップサービス提供の第 1 歩であり、船会社代理店や輸出入

業者による書類手続きの簡素化に繋がる。しかし、本来のワンストップサービスは電子

情報化された船舶／貨物情報を関係者が EDI を通じて共有することを指している。 

- タグボートやパイロットボート等の小型船舶を係留するための岸壁整備 

- 貨物需要予測や今後の海運動向に基づいて設定された対象船舶である満載 5 万 DWT、部

分積載 10 万 DWT 船の接岸が可能な延長 750m 岸壁の整備 

- 上記の対象船舶の航行に支障がない幅 160m、水深 14m の航路の建設。航路水深の制限

により港外で潮待ちのための錨泊や時間調整によるロスタイムが生じるようであれば 

期待されている船会社の北米西岸直行船の母船配船意欲をそぐことになる。近隣港に対

する競争力確保の観点からも航路水深 14m は絶対に必要である。 

- 前述した官民投資分担選択肢の 1 つである代案 1 のケースで、埋立及び地盤改良は官負

担とすべきである。その理由は(a)民間投資負担が大きくなる、(b)民側財務負担の増加が

利用者に転嫁され、結果的には輸出入業者へ高い港湾利用料を押し付けることになる、

(c)安い金利の利用、(d)STEP ローンの利用と日本業者による他のインフラ整備工事との

整合性等がある。 



ベトナム国 ラクフェン港開発事業準備調査（その２） 
-最終報告書, 第 3 編 - 

 21-3

21.3.2 民間セクターとの更なる協働体制 

本 PPP プロジェクトの成功には、官民間の周到に練られた工事工程管理が鍵である。今後民間側

から提示されると予想される要望は次のようなものが考えられる。 

(1) ラクフェン港のスムーズな開港に不可欠な官側負担にて実施される下記工種が工程通り遅滞

なく施工されることの保証。 

- 埋立／地盤改良 

- 航路浚渫 

- カットハイ橋及び港湾アクセス道路の建設 

これらは総合的な開発計画を執行する上で切り離すことのできない重要な要素である。もしこれ

らの工事が予定されたとおり完成されなければ、効率的で安価な港湾サービスの提供というラク

フェン港建設の目的が損なわれることになる。官民の調和の取れた工事進捗がこのプロジェクト

の成否を握っている。 

(2) 引き続き建設が予定されている No.3 及び No.4 バースの整備スケジュールは、No.1 及び No.2

バースの取扱量に応じて調整する必要がある。No.1 及び No.2 バース整備に投資する民間側

の主張は、No.1 及び No.2 バースでの取扱量が計画通りのレベルに達しない場合には、民間

側オペレーター会社との協議に基づき、政府は No.3 及び No.4 バースの着工を見送るべきと

言うものである。 
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22. 推奨される環境社会配慮対応策 

22.1 自然環境 

本 ODA プロジェクトは、2015 年完成を目標とした計画であり、中期開発計画（目標年次：2020

年）の第一段階に位置付けられている。港湾運営上の視点から、本計画で重要なことはクリーン

な貨物であるコンテナを取扱うコンテナターミナルのみを建設するということである（中期開発

計画では、一般貨物を扱う多目的ターミナルも計画されている）。本計画の建設時に対する要求

事項は、規模は小さいものの 2020 年計画と全く同じである。そのため、建設時の環境影響及び対

策は、基本的に 13 章 13.1.1 に記載されている事項と同様である。 

運営時の環境影響及び対策も 13 章 13.1.2 と同様である。貨物運搬による大気汚染の可能性は、コ

ンテナ輸送のためほとんど無視される。13 章 13.1 に記載した環境対策の要点を以下に要約する。 

22.1.1 建設段階における緩和策 

 1) 港湾施設の建設資材の調達 

本プロジェクトの建設計画では、全ての建設資材は、プロジェクト計画地や近くのハイズン地区

に近接した法的に認可された業者から供給されることとなっている。建設業者は、全ての建設資

材を法的に認可された業者から調達すべきである。 

 2) 浚渫時及び浚渫後の土砂管理 

南ディンブー地区の浚渫土砂投棄場所は、16 章 16.1.5 に示す通りであり、汚染されていない全て

の浚渫土（約 3,300 万 m3）を受け入れるための十分なキャパシティを持っている。この地区が工

業団地造成のための開発対象となっており、実際の浚渫工事期間中に当該投棄場所が使用可能か

どうかは保証できない。 

浚渫土の沖合投棄は、最も実行可能な代替案であり、環境影響及び対策は詳細設計段階における

浚渫作業計画を策定する際に、従来からの変更点として検討した方が良い。関連する補足 EIA レ

ポートは、実際の建設作業開始前に、MONRE から承認を取得しておく必要がある。浚渫土の沖

合投棄に係る代替案検討には 6 カ月を要すると予想される。 

浚渫土砂投棄地に関する代替案検討のための沖合候補地は、計画防砂堤と水深-20m のドーソン地

区との間に位置する Bac Bo 湾地区（図 16.1.5 参照）である。バクダン河口の沖合に位置している

ので、この地区は比較的高い濁りがあり、浚渫土砂の沖合投棄地の候補地として検討した結果、

最も適していると考えられる。 

 3) 建設時の EHS (環境、健康、安全) 対策 

本プロジェクトは沖合での建設作業であるため、建設時には、建設請負業者により必要な EHS（環

境、健康、安全）対策が確実に実施されているかの配慮する必要がある。建設請負業者は、必要

な個人用防護具の使用義務付けを含めた「安全第一」の考え方を厳密に遵守し、建設作業及び作
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業員の安全を確保すべきである。適切なスケジュール管理に基づいた建設資材運搬船の航行安全

は重要である。さらに、建設作業により発生した生活排水を含む全ての廃棄物は、カットバ島の

近隣に位置する建設地の沖合地区で、作業環境をクリーンに保ち水質汚染を引き起こさないよう

衛生的に管理され、適切に処理する必要がある。分別を伴う 3R（リデュース、リユース、リサイ

クル）や発生した固形廃棄物の廃棄管理も考慮すべきである。砂等のストックパイルからの粉塵

は、適切な散水やビニールシートによる覆いで飛散防止を施す必要がある。さらに、全ての建設

機械や機材は良好な稼働状況に維持し、大気排出基準に適合するようにすべきである。 

建設請負業者は、カットハイ島の陸上部及びラクフェン河口部の建設現場の沖合地区において、

評判の良い独立機関に依頼してサンプリングや分析作業を含む定期的な環境モニタリングを実施

すべきである。 

暫定的な環境モニタリングプログラム（計画）は、調査団が作成した補足 EIA レポートに更新・

記載されており、付属資料 13-1 に示す通りである。この暫定計画は、詳細設計で再検討し更新す

る必要がある。更新された環境モニタリング計画は、17 章 17.4 に提案されている 2 つの工事契約

パッケージ（浚渫作業及び関連施設建設を伴うターミナル建設）に従って、技術仕様及び契約入

札図書に含まれるべきである。 

22.1.2 運用段階における緩和策 

運用段階では、要求される環境対策は港湾運用管理の EHS（環境、健康、安全）対策で、実際に

は、2015 年までの初期段階では、コンテナターミナル管理のみの EHS 対策である。 

 1) 港湾運用時の安全対策 

コンテナ荷役作業や作業員（港湾作業員やその他）の安全対策を含む、総合的な運用時安全対策

は非常に重要である。さらに、船舶の航行安全対策は、航行水路やそれに続く停泊場所へのアク

セスのために重要な視点である。必要な航行安全対策や船舶航行管理は、23章に記載されている。

さらに、稀かもしれないが、油漏出を含む船舶事故など緊急時に対処するために必要な機材や資

源は、港湾運用時の安全対策として準備し、短時間で稼働可能になるようにすべきである。これ

らは、効果的な港湾運用管理を行うための基本的な技術的要求事項である。 

このプロジェクト初期段階では、コンテナ貨物のみが取扱われ、2020 年計画時点においても一般

貨物が追加されるのみである。石油タンカーで運搬される大量の石油やバルクで非常に有毒な液

体を取扱うオイルターミナルは必要としない。そのため、大規模な油漏出に対する対策は必要な

い。 

この点において、将来でも、このようなセンシティブな沿岸域におけるターミナル施設の建設は、

代替候補地の選定も含めて、念入りに調査すべきである。その理由は、潜在的に起こり得る石油

タンカー事故とそれに続く大規模な油漏出によって引き起こされるハロン湾や Lan Ha 湾の沿岸

環境の生態系、さらに観光へのダメージのリスクは、港湾運用時の緊急時管理システムとして潜

在的な油漏出に対処する全ての必要な施設を整備しても、非常に大きいものになるからである。 
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 2) 港湾廃棄物管理 

ラクフェン河口部を跨いで港湾から 1-3km の距離に位置しているカットバ島（カットバ国立公園、

保護地区）に計画港湾が近接していることを考慮して、港湾（コンテナターミナル）運用及び停

泊中船舶から発生する全ての廃棄物の効果的な管理が最も重要である。 

コンテナ貨物はクリーンであり、その取扱いが直接的に大気汚染の原因になるものではない。港

湾の全ての機械、車両、機材、特に、コンテナートレーラーは、良好な運行状態に保ち、大気排

出基準に適合している必要がある。この条件の下、地理的に有益な沖合に近接している港湾の良

好な大気環境を達成することができる。 

この点において、必要な廃棄物の受入れ、処理、廃棄システムは、港湾設計の総合的なコンポー

ネントとして組み込む必要がある。承認された EIA レポートに記載された廃棄物の受入れと処理

施設には、コンテナターミナル運用によって発生する排水や停泊船から排出される廃棄物（Annex 

IV of MARPOL 73/78）のための汚水処理システムが含まれる。さらに、停泊船から油性の廃棄ビ

ルジを受入れるための廃油受入れ施設（Annex I of MARPOL 73/78）、港湾運用によって発生する

固形廃棄物及び停泊船舶から排出される固形廃棄物を管理する固形廃棄物（ガベージ）受入れ施

設（Annex V of MARPOL 73/78)も含まれている。 

これらの港湾からの廃棄物受入れ施設の効果的な運用は、港湾やその周辺区域への船舶からの違

法廃棄物投棄を防止するために、高い罰金を課す等の効果的なサーベイランスシステムで補完す

る必要がある。  

前述の港湾運用時の EHS に焦点をあてた環境保全対策は、ラクフェン河口部周辺の沿岸環境モニ

タリングを最優先とした定期的な環境モニタリング実施で補完する必要がある。暫定的な港湾運

用時の環境モニタリング計画は、EIA レポート(2008)に含まれている。これは、調査団が作成した

補足 EIA にてアップデートされており、付属資料 13-1 に記載されている。この暫定的環境モニタ

リングプランは、詳細設計時に再検討し、アップデートする必要がある。 

 3) 浚渫土砂の維持管理 

港湾運用時の廃棄物管理システムは、航路の定期維持浚渫に対する効果的な管理を含む。航路の

定期的な維持浚渫は、設計水深を維持し、船舶の安全航行を確保するために必要である。既存の

ハイフォン港で現在実施されている廃棄物の沿岸域への投棄場所は、引き続き存続すると考えら

れる。EIA レポートや 16 章の図 16.1.5 に示される地方自治体の投棄場所は、位置が港湾から離れ

ており、高い輸送コストを必要とするが、使用可能である。さらに、バクダン河口部の湿地や沿

岸域の生態系再生のような、他の潜在的な有効利用も提案される。南ディンブー地区は、工業団

地の埋立が維持浚渫実施までに既に完了している予定であるため、港湾運用時には使用不可とな

っていると考えられる。 

本提案事業は、今後更に開発が継続する計画であるため、浚渫土砂の持続的な処理対策について

検討をすることが望まれる。しかしながら、時間的に非常に限られている初期整備のコンテナタ

ーミナル及び共用バース開発に至っては、既に浚渫土砂の廃棄処分の許可がなされている処分地

での処理が推奨される。但し、以下に示す、将来の持続的な処理方法に対する検討は、詳細設計
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時に検討をすることが望まれる。 

(1) 適切な環境対策を施し、周辺海域への生態系への影響を最小化させて沖合へ投棄する。 

(2) 有効資源として防砂堤後背地の干潟造成へ利用する。造成される干潟は潮間帯生物及び

浅海海洋生物の生育地を確保することが期待される。 

沖合投棄
地域

干潟造
成地

干潟造
成地

承認済
投棄地域

 

図  22.1.1 持続的な浚渫土砂の処理対策の候補地概要 

沖合投棄の持続性・実現性を考慮すると、経済的にも現実的にも長期港湾開発の観点から好まし

いオプションと言える。しかしながら、その検討にあたっては十分な譲歩を下にした環境影響を

検討し、十分な影響低減対策を考慮する必要がある。十分な検討と対応処置により、EIA 承認を

含めた投棄許可を得ることは可能であると思われる。 

干潟造成資源としての利用に関しては、地盤改良等に費用のかかる埋立土としての利用、又は価

値を生まない投棄、よりも経済的かつ有効な処理対策と考えられる。事業対象地域では長年に亘

り海岸開発のためにマングローブ林の伐採が行なわれてきており、水産資源の減少の一因となっ

ている事が推察される。従って、干潟造成及びマングローブ林の造成はハイフォン市にとって、

浚渫土砂の継続的な処理対策に留まらず水産資源確保の観点からも有効な手段と考えられる。同

対応策は又、浚渫土砂の運搬距離を最小限に抑えることが可能な経済的な選択肢でもある。 

沖合投棄・干潟造成共に、適切な検討と事業計画策定には時間がかかる事が予想されるため、開

発初期段階では既に投棄許可がなされている地区への浚渫土投棄に加え、持続的な処理対策に関

して検討を続けることが望ましい。従って、中長期的な浚渫土処理対策は詳細設計段階にて検討

することが望まれる。 
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22.2 社会環境 

22.2.1 準備段階における緩和策 

承認済 EIA レポート（2008）と EIA レポートの許可証（Decision No 2231/QD-BTNMT）で提案さ

れている緩和措置（Chapter 4）に加え、調査団が提案する社会環境影響に係る緩和策（Section 13.2）

は以下の通りである。また、本稿で提案される緩和策は、提案事業のスコープ変更により追加的

に実施された EIA 補足報告書（SUPPLEMENTAL EIA、付属資料 13-1）の 4 章、CONCLUSION and 

RECCOMENDATION でも詳細に記述されている。 

 1) 土地収用 

べ国政府が行う公共事業に係わる土地収用の原則は、事業目的を達成するために必要十分な土地

のみを確保することとなっている。MPMU II との協議によると、調査団が提案する公共施設用地

の内、塩田と道路に係わる箇所に関しては土地収用を行わなくとも必要な公共施設の整備は可能

であるとの結論に至っている（図  22.1.1）。想定される影響の概要とその緩和策を表  22.2.1 に、

想定される費用を表  22.2.2 に示す。 

表  22.2.1 想定される影響の概要とその緩和策概要 

現在の利用状況 面積 (m2) 推奨される緩和策 
1. 利用状況が分からな

い空き地 
7,200 既存利用は見受けられない。土地利用権が公・民に関わら

ず取得が推奨される。現行法ではハイフォン市政令
(Decision #130/2010/QD-UBND)に規定される範囲で補償さ
れる。 

2. 公共施設 13,600 国境警備事務所、VTS 管理局共に、港湾運営時に現在の機
能が同地でそのまま必要とされるため、施設をそのまま利
用することが推奨される。 土地収用が必要な場合は、現行
法ではハイフォン市政令(Decision #130/2010/QD-UBND)に
規定される範囲で補償される。 

3. 未利用空き地 26,300 公共施設建設に当たり収容が必要である。現在は空き地で
古い墓石が 5 つ確認されている。それらの補償は現行法で
はハイフォン市政令(Decision #130/2010/QD-UBND)に規定
される範囲で補償される。 

4. 塩田 1,500

0
へ削減

同地区の収容は不要である。同地区の取得不要に関しては、
VINAMARINE、MPMU II 共に同様の認識である 

5. 養殖池 64,700 公共施設建設に当たり収容が必要である。国境警備事務所
の管轄で、現在は利用がされていない。補償は現行法では
ハイフォン市政令(Decision #130/2010/QD-UBND)に規定さ
れる範囲で補償される。 

6. 林 10,200 公共施設建設に当たり収容が必要である。同地区の公共林
で、希少生物の存在は確認されていない。補償は現行法で
はハイフォン市政令(Decision #130/2010/QD-UBND)に規定
される範囲で補償される。 

7. 道路 4,300

3,500
へ低減

VINAMARINE/MPMU II との協議の結果、影響が想定され
る 2 箇所の道路のうち 1 箇所は収容が不要である。従い、
収容が必要な面積は 3,500m2に削減される。 尚、既存利用
用途は今後も必要となるため、中心村と Got 港を結ぶ迂回
路等の整備が必要である。 
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Figure  22.2.1 公共施設建設予定地域の土地利用状況 

 

表  22.2.2 想定される収容費用 

現在の利用状況 面積 (m2) 収容費用 
(百万 VND) 

1. 利用状況が分からない空き地 7,200                                      
237.6 

2. 公共施設 N/A  
3. 未利用空き地 26,300 - 土地: 867.9 

- 墓石 5 : 34.5  
4. 塩田 1,500

0
へ削減

 

5. 養殖池 64,700 - 土地: 640.53 
- 堤防: 25.0 
- 施設: 1,220.8 
- 作業器具: 77.64 
- 柵: 20.0 
- 事前処理場: 97.05 
- 監視小屋等: 7.0 
- 水産物補償: 679.35 
- 労働者: 7.12 

6. 林 10,200 - 土地: 67.32 
7. 道路 3,500   3,500.0 

総額   7,482 (441 千米ドル)
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本プロジェクトにより影響を受ける地域の内、私的財産および経済活動が行われている土地（墓

地、養殖池、更地）の収用に対しては、JBIC ガイドラインを満たすために適切な補償を検討する

必要がある（9 章、13 章参照）。JBIC ガイドライン／世界銀行のオペレーションマニュアル 4.12

とベトナムの保護措置政策では、補償対象が異なるため、本件では世界銀行の支援の下、MOT が

現在策定中である「Northern Delta Transport Development Project」の住民移転政策枠組み（RPF）の

適用を提案している。同 RPF 自体は他のドナープロジェクトではあるが、本件も同地域、同管轄

省庁下での ODA プロジェクトとなるため、補償政策の整合性、JBIC ガイドラインの基になって

いる WB OP4.12 に準拠していると言った点から、前述 RPF 適用が推奨される。 

 2) 沿岸漁業活動に係る補償政策の立案と実施 

現在、ベトナムの既存法的枠組みでは、プロジェクトの実施により影響を受けると予測される漁

民に対する、適切な補償措置は取られないと考えられる。そのため、JBIC ガイドラインの要件を

満たすためには、これらの漁民に対する適切な措置が必要となる。ただ、同地域の漁民は、より

漁獲量の高い漁業区域を求めて定期的に移動するため、本開発行為による損失規模を正確に推定

するのは容易ではない。この点において、世界銀行オペレーションマニュアル 4.12 の article 16 で

は、金銭的な補償が常に有益な補償措置ではないことが指摘されている。実際、一時的な補助金

による補償よりも、長期的な解決策を提示し、それに対する支援を行う方が補償の享受者にとっ

てははるかに有益となる。ベトナムにおける過去の経験からも、PAP に不慣れな財政管理からも、

土地に対する補償金提供という形式の補償措置が必ずしも成功していないことが分かる。本件に

関しては、地元のニーズを考慮すると、新たな雇用機会に必要な職業訓練の提供がコミュニティ

の持続的な解決策として望ましいと考えられる。  

さらに、養殖業や他の農業とは異なり、同地域には多数の移民漁業者が船上で生活しており、彼

らに対する補償措置も重要である。これらの漁業者に対する影響とその補償に必要な予算を正確

に推定するために、本プロジェクトの利害関係者と接点のない社会経済専門家による漁獲量調査

の実施を提案する。またこの調査報告書は、沿岸漁業に対する補償政策の立案時において、重要

な検討材料となる。 

JICA の要請を受け、現在 MPMU II とハイフォン市人民委員会の担当局は、漁業者に対する保護

措置政策の検討を行っている。漁業者への補償に関しては、ハイフォン市では今までに前例が無

いが本提案事業の被影響者への適切な対応のため、ハイフォン市人民委員会の担当局では補償政

策の検討を行っている。現在は同様の規定が存在しないため、同委員会はハイフォン市の担当各

局へ検討指示を与え、補償の可能性とその適切な範囲を探っている。現時点では、漁民の実態を

正確に把握する情報が不足しているため、できるだけ早い時期に詳細な実態把握調査を行い、現

在検討されている補償政策へ適切に反映することが望まれる。 

同補償政策の策定は、VINAMARINE・MPMU II の責任範囲を超えるものであるが、事業の責任主

体として適切な補償政策の立案に VINAMARINE・MPMU II 共に積極的な関与を行っている。

MPMU II は、ハイフォン市人民委員会と継続的に協議を行い港湾開発計画に沿った土地収用、必

要な補償政策の導入・実施の促進努力を行っている。しかしながら、新しい補償政策の検討を行

うにあたり、政策策定には少なくとも 6 ヶ月以上がかかる事が予想されている。検討期間につい
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ては、最重要項目の検討である事がべ国政府内で理解された場合、政策策定を行う各関係機関に

対し働きかけを行い、集中議論による検討期間の短縮を促す事が期待される。非常に限定された

開発期間の中でも、適切な住民対応を行っていくためには、できるだけ早く新しい補償政策を発

表し、被影響者の理解を得ることが肝要である。べ国政府に対しては、JICA もしくは適切な日本

政府機関による必要な政策導入を促すような働きかけを行うことが期待される。 

漁業者の大半は、現在の教育機会と財政支援の不足から、職業を変更することに対して不安を抱

いている。そのため、彼らの新しい雇用機会への参画を支援するための職業訓練等のプログラム

を提供することが望まれる。また他の新興国の経験を参考にすると、言語能力の向上に対するプ

ログラムも新しい雇用機会に対応するためには効果的である。この保護措置政策の立案に当たっ

ては、既存の Decree 69/2009/ND-CP の Article 22（雇用変更・雇用創出に係る支援）によると、様々

な関連当局が立案に関わっている。そのため、本プロジェクトへの適用を考えると、実施機関で

ある MPMU II や VINAMARINE が、プロジェクトの開発スケジュールに間に合うように、この保

護措置政策の立案・施行をスムーズに進める働きかけを行う必要がある。調査団としては、詳細

設計段階の開始が予定されている 2010 年秋には、当政策が施行されることが望ましい。 

22.2.2 建設段階における影響緩和対策 

 1) 労働者の安全と周辺地域の公衆衛生 

労働者の安全確保のためには、適切な訓練と管理が重要である。そのため、本プロジェクトの実

施機関である MPMU II は、建設請負業者が EHS の訓練を実施し、現場でそれが徹底されている

かを監視する仕組みを環境管理計画（EMP）に組み込むことが望ましい。 

また、感染症対策として、建設請負業者との協力による健康安全訓練が必要である。この種の対

策としては、自己管理が最も有効であることから、労働者および地元コミュニティに対する定期

的かつ継続的な啓蒙活動を実施することが重要である。また、移民労働者と地元住民との直接的

な接触を管理するために、建設作業員専用の居住地区を設けることもリスク回避の施策としては

有効である。 

 2) 社会経済影響 

本プロジェクト実施に伴い、カットハイ島では急激な物価上昇が懸念されるため、過度な価格高

騰を抑制する対策が必要となる。地元住民が常に日用必需品を入手出来るよう、商品価格と個々

の購買力及び収入レベルのモニタリングを行うことが推奨される。また、その結果を基に、MPMU 

II と地元当局は適切な対策を協議し、対策措置を取るべきである。急激な価格上昇を回避すると

いう意味では、地元住民と労働者の居住地区を分離し、労働者居住区に十分な商品供給を行うと

いう対策は、初期段階の対応としては効果的であると考えられる。 

被影響者の生計回復支援のフォローアップについても、建設段階における重要な課題と言える。

本プロジェクトでは住民移転は特に必要とされないため、フォローアップは特に被影響者の生計

手段の回復状況の確認が中心となる。生計手段の回復支援事業においては、支援事業初期段階は

その後の展望・成果に多大な影響を与える時期のため、積極的なモニタリングを通して状況を把

握し、必要に応じて支援策の修正を行うことが望ましい。MPMU II は、補償政策の実施機関では
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ないが、それらの政策が EMP に沿って適切に実施されているかをモニタリングする仕組みを導入

する必要がある。また、このような措置の改善が必要と判断された場合は、MPMU II が担当部局

を指揮して効果的な実施を促すことが望まれる。 

 3) 沿岸漁業 

漁業コミュニティにおける想定外の悪影響に即時に対応するため、定期的に漁獲量や収入レベル

等のサンプル調査を実施することが望ましい。その結果に応じて、追加的な支援が必要である場

合には、担当部局は沿岸漁業に対する保護措置の調整や、漁業者に対する転職支援を行うことが

望ましい。補償政策自体を改善する必要がある場合には、MPMU II が担当部局を指揮して内容の

改善に努めることが望まれる。 

22.2.3 港湾運用段階における影響 

港湾の運用段階における社会環境影響の配慮については、13 章で示した通り、既に実施された補

償措置のモニタリング及びそのフォローアップが継続して行われる事を担保することである（13

章参照）。 
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23. 航行安全確保及び航行管制手法 

23.1 自然環境 

23.1.1 風況 

表  23.1.1 にハイフォン港における風況を示す。表より、10m/sec 以上の強風は、南南東（37%）、

東（24%）が卓越し、5～10m/sec 未満では東（35%）が卓越している。10m/sec 以上の発生頻度は

年間 2.3%（98 回／4,331 回）と低く、南南東の風は船尾からの風になるため、風による水路端へ

の圧流や Leeway などの影響は少ない。ただし、東の風は左舷やや斜め後方から受ける風となるた

め、強風時においては防砂堤側への圧流、Leeway が発生し、操船の困難性が高まる。 

表  23.1.1 ハイフォン港における風況 

風速 (m/sec) 
凪 1.0-4.0 5.0-9.0 10.0-15.0 >15.0 

合計 
風向 

Nr % Nr % Nr % Nr % Nr % Nr % 
北   432 9.97 132 3.05 4 0.09 0 0.00   

北北東   89 2.05 36 0.83 1 0.02 0 0.00   
北東   241 5.56 63 1.45 3 0.07 0 0.00   

東北東   134 3.09 12 0.28 0 0.00 0 0.00   
東   578 13.35 482 11.13 23 0.53 0 0.00   

東南東   227 5.24 123 2.84 1 0.02 0 0.00   
南東   307 7.09 132 3.05 4 0.09 0 0.00   

南南東   87 2.01 126 2.91 36 0.83 0 0.00   
南   180 4.16 144 3.32 11 0.25 0 0.00   

南南西   21 0.48 51 1.18 13 0.30 0 0.00   
南西   50 1.15 24 0.55 0 0.00 0 0.00   

西南西   4 0.09 0 0.00 0 0.00 0 0.00   
西   36 0.83 3 0.07 0 0.00 1 0.02   

西北西   20 0.46 1 0.02 0 0.00 0 0.00   
北西   155 3.58 15 0.35 0 0.00 0 0.00   

北北西   108 2.49 16 0.37 1 0.02 0 0.00   
合計 204 4.71 2,669 61.63 1,360 31.40 97 2.24 1 0.02 4,331 100.0

出典: Report on Port Capacity Reinforcement Plan in Northern Vietnam: Nippon Koei Co., Ltd & Associates, Sep. 2009 

23.1.2 流況・潮汐 

潮流は、平均 0.3～0.5m/sec であり操船への影響は小さいものと考えられる。風波浪の影響が重な

ると最大で 1.0～1.2m/sec（2.3 ノット）と予測されるが、流向が河川口への流出入方向となること

から、ほぼ船首尾方向から潮を受けるため水路側端への圧流等の影響は少ない。ただし、岸壁前

面での回頭中には、潮による圧流影響が起こるため自船の位置偏位を正確に把握する手段が必要

である。 

また、Nam Trieu からの河川流が水路法線に対し横方向から働くことになるが、岸壁より沖 7.6km

までは防砂堤（CD+2.0m）が設置されるため、潮流は遮断され圧流影響は少ないものと考えられ
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る。ただし、潮汐によれば高潮時（HWL：CD＋3.55m、MHWL：CD+3.05m）においては、防砂

堤は海面下となるため、防砂堤を示す標識が必要である。 

表  23.1.2 潮位 

HWL CD+3.55m 
MHWL CD+3.05m 
MWL CD+1.95m 

MLWL CD+0.91m 
LWL CD+0.43m 

 

表  23.1.3 防砂堤天端高さ 

防砂堤 CD+2.0m 

23.1.3 波浪 

表  23.1.4 に Hon Dau における波浪状況を示す。波高は 1m 未満で全体の 91.4％を占め、0.5m～1.0m

の波高が 47.1％を占める。波高 0.5m～1.0m における卓越波向は E（54.6％）である。この場合、

波浪を左舷やや斜め後方から受けることになるが、計画受入船型においてその影響は大きくない

ものと考えられる。 

表  23.1.4 波向別波高出現頻度表（Hon Dau） 

波高 (m) 
0-0.25 0.25-0.5 0.5-1.0 1.0-1.5 >1.5 

合計 
波向 

Nr % Nr % Nr % Nr % Nr % Nr % 
北   3 0.09 57 1.74 8 0.24 1 0.03 
北東   0 0.00 47 1.43 16 0.49 0 0.00 
東   184 5.60 844 25.71 63 1.92 5 0.15 
南東   37 1.13 429 13.07 89 2.71 6 0.18 
南   4 0.12 149 4.54 75 2.28 13 0.40 
南西   0 0.00 10 0.30 5 0.15 1 0.03 
西   0 0.00 1 0.03 0 0.00 0 0.00 
北西   0 0.00 10 0.30 0 0.00 0 0.00 

合計 1,226 37.34 228 6.94 1,547 47.12 256 7.80 26 0.79 3,283 100.0
出典: Report on Port Capacity Reinforcement Plan in Northern Vietnam: Nippon Koei Co., Ltd & Associates, Sep. 2009 

23.1.4 霧 

表  23.1.5 にハイフォンにおける霧の発生状況を示す。霧は 12 月～4 月頃までにかけて多く見られ

る。平均的には年間 21.2 日、平均最大 6.5 日であり、高頻度ではないものの、可航水域が狭く制

約された当該水路においては、霧中航行は避けるべきであるが、水路延長が長いことから航行中

に霧が発生した場合においても自船位置、偏位、水路端との離隔距離、他船などの情報を正確に

把握できる手段を講じる必要がある。 
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表  23.1.5 霧の発生日数 (1984 – 2004) 

 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10月 11月 12月 平均 
最大 15 9 20 16 3 0 2 0 6 2 5 15 61 
平均 2.4 4.0 6.5 4.6 0.3 0 0.1 0 0.3 0.2 0.6 2.1 21.2 

出典: Report on Port Capacity Reinforcement Plan in Northern Vietnam: Nippon Koei Co., Ltd & Associates, Sep. 2009 

23.2 航行環境 

23.2.1 船舶交通 

2006 年におけるハイフォン港入港船実績を表  23.2.1 に示す。また、2006 年において最多隻数と

なった 8 月の入港実績を表  23.2.2 に示し、8 月のうち最多隻数となった 8 月 2 日及び 16 日の入港

実績を表  23.2.3 及び表  23.2.4 に示す。 

年間で 2,960 隻の入港実績があり、そのうち 8 月、10 月の入港が最も多い（277 隻／月）。比較

的大型船の入港が多い 8月の入港実績を日別で見た場合、8月 2日と 16日が最大である（16隻/day）。

2 日は、10,000GT を超える大型船はなく中小型船の入港が多く、16 日は中大型船の実績が多い。 

表  23.2.3 及び表  23.2.4 より、大型コンテナ船入港の際の同航隻数は、最大でも 4 隻程度で輻輳し

た状況ではない。また、その際の出港待機隻数は 2 隻程度であるものと考えられ、大型コンテナ

船航行時における待機影響についても現状においては比較的小さいものと推察される。ただし、

ハイフォン港の貨物取扱量は年々増加傾向にあり、入港隻数も増加していることから、将来隻数

を見込んだ待機影響度を検討する必要がある。 

表  23.2.1 ハイフォン港の入港船実績 (2006) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

-1,000GT 31 16 35 27 26 29 34 35 34 39 20 9 335

1,000-3,000GT 68 39 54 66 66 64 62 54 46 64 69 57 709

3,000-6,000GT 72 66 57 76 73 74 79 98 76 77 69 76 893

6,000-10,000GT 64 52 74 76 77 71 70 81 81 88 86 91 911

10,000GT- 7 9 11 10 7 14 10 9 6 9 12 8 112

Total 242 182 231 255 249 252 255 277 243 277 256 241 2,960

TotalClassification of
Vessel Size

Month (2006year)

 

 



ベトナム国 ラクフェン港開発事業準備調査（その２） 
- 最終報告書, 第 3 編 - 

 23-4

表  23.2.2 ハイフォン港の 2006 年 8 月における入港船実績 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
-1,000GT 3 3 1 1 3 1 1 2 2 3 1 2 1 3 2 1 2 3 35

1,000-3,000GT 2 4 4 2 3 4 2 2 2 2 1 2 5 1 6 4 1 3 1 2 1 54

3,000-6,000GT 7 5 2 2 3 6 6 4 2 3 3 9 1 2 2 2 3 5 6 4 3 2 2 6 4 4 98
6,000-10,000GT 1 4 4 2 2 2 3 5 4 3 2 4 6 4 2 2 4 4 3 4 3 1 2 1 2 2 5 81

10,000GT- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
Total 13 16 4 3 5 6 13 8 15 9 6 10 2 5 11 16 6 7 12 8 13 14 11 6 7 8 6 6 14 6 11 277

Day (August 2006)
TotalClassification of

Vessel Size

 
 

表  23.2.3 ハイフォン港の 2006 年 8 月 2 日における入港船実績 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
enter 2 1 3

leave 1 1 2

enter 1 1 2 4

leave 2 2

enter 1 2 2 5

leave 1 2 2 2 7

enter 2 2 4

leave 0

enter 0

leave 0

enter 2 2 3 2 2 1 2 2 16

leave 2 2 1 2 2 2 11

Total 2 4 2 3 3 4 1 2 2 2 2 27

Classification of
Vessel Size

Hour (August 2nd, 2006)
Total

Total

10,000GT-

-1,000GT

1,000-3,000GT

3,000-6,000GT

6,000-10,000GT

direction
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表  23.2.4 ハイフォン港の 2006 年 8 月 2 日における入港船実績 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
enter 0

leave 1 1

enter 0

leave 2 2

enter 2 3 1 1 2 9

leave 2 2 4

enter 4 2 6

leave 2 2 4

enter 1 1

leave 0

enter 1 2 4 3 1 1 2 2 16

leave 2 1 2 2 2 2 11

Total 2 1 3 4 2 5 1 1 2 2 2 2 27

Classification of
Vessel Size

Hour (August 2nd, 2006)
Total

Total

10,000GT-

-1,000GT

1,000-3,000GT

3,000-6,000GT

6,000-10,000GT

direction

 



ベトナム国 ラクフェン港開発事業準備調査（その２） 
- 最終報告書, 第 3 編 - 

 23-6

23.2.2 漁業活動 

漁業は主に浅瀬付近における定置網、投げ網、仕掛け等による小魚、海老、貝などの漁獲であり、

底引き網等の大型漁船はない。比較的大型の漁船は船首から張り出したブームに網をつけたもの

でイカ取り船であるが、水路内において操業することはない。また、トロール型の大型漁船の操

業は沖合で行われ水路付近では行われない。 

したがって、基本的に水路内における操業はなく航行船舶との水域競合はない。仮に水路内にお

いて操業がある場合は、Maritime Administration がボートにて当該海域に行き直接漁船に指示を与

え水路の安全を確保している。 

航行船舶との水域競合はないものの、定置網は水路至近まで張り出されるため、漁船の至近を大

型船が通航した場合の航走波による漁船転覆などの危険性が懸念される。 

  
 

  
図  23.2.1 ハイフォン地域の漁船 
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図  23.2.2 投網による漁業活動 

 

 

図  23.2.3 定置網を示す表示 

23.3 航行支援状況 

23.3.1 パイロット（水先案内人） 

現在、ハイフォン港では 39 名のパイロットがおり、パイロットが教導できる船舶は、そのキャリ

アにより、表  23.3.1 に示す 4 船型に区分される。このうち本計画で対象となる大型コンテナ船の

入出港操船は、最上クラス（20,000GT 以上）のパイロットが教導することになる（現在 7 名）。 

パイロットの資格は、海事大学を卒業後、パイロットトレーニングを受講し、Class III 訓練生とし

て 300 隻の実績をつけるか、または 36 ヶ月間で少なくとも 150 隻の教導実績をつけた後、Class III

の資格を得ることができる。 

パイロットの乗下船位置（パイロットステーション）は、海図では Nam Trieu 航路からハイフォ

ン港へ入港することを前提とした位置（20o40’.0N、106o51’.0E）だが、現状はラクフェン航路から

入出港しているため、パイロットの乗下船はラクフェン航路の南側付近で行われている。 
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表  23.3.1 パイロットの区分 

パイロット区分 
教導可能な船舶サイズ 

（総トン） 
教導可能な船舶サイズ 

（全長） 
Class III - 4,000GT - 115m 
Class II 4,000 – 10,000GT 115 – 145m 
Class I 10,000 – 20,000GT 145 – 175m 

Premier Class 20,000GT - 175m - 

23.3.2 タグボート 

表  23.3.2 にハイフォン港における代表的なタグボート会社のタグボート所有隻数を示す。現在、

ハイフォン港における 3,200 馬力級の大型タグボートは 1 隻のみである。 

表  23.3.2 The Number of the Tug boats in Hai Phong 

港湾名 タグボート会社名 隻数 馬力 
2 500 HP 
1 800 HP 
2 1,200 HP 
3 1,300 HP 

Main Port, Chua Ve,  
Doan Xa, Dinh Vu 

Port of Haiphong 

1 3,200 HP 
2 1,200 HP Transvina, Green port, Nam Hai Marina Hanoi & Falcon 
2 800HP 

タグボート使用は、全長 80m 以上の船舶に義務付けられており、さらに船舶の全長に応じて支援

するタグボートの大きさ（馬力）が規定されている。表  23.3.3 に必要とされるタグボートを示す。 

表  23.3.3 タグボートアシストの規定 

船長  
(全長) 

必要隻数 必要馬力 

80 – 90m 1 500HP 
90 – 110m 2 500HP, 800HP 牽引力: at least 1,300HP 

110 – 130m 2 800HP, 1,000HP 牽引力: at least 1,800HP 
130 – 150m 2 1,000HP, 1,200HP 牽引力: at least 2,200HP 
150 – 160m 2 1,000HP, 3,000HP 牽引力: at least 4,000HP 

160m - 3 
1,000HP * 2 
3,000HP 

牽引力: at least 5,000HP 

100,000DWT 級コンテナ船に必要なタグボートの支援力について試算した。 

表  23.3.4 に計算条件を示し、表  23.3.5 に当該船が横方向から風を受けた場合の風圧力を示す。 

計算条件は受入計画船型に近い実在船舶を対象とし、当該船の一般配置図をもとに受風面積を求

め、横方向における最大風圧力を試算した。また、表  23.3.6 に 3,200 馬力級タグボートの推定推

力を示す。 

試算結果より、風速 5m/sec の比較的弱風時において正横方向から風を受けた場合の風圧力は 25.1t

となり、これに対し 3,200 馬力級タグボートの出力は上回り、1 隻の支援で足りることになる。風
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速 10m/sec では風圧力は 100.3t となり 3 隻のタグボートが必要となり、さらに強風下では 4 隻必

要である。実際には大型コンテナ船のスラスター併用によりタグボート隻数を少なくすることは

可能だが、現状の大型タグボート隻数は十分ではなく、運用開始までに新たな建造が必要である。 

なお、必要タグボートの馬力、隻数等は、自然条件や本船スラスター能力等によって異なるため、

運用開始までに操船シミュレーション等により仕様について詳細検討する必要がある。 

表  23.3.4 想定対象船舶（本船） 

全長 337.0m 
垂線間長 321.0m 
型幅 45.6m 
喫水 12.7m (UKC10% in depth 14m) 
水面上の側面投影面積 9,458m2 

 

表  23.3.5 風圧力の算定 

風速 風圧力 
5m/sec 25.1t 
8m/sec 64.2t 
10m/sec 100.3t 
15m/sec 144.5t 
20m/sec 225.7t 

 

表  23.3.6 3,200HP 級タグボートの推定支援力 

最大出力時 押: 46.0t 
引: 39.8t 

運用出力時 
(最大出力の 85%) 

押: 39.1t 
引: 33.8t 

23.3.3 航行管制 

 1) ベトナムにおける管制の実態 

ベトナムにおける航行管理は、基本的に南部（ホーチミン）、北部（ハイフォン）ともに同じで

あり、着離岸時刻を Maritime Administration がパイロット、港湾オペレータ（ターミナルの運用、

タグボートの手配等を行う）と協議し予めスケジュールをたて、狭い水路内で入出港船が混在し

ないように管理されている。ただし、全海域において入出港船の行き会いを排除した場合、長時

間にわたって船舶に待機を強いることになるため、一部の水域において行き会いを認めている。

また、船舶の位置情報は、数箇所の船舶への位置通報義務を設けることで把握している。 

現在、北部ではハイフォン、南部ではホーチミンにおいてVTSステーションが建てられているが、

ホーチミンにおいては設備設置から長期間にわたって運用されなかった事情があり、これを使用

するためには、機器のメンテナンス等の必要があり、現状においてこれに係わる設備投資につい

ての見通しはたっていない。一方、ハイフォンにおいては、レーダー2 基（数ヶ月前に導入）、

AIS モニター（3 年前から運用）を備え、現在、試用運用中である。 
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 2) ハイフォン港、ラクフェン航路における管制の実態 

ハイフォンにおいては、カットハイ島東部において VTS ステーションを置き、レーダー2 基及び

AIS モニター、その他 VHF 等の通信機器を装備している。ただし、レーダーについては、VTS 北

部のチャートデータが古く（Ha Nam 航路等の情報がアップデートされていない）、全海域をカバ

ーしていないため、現状では使用を控え AIS のみにより船舶の動静監視を行っている。（南部に

おいては問題ない） 

船舶は Maritime Administration により着離岸時刻が予め計画されるが、このスケジュール表は 1 日

2 回（10 時／16 時）VTS ステーションに配信される。その間にスケジュールが変更となった場合

は、ファックス、メール等により適宜修正される。 

また、航行船舶に対しては、特定の位置（図  23.3.1 参照）において VTS ステーションへの位置通

報が義務付けられており、VTS ステーションでは、これら着離岸時刻、位置通報情報、AIS 情報

等により船舶の動静を把握している。 

現状における VTS ステーションは、2 名の運用官が常駐し（2 日毎に交代）、船舶の動静監視の

ほか同航船の接近など必要に応じて VHF 等により船舶へ指示を与え水路の安全を確保している。 

将来においても、基本的には従来の航行管理と VTS による動静監視によって安全は確保できるも

のと考えられるが、現状の VTS レーダーはチャートデータが古く全海域をカバーしていないため

今後、データのアップグレードが必要である。 

 

 

図  23.3.1 Ha Nam 運河航行に係るガイダンス 
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図  23.3.2 VTS ステーション（カットハイ島） 

 

  
 

 
図  23.3.3 レーダー、VHF、AIS モニター 
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図  23.3.4 離着岸時刻チェックリスト／船舶からの通報リスト 

23.3.4 ラクフェン航路の航路標識 

図  23.3.7 に Lach Huyen Channel における現状の航路標識位置を示す。現状では 26 基の灯浮標が

およそ 1,600m の間隔で水路の両側に設置されている。 

  

図  23.3.5 ラクフェン航路の航路標識 
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図  23.3.6 Nam Trieu 航路の航路標識 

 

 
図  23.3.7 ラクフェン航路の航路標識位置図 
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23.4 ラクフェン航路の機能要件 

23.4.1 航路標識 

航路標識には境界明示の役割があるが、航行船舶にとってはそれ自体が障害物となる。計画航路

幅 160m に対し、10 万 DWT 級コンテナ船（全長 330m、幅 42.8m）の航行は、可航水域が制限さ

れた狭隘な水路と考えられる。 

以下に航路標識の機能要件を示す。 

- 航路及び回頭水域の境界を明示する。 

- 風浪、潮流等によって振れ回らないこと 

- 夜間においても港外から視認できること 

標識の間隔は、「港湾の技術上の基準」に基づき試算すると表  23.4.1 に示すように、航路幅 160m

における標識間隔は最大 1,250m となる。これは航路両端に標識を設置した場合の結果であり、自

船の位置偏位を少なくするためには、航路両端に標識を設置するのが望ましい。ただし、前述の

とおり、航行船舶にとっては、標識そのものが障害物となり、可航幅が制限されることから、標

識の設置は片側ずつ交互とし、自船位置の偏位認識は GPS 等の情報支援に依ることを想定する。 

標識の形式については、現状では灯浮標が設置されているが、これは風潮流により振れ回りが起

こり、水路側端の位置を明確に示すことができない。また、将来においては水深も増深されるた

め、さらに振れ回りが大きくなる。したがって、ここでは、このような風潮流による振れ回りの

小さいスパーブイを提案する。表  23.4.2にラクフェン航路における航路標識仕様案について示す。 

表  23.4.1 航路標識間隔の試算結果 

位置変位認識方法 標識間隔 必要航路幅 
926m (0.50 nm) 134.1m (0.4L, 3.1B) 航路標識による 
1,250m (0.67nm) 159.4m (0.5L, 3.6B) 

GPS による － 100.8m (0.3L, 2.4B) 

 

表  23.4.2 航路標識の仕様案 

仕様 例 
タイプ スパーブイ 
光源 LED 
電源 太陽電池 
点滅方式 同期 

スパーブイ 
長さ: 約 21.0m 
高さ: 約 7.6m 
重量: 約 5.8t 

光達距離 4 海里以上  
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図  23.4.1 スパーブイの例 

 

表  23.4.3 航路標識新規設置費用（概算） 

1JPY=VND 189.39
VND JPY

UNIT PRICE UNIT PRICE

1.0 25,000,000                       
1.0 20,218,900                       

1.0 37,817,000                       

1.0 7,764,900                        

65,800,800                    25,000,000                    
(347,428 JPY) (4,734,848,485 VND)

VND 4,800,649,285    
JPY 25,347,428         

Total for Supply And Install
Navigation Buoy / 1Unit

Total

DESCRIPTION

Supply And Install Navigation Buoy
Material
Spar Buoy
 Sinker

Equipment
 Equipment for Installation

Labour
 Labour for Installation

Q'ty

 

 

項目 基数 単価 合計 
25,347,428 円 506,948,564 円

航路標識新設 20 
282,895US ドル 5,657,908US ドル
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表  23.4.4 既設航路標識移設費用（概算） 

1JPY=VND 189.39
VND JPY

UNIT PRICE UNIT PRICE

1.0 35,694,100                       
1.0 37,817,000                       

1.0 4,746,300                        
1.0 7,764,900                        

86,022,300                    -                                     
(454,198 JPY) (0 Vnd)

VND 86,022,300         
JPY 454,198              

Total

Total for Replace Existing Buoy /
1Unit

 Equipment for Re-Installation

Labour
 Labour for Collection 
 Labour for Re-Installation

 Equipment for Collection 

DESCRIPTION

Replace Existing Buoy

Q'ty

Equipment

 
 

項目 基数 単価 合計 
454,198 円 1,362,594 円

既設航路標識移設 3 
5,069US ドル 15,208US ドル

 

表  23.4.5 航路標識の新規設置及び移設費用合計（概算） 

項目 基数 費用 
508,311,158 円

航路標識新設／既設航路標識移設 23 
5,673,116US ドル
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図  23.4.2 ラクフェン航路における航路標識計画位置図（1） 
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図  23.4.3 ラクフェン航路における航路標識計画位置図（2） 

23.4.2 防砂堤表示標識 

航路端から 1,000m の位置に約 7.6Km の防砂堤建設が計画されている。ラクフェン航路外におけ

る水深は極めて浅く大型船の航行は不可能であるが、小型船や小型ボートなどが付近を航行する

可能性は考えられる。 

防砂堤の高さ CD+2.0m に対し、満潮時（HWL）の水位は CD+3.55（MHWL：CD+3.05m）である

ため、満潮時には防砂堤が海面下となり目視できなくなることから、防砂堤の存在を示す標識が

必要である。表  23.4.6 に防砂堤表示標識の仕様案について示す。 

表  23.4.6 防砂堤上の標識灯仕様案 

仕様 例 
タイプ 標識灯 
高さ 5m 以上 
光源 LED 
電源 太陽電池 
光達距離 5km 以上 
設置間隔 2,000m 

直立標識灯 5m タイプ 
高さ: 約 5.43m 
光源高さ: 約 2.25m 
重量: 約 395kg 
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図  23.4.4 標識灯の例 

 

表  23.4.7 標識灯設置費用（概算） 

1JPY=VND 189.39
VND JPY

UNIT PRICE UNIT PRICE

1.0 4,000,000                        

1.0 37,817,000                       

1.0 7,764,900                        

45,581,900                    4,000,000                      
(240,672 JPY) (757,575,758 VND)

VND 803,157,658       
JPY 4,240,672           

 Labour for Installation

Total

Total for Supply And Install Light
Beacon / 1Unit

Equipment
 Equipment for Installation

Labour

DESCRIPTION Q'ty

Supply And Install Light Beacon
Material
Light Beacon

 

項目 基数 単価 合計 
4,240,672 円 84,813,448 円

標識灯設置 4 
47,329US ドル 946,579US ドル

23.4.3 パイロット操船支援システムの導入 

可航幅が制約された狭隘な水路において、自船の水路内での位置、計画進路からの偏位、Leeway

角、水路側端とのクリアランス等を瞬時にそして正確に把握することは極めて重要である。近年

の大型船においては電子海図や AIS 重畳機能等を持ったレーダーを装備する船も少なくないが、

すべての船舶が最新機器を装備しているとは限らず、バースへのアプローチ、着離岸の際は、パ

イロットはブリッジ外ウィングにおいて操船する場合が多く、船橋内の情報機器を見ながら操船

することはできない。また、航路標識を片側交互で設置した場合、航路標識の目視により、その

偏位を把握するのは難しく正確さに欠ける。 

したがって、操船するパイロット自身が、自船の位置情報、偏位情報、偏角、水路側端までの距

離、バースまでの距離など操船に必要な情報を常時正確に把握することを可能にする支援装置が

必要であり、表  23.4.8 に示すパイロット情報支援装置を提案する。 
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表  23.4.8 パイロット支援装置 

パイロット支援装置の機能 
機器 パーソナルコンピューター 
船位 AIS のパイロットケーブルを使用 

AIS を装備していない場合 GPS アンテナを使用 
AIS モニター AIS のパイロットケーブルを使用 
海図 電子海図 
その他の機能 航跡の表示 

速度、偏角など自船情報の表示 
AIS を持つ他船の情報表示 

 

表  23.4.9 パイロット支援装置導入費用 

項目 個数 単価 合計 
6,000,000 円 42,000,000 円パイロット支援装置 

（設置、指導費用含む） 
7 

66,964US ドル 468,750US ドル

23.5 課題 

(1) 本計画において想定されるコンテナ船の喫水は、50,000DWT では満載喫水 12.7m（H/d=1.1、

H：水深 14m、d：喫水）、100,000DWT では 80％積載時喫水 11.8m（H/d=1.2）である。この

ような十分な余裕水深がない場合、浅水影響が起こり船舶の操縦性は著しく低下する（特に

H/d=1.2 以下となるとその影響は大きくなる）。 

ラクフェン港コンテナターミナルへのアプローチは、バースに近づくに従い徐々に速力を低

減させ、バース手前数千 m 付近では 2～3 ノット程度になると考えられる。船舶は速力の低

下とともに風浪、潮流の影響を強く受けることになり姿勢保持が著しく難しくなる。また、

岸壁前面では、その場回頭操船を必要とし（右舷付け着岸：入港時、左舷付け着岸：出港時）、

回頭中の漂流など風潮流の影響を強く受ける。 

現状において強風下における着離岸の判断はパイロットに委ねられている。そのこと自体に

問題はないが、当該港において初めて受け入れる 100,000DWT 級コンテナ船が、狭く浅い水

路内において浅水影響、風潮流による影響等を受けながらも安全にアプローチし、着離岸す

ることができるか、その安全性について操船シミュレータ等の手法により十分に検証してお

く必要がある。検証結果により安全な航路航行、着離岸操船に必要なタグボート支援、受入

限界風速等について検討を加える必要がある。 

(2) 2006 年の実績では、時間帯別の入港隻数は最大でも 4 隻程度、その際の出港船は 2 隻程度で

あるため、大型コンテナ船入港時における出港船の待機影響は比較的小さいものと考えられ

る。ただし、ベトナム北部における取扱貨物量は年々増加傾向にあり、それに伴い大型船の

入港隻数も増加傾向にある。 

また、計画されるラクフェン港コンテナターミナルの利用においては、航路内での減速、岸

壁前面における回頭操船を必要とするため、航路占有時間が通常の航行船に比較して長くな

ることから、他船へ与える待機影響度は高いと考えられる。従って、今後、船舶の将来入港
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予測を踏まえた効率性について検討を加えることが望まれる。 

(3) 航路内における漁業操業はないが、航路周辺での操業、至近における定置網設置が行われて

いる。こうした小型漁船は、大型コンテナ船の航行に伴う航走波によって転覆する等の動揺

影響が懸念される。また、将来、岸壁を延長した場合においては、係留船の動揺に伴う係留

影響、荷役影響などについても懸念がある。今後、大型船航行時の航走波による動揺影響等

について検討を加えることが望まれる。 
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24. 結論と提言 

24.1 PPP 

このラクフェン港インフラ建設プロジェクトは港湾部門と道路・橋梁部門からなり、港湾部門は

ベトナム政府によって PPP（官民連携）枠組みで実施されることに決定された。その民間部分で

あるコンテナバース No.1 と No.2 の建設と運営はビナラインが日本の投資家と共同企業体を組ん

で実施し、公共部分である航路浚渫、用地埋立と港湾道路、防護施設、CIQ（税関・出入国管理・

検疫）ビル、サービスボートバースの建設等、その他港湾インフラはベトナム政府の自己資金と

日本 ODA ローンでビナマリンの MPMU II（海事プロジェクト管理団体 II）の責任で実施される。

このプロジェクトは日本の ODA 援助によるベトナムにおける最初の PPP 枠組みによる港湾開発

である。 

24.2 STEP ローン 

ベトナム政府はこのプロジェクトにステップ（本邦技術活用条件）ローンの提供を日本政府に要

請した。ステップローンの条件は、利率 0.2%/年、プロジェクトコストの 85%のローン枠、返済

期間 40 年、返済猶予期間 10 年である。ステップローンが日本政府によって受け入れられれば、

詳細設計のコンサルタント費用は JICA 技術無償援助で賄われ、ローン契約の調印後直ちに適用さ

れるので詳細設計のための実施工程が短縮される。これらの条件が建設計画や建設費積算、経済・

財務分析に考慮されている。 

24.3 需要予測及び港湾開発規模 

北部ベトナムで取扱われる貨物需要量の予測は、総量ではサプロフ調査と TEDI の可能性調査で

は大差が無かったが、コンテナ貨物とその他一般貨物の割合については両調査の間に大きな開き

があった。即ち、サプロフ調査のコンテナ貨物量は 2015 年時点で 359 万 TEU、2020 年で 508 万

TEU なのに対し、TEDI 調査ではそれぞれ 168 万 TEU と 345 万 TEU であった。一方、サプロフ調

査の雑貨とバラ荷貨物量は 2015 年時点で 1,120 万トン、2020 年で 1,290 万トンなのに対し TEDI

調査ではそれぞれ 2,583 万トンと 3,043 万トンであった。 

このような大きな開きが生じた原因は、TEDI 調査が 2004 年までの貨物データを使って 2006 年に

実施されたためである。コンテナ貨物と一般貨物の比率は 2004 年時点では 50%：50%であったも

のが 2008 年には 69%：31%になった。サプロフ調査は 2008 年のデータに基づいており、上記貨

物需要予測は 2004 年以降の貨物トレンドの変化を反映したものとなっている。結果的にラクフェ

ン港のコンテナ量と雑貨・バラ荷貨物量は 2020 年にはそれぞれ 223 万 TEU 及び 238 万トンにな

ると見積もられた。 

2020 年のラクフェン港のこれら貨物を取り扱うためには、満載 50,000DWT 船及び部分載荷

100,000DWT 船を対象とするコンテナバース 5 バース（延長 375m x 5、水深-14mCDL）及び満載

50,000DWT 船を対象とする多目的バース 3 バース（延長 250m x 3、水深‐13mCDL）を建設する

必要がある。 
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24.4 2015 年までに開発するコンテナバース No.1 及び No.2 

2020 年を目標年次とするラクフェン港の中期開発計画の枠組みの中で、最初の 2 つのコンテナバ

ースが 2007 年 4 月 11 日の首相決定及び 2008 年 12 月 22 日の運輸大臣決定によりビナラインをプ

ロジェクト所有者として実施することが決定されている。従って、2015 年を目標年次とするこの

初期開発計画は最初のコンテナ 2 バースの開発と関連港湾インフラ開発のために作成された。 

コンテナバース開発のスコープと規模はサプロフ調査で見直しが行われ、オリジナル計画に対し

下記のような修正が提案された： 

(1) 対象船型は満載 30,000DWT船及び部分載荷 50,000DWT船に代わり満載 50,000DWT船及

び部分載荷 10,000DWT 船とする。 

(2) 上記船型変更に伴い、バース No.1 及び No.2 の延長を 600m から 750m に修正する。 

(3) ターミナルヤードの面積を 36ha から 45ha に拡張する。 

(4) 岸壁クレーンは 100,000DWT コンテナ船に対応して大型のものにする。 

(5) 内航海運のためにバージバースをターミナルの北東部分に建設する。 

(6) ターミナル用地の埋立及び地盤改良工事はビナラインに代わり公共セクターが実施する。 

24.5 船舶航路 

オリジナル計画では、船舶航路は一方通行制で幅 130m、水深‐10.3mCDL、斜面勾配 1：10 であ

ったがサプロフ調査では次のような修正を提案した： 

(1) 諸元 

- 航路幅は PIANC 指針により 100,000DWT 船に対応するように防砂堤で防護されてい

る部分は 160m、防砂堤で防護されていない部分は 210m とする。 

- 航路の水深はアジア‐北米（太平洋横断）国際幹線航路に就航する 50,000DWT
（4,000TEU）以上のコンテナ船がラクフェン港へ寄港する可能性が高いことから初

期開発段階から‐14mCDL とする。国際ゲートウエイ港はいかなる潮位でもそのよ

うな母船を受け入れられなければならない。 

(2) 航行援助装置 

- ラクフェン港路は初期開発段階では一方通行で 100,000DWT コンテナ船にとっては

最小幅で開発される。従って、航路標識は既存の浮標タイプから浮標より動きが少

なく正確な位置を表示できるスパー（柱状）ブイに取り替える。 

- 漁船のような小型船が防砂堤の周辺を航行するが防砂堤は高潮時には水面下になり

漁民には見えなくなる。従って、漁民に対し障害物の存在を示すために灯光標識を

設置する。 

- 自船の位置をリアルタイムで表示できるパイロット支援システムをパイロット事務

所に備える。 
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(3) 航路埋没対策 

- 防砂堤を海底標高‐5.0ｍCDL まで、延長 7,600m を建設する。 

24.6 港湾道路 

港湾道路は、片側 3 車線は必要ないのでサプロフ調査では片側 2 車線とする。しかし、ターミナ

ル沿いに 2 車線の待機車線と両方向にモーターバイクの通路兼事故時の緊急停車帯を舗装路肩と

して配置する。初期開発段階の港湾道路の全幅はオリジナル計画の 41m に代えて 44m とし、港湾

道路の延長はコンテナバースの長さが延びたのと公共関連施設が加わったためオリジナル計画の

630m に代えて 1,000m とする。将来の道路及び鉄道拡張エリアとしてはオリジナル計画通り幅

200m をそのまま確保する。 

24.7 外部護岸 

TEDI の可能性調査では天端高＋5.5mCDL で消波工幅 13.7m 或いは天端高＋9.0mCDL で消波工幅

2 列 2.9m を護岸の前面に置く案であった。沖波にさらされることから外部護岸は少なくとも年に

一度は台風による異常に大きな波の作用を受ける。従って、サプロフ調査では護岸の天端高を平

均高潮面＋4.43m に設計波高 3.2m の 0.6 倍を加え＋6.5mCDL を提案する。この外部護岸は 2 種類

からなり、一つは背後が砂で埋め立てられるタイプ、もう一つは現時点では背後が砂で埋め立て

られず将来埋め立てられるもので背後斜面は波浪に対して石で被覆されるタイプである。外部護

岸の総延長はオリジナル計画の 3,900m に代え 3,230m とする。 

24.8 防砂堤 

防砂堤は砂の堆積から航路を守るために外部護岸と同じ法線上に配置される。運輸省の決定では

「防砂堤はヤードを構成する外部護岸に接続して総延長約 5,700m （海底標高‐3.0m まで）で設

計される。ただし、棒砂堤の長さは詳細設計段階で具体的に決められる。」と記されている。 

サプロフ調査では防砂堤の配置代替案に対し航路沿いの堆積量に関する数々のシミュレーション

調査を行った。第 8 章に示したシミュレーション結果に基づいて、サプロフ調査は 3 つの代替案、

即ち、代替案 1：防砂堤は天端高＋4.0mCDL で海底面標高‐10mCDL まで初期開発段階で建設す

る、代替案 2：防砂堤は天端高＋4.0mCDL で初期段階では海底面標高‐5.0mCDL まで建設し、5

年後に海底面標高‐10mCDL まで延長する、代替案 3：防砂堤の天端高＋2.0mCDL で初期段階で

は海底標高‐5.0mCDL まで建設し、将来も延長しない、を比較検討した。その結果、代替案 3 が

最も経済的であると評価し、防砂堤は水深‐5.0mCDL まで延長 7,600m を建設するよう提案する。 

防砂堤下層地盤の圧密沈下量は長期間に 30cm乃至 60cm程度と予想されそれほど大きくないこと

から、防砂堤の機能や建設費の節減、工事期間の短縮などの観点から、下層地盤の地盤改良は行

わないことを提案する。その代わり、防砂堤コア材の重量を支え下層粘土層の円弧すべりを防ぐ

ためカウンターウエイトとして海底面に 1.0m ないし 1.5m 厚さの捨石を敷設する。 

24.9 公共関連施設 

港湾局、税関、出入国管理、検疫そして港湾労働者の休憩娯楽用建物や作業船の係留施設のよう
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な公共関連施設はこのプロジェクトのスコープに含まれていなかった。しかし、サプロフ調査は

これらの公共関連施設はプロジェクトのスコープに含まれるべきであると提案する。 

円滑で迅速な貨物流動は、ベトナム北部にゲートウエイ港として新たに建設される港湾にとって

最も重要な目標である。この目的を達成するために公共関連施設を最も便利な場所に設けること

が不可欠である。それによって、港湾事業に関連する政府事務所やオペレーター、船社、荷主な

ど全ての関係者が彼らの事業を円滑かつ効率的に行うことが出来る。 

公共関連施設の規模は次のように提案する。1） 用地埋立：344,000m3、2） バース前面の浚渫：

104,000 m3、3） サービスボートバース：375m 長 x 30m 幅 x ‐4.0m 深、4） 舗装：121,000m2、

5） 建物：4,600m2、6） ユーティリティその他：一式。 

24.10 地盤改良 

TEDI 可能性調査では埋立地の地盤改良工法としては垂直砂杭排水法を採用するよう提案された

が報告書にはそれに関する詳しい理由は述べられていない。サプロフ調査はプラスティック板垂

直排水法（PVD）と、埋立とオペレーション中の載貨荷重による圧密を促進するための余盛併用

法の採用を提案する。この方法は次のような利点を有する： 

(1) 軟弱粘性土に対し各種建設プロジェクトの地盤改良に現在最も広くかつ多く採用されて

いる方法の一つである。 

(2) 砂杭工法に比べ、杭打ちによる下層地盤の乱れを最小に保ち、杭打ち工期を大幅に短縮

できる。 

(3) 他の工法に比べ建設費が経済的である。 

(4) 最近技術が改善され、建設中の余盛との併用で粘性地盤の圧密促進の効果が確認されて

いる。 

PVD による地盤改良以外に、セメント深層混合工法の一つである低率セメント柱置換え工法

（ALICC）をコンテナバース構造の直背後の埋立て土を安定させる土留壁に対して適用すること

を提案する。何故なら、バースの直背後約 50m 幅は民間セクターによってバース構造物を建設す

るために仮設ヤードとして使用されるからである。そのエリアは民間セクターが出来るだけ早く

ターミナル建設に着手出きるよう早く引き渡すことが求められている。 

24.11 実施スケジュール 

ベトナム政府は、コンテナバース No.1 と No.2 の建設を 2014 年までに完成し 2015 年初頭からの

操業開始を望んでいる。しかしながら、標準的な手続きと円ローン合意の手順を考慮すると、建

設工事は 2012 年の半ばに着手できると予想される。建設工事期間は 41 ヶ月必要なので港湾運営

は 2015 年 7 月に開始できるのが最短だと思われる。ただし、もしバースの運営開始が 1 バース毎

に異なっても良ければ、最初のバースは 2015 年 4 月にまた第 2 バースは 2015 年 9 月に運営開始

できる。 

上記の実施スケジュールは全ての調達手続きが遅滞無く行われることを前提にしていることに留
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意する必要がある。 

24.12 契約パッケージ 

この港湾部門の ODA プロジェクトは下表に示すように 4 つの主要工事からなる。 

表  24.12.1 各工事の見積り工事費 

番号 工事 建設費 
1 航路 US$ 315 million  
2 コンテナターミナル US$ 138 million 
3 港湾防護施設 US$ 166 million 
4 公共関連施設 US$ 27 million 

各主要工事に要求される技術能力、工事間の境界領域、各工事の財務的規模、工事の円滑で迅速

な遂行等を考慮して、ODA プロジェクトの港湾部門の契約パッケージは次のように 2 パッケージ

に分けることを提案する： 

- パッケージ 1：航行航路の浚渫 

- パッケージ 2：コンテナターミナル及び港湾防御施設、公共関連施設の建設 

上記の建設 2 パッケージに加え、この両工事の施工監理のためのコンサルタント業務をパッケー

ジ 3 とする。 

- パッケージ 3：施工監理コンサルタント業務 

24.13 組織構造 

 1) 実施機関 

プロジェクト実施に関連する組織はベトナム政府によって次のように決定された： 

(1) 公共セクター 

a) 借受者：大蔵省（MOF） 

（港湾部門に関し） 

b) ライン機関：運輸省（MOT） 

c) プロジェクト所有者：運輸省（MOT） 

d) 実行機関：海事プロジェクトマネージメントユニット II（MPMU II）、ビナマリン 

（道路・橋梁部門に関し） 

e) ライン機関：運輸省（MOT） 

f) プロジェクト所有者：運輸省（MOT） 

g) 実行機関：プロジェクトマネージメントユニット 2（PMU2）、MOT 

 



ベトナム国 ラクフェン港開発事業準備調査（その２） 
- 最終報告書, 第 4 編 - 

 24-6

（用地明け渡し、補償、住民移転に関し） 

h) ハイフォン人民委員会 

(2) 民間セクター 

（港湾部門に関し） 

a) プロジェクト所有者：ビナライン 

 2) 連帯調整会議（JCC） 

港湾部門と道路・橋梁部門間の円滑な実施と一貫性を担保するために、運輸省は副大臣を議長と

し、ビナマリン、MPMU II、PMU2、TEDI、ビナライン、計画投資省、財務省、ハイフォン人民

委員会などの関係機関の代表者を委員とする連帯調整会議（JCC）を設立し、調整会議を周期的

に開催する。JICA の代表を JCC に参加させるように JICA は要請し、MOT はこれに合意した。 

JCC はローン合意書が調印されるまでは毎月、建設工事が開始するまでは 3 ヶ月毎に、そしてそ

の後は必要に応じて、ただし、少なくも 6 ヶ月に一度は開催されるように推奨したい。 

 3) 運営管理 

民間セクターであるビナラインの共同企業体はコンテナターミナル No.1&2 の桟橋構造物、バー

ス前の浚渫、道理・ヤードの舗装、建物及びユーティリティ建設に投資する。これらの全ての施

設はビナラインの共同企業体のもとに設立される民間運営会社 SPC の責任で運営管理される。 

公共セクターであるベトナム政府は航行航路の浚渫、ターミナル用地及び外部護岸、防砂堤の建

設とサービスバース、建物、ユーティリティを含む公共関連施設の建設に投資する。 

ターミナル用地及び 200m 幅のターミナル背後の用地、公共関連施設用地の埋立及び地盤改良が

完了したら、これらの用地の運営管理はビナマリンあるいはハイフォン人民委員会の責任となる。 

港湾所有者であるビナマリンは、その他のインフラである航行航路や外部護岸、防砂堤、公共関

連施設の運営管理に責任を持つ。これらインフラの維持管理はビナマリンによって遂行される。 

24.14 FIRR 及び EIRR 

24.14.1 FIRR（財務的内部収益率） 

公共セクターは、加重平均資本コスト（WACC）をカバーするために、長期に亘って適切な回収

をすることが求められる。プロジェクトコストの 84.3%は ODA ローン（STEP 条件）で融資され、

15.7%はベトナム政府の予算によって融資される。予算部分に対しては資本の投資機会費用（15%）

をカバーするように適切に回収されなければならない。WACC は 0.32%と計算される。 

中成長ケースの公共投資の財務的内部収益率（FIRR）は 0.89%であり、これは WACC を超えてい

る。従って、公共投資は財務的に健全であると見做すことができる。 

民間セクターは彼らの資産に対して、少なくとも資本の投資機会費用をカバーする回収を求める。
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機会費用は 15％と考えられる。同時に民間銀行は債務返済に対し必要な資金の十分な利ざやを要

求する。事業収益の履行債務に対する比率（DSCR）は 1.5 以上で無ければならない。 

中成長ケースの場合の民間投資の資本回収率（ROE）は 16.2%であり機会費用より高い。この場

合の平均 DSCR は 1.68 であり 1.5 以上である。従って、民間投資は財務的に健全であると言える。 

感度分析の結果を次表に示す。 

表  24.14.1 感度分析結果 

ROE DSCR Public FIRR

高成長ケース 18.2% 1.68 1.33%

中間成長ケース

(ベースケース) 16.2% 1.68 1.24%

低成長ケース 14.0% 1.66* 1.11%

ベースケース +10 % 13.3% 1.53 1.21%

ベースケース +5% 14.7% 1.60 1.23%

ベースケース 16.2% 1.68 1.24%

85$ 12.8% 1.44* 0.17%

95 $ （40 feet　実入り）

(ベースケース) 16.2% 1.68 1.24%

105$ 19.5% 1.93 2.15%

*: 元本返済初年のみ1.0を下回る

コンテナ
取扱量

投資
コスト

ケース

コンテナ
取扱手数料

 

24.14.2 EIRR（経済的内部収益率） 

 1) 中期開発プロジェクトの EIRR （2020） 

経済分析の目的は、国家経済的観点から 2020 年を目標年次とするベトナムの国際ゲートウエイ港

湾であるラクフェン港プロジェクトに焦点を当て、プロジェクト建設の経済的可能性を評価する

ことである。経済分析は“With”と“Without”ケースで構成される。 

“With”ケースのシナリオは、タンブ‐ラクフェン幹線道路を含む中期港湾開発におけるラクフ

ェン港（総延長 2,000m のコンテナバース 5 バース、総延長 750m の多目的バース 3 バース、水深

‐14m の進入航路、防砂堤、護岸その他）の建設である。 

“Without”ケースではハイフォン港とカイラン港の海上貨物は従来どおりフィーダーサービス路

線で輸送され、ハイフォン港とカイラン港の容量を超過する貨物は、香港で積み降され香港港と

ベトナム北部間は陸上輸送で行われるものとする。 

タンブ‐ラクフェン幹線道路プロジェクトを含むラクフェン港プロジェクトの EIRR（経済的内部

収益率）は 23.9%と見積もられ、ベトナムにおける社会的割引率或いは資本の投資機会費用であ

る 12%を超えている。従って、このプロジェクトは経済的に可能であると結論できる。 
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中期開発プロジェクトの感度分析結果を次表に示す。 

表  24.14.2 中期開発プロジェクトの EIRR の感度分析 （2020）                          
（コンテナ 5 バース及び多目的 3 バース） 

便益 
  

ベースケース 10% 低下 20% 低下 
ベースケース 23.9% 21.9% 19.7% 
10% 増加 21.9% 20.1% 18.1% 

プロジェク

トコスト 
20% 増加 19.7% 18.6% 16.6% 

 2) 短期開発プロジェクトの EIRR（コンテナ 2 バース） 

“With”及び“Without”ケースの便益の考え方は中期開発プロジェクトの場合の経済分析の条件

と同じである。コンテナバース 2 バースの貨物取扱量は 890,000TEU/年である。経済分析の期間

（プロジェクトライフ）は短期開発プロジェクトの完成後 30 年間（2015－2046）と仮定した。 

短期開発プロジェクト（コンテナバース 2 バース）の EIRR は 14.3%と計算された。従って、短期

開発プロジェクトは経済的に十分実施可能である。 

感度分析の結果を次表に示す。 

表  24.14.3 短期開発プロジェクトの EIRR の感度分析                              
（コンテナバース 2 バース） 

便益 
  

ベースケース 10% 低下 20% 低下 
ベースケース 14.3% 12.8% 11.1% 
10% 増加 12.8% 11.4% 9.9% 

プロジェク

トコスト 
20% 増加 11.1% 10.3% 8.8% 

24.15 港湾管理ユニット（PMU） 

ラクフェン港にとって非収益施設である航行航路や航路標識、防波堤、防砂堤などを適切に管理

することは港湾の機能的運営と継続的発展にとって大変重要なことである。この目的達成のため

に港湾局は強い権限と十分な予算を持つ必要がある。しかしながら、現在のハイフォン港の港湾

局の責任は、諸外国の同様の港湾では殆どハーバーマスターが果たす責任範囲に限られている。 

従って、ラクフェン港の継続的発展に欠かせない港湾監理能力の改善と強化が強く助言される。

現在の管理の枠組みの中で港湾管理システムの効率欠如に関連して、かつ、ラクフェン港の大き

な発展機会を見据えて、港湾運営に対する幅広い責任と義務を持った港湾管理ユニット（PMU）

をビナマリン主導の下で設立することを提言する。 

24.16 詳細設計段階 

詳細設計の通常の業務内容に加え次の事項が調査検討されるように提案する。 
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 1) 浚渫土の土捨場 

ラクフェン港路の浚渫土は殆どが乱された粘性土であり用地造成には不向きである。現時点では

浚渫土の土捨場は南ディンブー地区に計画されている。それはこの地区が環境影響評価（EIA）報

告書でハイフォン人民委員会によって承認された土捨場のうちで最も近いからである。しかしな

がら、この土捨場は費用のかかる仮設堤防の建設が必要であり、埋立に不適格な浚渫土であるた

め工業団地として利用するには事前に多額の費用をかけて地盤改良しなければならない。 

南ディンブーのサイトに比べ、長期的には有益性及び経済性の観点から「自然生息地修復」のた

めラクフェン港の将来拡張予定地や「海洋投棄」のためのラクフェン沖合がより良い候補地の可

能性が高い（図  24.16.1）。従って、これらのサイトについて直ちに持続的な浚渫土管理のための

代替案に関し可能性調査を行うよう推奨する。もしそのような方策が新港湾の建設と初期運営に

とって技術的かつ経済的に可能であれば、そのような代案に対し環境影響評価（EIA）を行い、浚

渫業者選定の入札の前までに各建設、運営段階に対し EIA 関係機関の承認を得ることを提言する。

「持続的浚渫土管理」に対する推奨代替案の詳しい説明は 22 章の環境影響緩和策に示している。 

沖合投棄
地域

干潟造
成地

干潟造
成地

承認済
投棄地域

 

図  24.16.1 持続的な浚渫土砂の処理対策の候補地概要 

EIA 報告書の準備に関しては、それを作成する EIA コンサルタントの能力による面が大きいが大

体 6 ヶ月ないし 12 ヶ月を要するであろう。十分なベースライン情報が有る場合、特に年間の影響

をカバーする自然環境の関する情報があれば、報告書は十分なベースライン情報の収集後数ヶ月

で作成できる。 

EIA 報告書の評価に関して、承認の手続きと最短機関は添付 24－1 の戦略的環境評価及び環境影

響評価、環境保護責任に関する回覧 No.05/2008/TT-BTNMT に記載されている。しかし、自然資源

環境省（MONRE）の EIA 部局代表者によれば、環境省による国家レベルの最終承認には少なく

とも 3 ヶ月から 6 ヶ月は必要で、その期間はプロジェクトの規模と種類によると言われる。      

 2) 操船シミュレーション 

このラクフェン港路は片側通行で、防砂堤で防護されている区間は幅 160m、防砂堤で防護されて



ベトナム国 ラクフェン港開発事業準備調査（その２） 
- 最終報告書, 第 4 編 - 

 24-10

いない区間は幅 210m、延長約 18km である。部分載荷の 100,000 載荷重量トンコンテナ船にとっ

てこの航路の航行は海象条件や気象条件が悪い時は容易ではない。自然条件の限界や適切なタグ

ボート補助を知るために、操船シミュレーションを詳細設計期間中に実施することを提案する。 

24.17 建設段階 

 1) 維持浚渫計画 

信頼できる維持浚渫計画を策定するために、実際の堆積現象と海象条件の検査測量を浚渫工事期

間中に 3 ヶ月毎に実施し数値堆積解析をコンサルタントが行うように提案する。 

24.18 運営段階 

 1) 運営及び効率指標 

ODA プロジェクトで建設された施設が効率的に利用されているかどうかを評価するために、次の

運営と効率指標をラクフェン港開港から 2 年後の 2017 年初頭に評価しなければならない。 

表  24.18.1 実行指針 

 運用効果指標 目標値 
1 バース占有率 30% 
2 コンテナ留置時間 6 日 
3 コンテナ取扱量 2016 年：500,000TEU 

2020 年：750,000TEU 
4 No.1 及び No.2 バースに接岸する最大船型 50,000DWT 以上 

24.19 自然及び社会環境配慮 

承認済 EIA 及び SAPROF 調査団による包括的なレビューの結果、 SAPROF 調査団により提案さ

れた港湾計画の変更は、長期的な浚渫土砂影響を除き重要な影響はないと推察される。但し、承

認済 EIA では指摘されていなかったが、潜在的な影響が確認され、今後検討を要する項目が明確

になった。以下に SAPROF 案の主要変更箇所とその影響及び確認された潜在的な影響の一覧を示

す。 
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表  24.19.1 SAPROF 調査団が提案する港湾開発計画とその変更に対する環境影響 

項目 SAPROF 提案 環境影響 
開発計画変更に伴う環境影響 

1. コンテナターミナ

ル対象船舶 
満載 50,000DWT 
非満載 100,000DWT 

• 変更による影響はあまり無いと推察される。

2. 航路幅・深さ 幅 160～210m、計画水

深 CDL-14m 
• 計画変更により、相当量の浚渫土砂が追加的

に発生するが、浚渫土砂の投棄指定箇所は追

加分を考慮しても受入が十分可能であり、追

加土砂による周辺環境への影響は殆ど無いと

推察される。 
• 但し、今後維持浚渫から排出される浚渫土砂

も相当量の増加が見込まれるため、浚渫土砂

の持続的な処理対策の検討が早急に必要であ

る。 
3. 防砂提延長 
 

CDL-5ｍ迄延長  • 土砂の堆積シミュレーション結果によると、

土砂堆積に関しては大きな変化は見られな

い。しかしながら、非常に複雑な海域の解析

結果で細部の影響の把握は困難なため、継続

的なモニタリングにより計算結果を継続的に

検証擦る必要がある。 
• 油流出事故を想定した拡散シミュレーション

結果によると、承認済 EIA（TEDI 案）に比べ

SAPROF 提案の影響は非常に小さい。しかし

ながら、非常に複雑な海域での解析結果であ

り、承認済 EIA、SAPROF 調査の解析共に誤

差を含んでいる可能性がある。従って、詳細

設計時には解析に適用するモデルの検証及び

影響範囲の再検討が、追加 EIA の中でされる

ことが望ましい。 
4. 公共施設用地、サー

ビスバース 
1） 浚渫 
2） サービス船バース, 
3） 港湾管理施設 
4） 港湾・船舶関連労

働者施設 
5） 舗装 

• 現在は殆ど活用がされていない土地取得及び

海岸の埋立により造成（既存計画の埋立予定

地）される為、重要な影響は殆ど無いと推察

される。但し、墓地の移転を含めた土地収用

が計画通りに進められることは、差し迫る工

事計画を円滑に進める上で大変重要である。

確認された検討が求められる影響項目 
5. 周辺海域の自然・生

態系把握 
追加調査により、年間

の変動及びより広範囲

の海域での調査が推奨

される 

• 乾季末期に 1 度行なわれた現状把握調査だけ

では年間の変動を把握するのは困難である。

また、調査地点間も非常に近い為、

ADDITIONAL EIA 実施時には、追加生態系調

査（雨季）をより広範囲で行い反映させる事

が求められる。 
6. 沿岸漁業者影響 社会保障制度の整備 • 承認 EIA では漁業者への影響は殆ど無いとさ

れているが、SAPROF 調査団により十分な数

の漁が常に行われている事が確認された。漁

業者からのヒアリングでは、将来の漁獲量と、

スキル不足により期待される新しい雇用機会

を得られないのではないかという心配が確認

された。 
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本提案事業はべ国の経済発展にとって非常に大きな役割を果たす事は明白ではあるが、本調査で

確認された環境社会影響に関し適切な対応が同国で事業実施前に必要な ADDITIONAL EIA で適

切な検討とその影響の提言策が提示される事が求められる。法令上 ADDITIONAL EIA で求めら

れる検討項目は以下 5 項目： 

a/プロジェクトの変更箇所 

b/EIA 承認後からのプロジェクト実施地域の周辺環境の変化（自然、社会、経済等） 

c/変更による環境社会影響とその低減策 

d/変更に対する環境管理及びモニタリング対応  

e/その他変更 

2010 年 3 月に本提案事業に関して JICA とべ国政府間で正式に調印された協議議事録（minutes of 

discussion）によると、前述生態系の追加調査、沿岸漁業者への補償制度の整備は JICA の支援に

より行われる予定の詳細設計の中で実施される事が求められる。それらの結果は ADDITIONAL 

EIA に適切に反映され、詳細設計が終了するまでに ADDITIONAL EIA の承認が得られている事が

求められる。 

24.19.1 自然環境 

 1) 環境状況ベースライン調査 

カットバ国立公園の近くであることに配慮してプロジェクトサイトとその周辺で実施された環境

ベースライン調査は環境アセスメント報告書（2008）の承認を目的とする最低限の要求としては

適当であった。ベースライン調査は計画港湾水域の海岸水の生物サンプリング（植物プランクト

ン、動物プランクトン、底生生物）を含む大気、海岸の水、海岸の海底堆積物及び地下水を網羅

している。さらに、カットバ島（プーロン地区）の西海岸に沿ってかなりのマングローブ林が存

在する海岸湿地の植物相を含んでいる。しかしながら、この調査の問題は、この調査が（2006 年

5 月に）たった一度だけしか行われておらず、季節変動を十分に代表するものとは見なせないこ

とである。従って、詳細設計期間中に代表的な雨季と乾季の状態を適切に説明できるように最低

でも 2 回のサンプリングによる生態系調査を実施し、プロジェクト建設段階及びそれに続くオペ

レーション段階の環境モニタリングの結果との将来の比較評価に資するように環境条件ベースラ

インを明確に規定することを提案する。 

 2) プロジェクトの建設段階の留意事項 

環境影響評価報告書に提案されている沿岸部、特にアクセスが容易な南ディンブー地区はこのプ

ロジェクトで発生する約 3,000 万㎥の全浚渫土砂を収容できる容量を持っている。しかし、それ

でも浚渫土の土捨て管理の観点から沖合投棄を含む他の可能性の代替案の検討が必要になるかも

しれないが、その場合は詳細設計の段階で行う。建設コントラクターは建設工事実施に関連する

事項に対し総合的に十分注意して、特に「安全第一」の概念を厳格に守って EHS（環境、健康、

安全）を完全に行わなければならない。コントラクターは港湾工事のために必要な砂や土、石な
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どの自然資源は法的に認められた業者から購入しなければならない。さらに、コントラクターは

建設サイトと周辺の陸上地区の大気環境（カットハイ島）と海岸環境（ラクフェン河口）の定期

的周期的環境モニタリングを実施するために独立した信頼できる機関を使わなければならない。 

 3) プロジェクトのオペレーション段階の留意事項 

港湾運営機関が港湾運営の面で EHS を厳守することは必須条件である。オペレーションの安全は

港湾ターミナル運営の安全と航行安全の両方を含む。港湾は、通常の港湾運営から発生する廃棄

物と船舶が廃棄する廃棄物の全てを適切に管理するために、廃棄物の集積、処理、廃棄施設を備

えなければならない。さらに、事故や火災、油漏れのような潜在的緊急事態に効率的に、連絡す

れば直ぐに活動できるような緊急監理システムを備えねばならない。港湾運営機関は、港湾地区

の航路域と対岸に位置するカットバ島の西海岸地帯を含むラクフェン航路付近に重点を置いた定

期的周期的な環境モニタリングを行う義務がある。 

24.19.2 社会環境 

 1) プロジェクト準備段階の留意事項 

準備段階においては、土地収用と沿岸漁業者に対する配慮の 2 点が主要課題と想定される。土地

収用については、社会環境面で大きな影響を与える土地収容は想定されないため MPMU II が作

成した収容計画案に沿った作業が進められた場合、比較的容易に収容作業が完了する事が想定さ

れる。但し、土地収用作業が確実に時間内に進められるよう、MPMU II 及びビナマリンは土地収

用の責任機関であるハイフォン市人民委員会と継続的に連絡を取り合い確実な実施を促す事が望

まれる。 

沿岸漁業者への配慮は責任機関であるハイフォン市人民委員会及び MPMU II 及びビナマリンの

積極的な協力により真剣な検討がされるべきである。べ国の現行法では漁業に関する法的な位置

付けが明確でないため漁業者への補償は現状では期待できないが、それら被影響者に対する新し

い補償制度の検討に当たっては、土地法で保障される生活手段の回復支援等が参考にされるべき

である。また、JBIC ガイドライン/世界銀行ガイドラインとベ国土地法の補償範囲には開きがある

事が指摘されている為、現在同地区で世界銀行の援助によって運輸省が実施している「北部デル

タ運輸開発プロジェクト（Northern Delta Transport Development Project）」の再定住化政策（RPF：

Resettlement Policy Framework）を参照して補償措置を計画することが望ましい。再定住化政策は

異なる援助機関のプロジェクトではあるが、同じ地域の同じ運輸省の ODA プロジェクトの保護政

策として一貫性を保つため、JBIC 指針の基にもなっている世界銀行ガイドラインを適用すること

が合理的である。世界銀行ガイドラインの定義から言って、補償は金銭による必要は無く生活回

復や職業転換のための職業訓練などの支援でよい。むしろ短期的な金銭による解決よりも長期的

な解決法を提供することが望ましい。地元住民の要請に基づく、新しい就職機会に対する職業訓

練が地域社会の持続的な解決には望ましい。 

現在明らかになっている補償対象外の影響は事業実施初期段階では大きな問題とならない可能性

はあるが、将来大変重要な問題となる可能性を秘めている。過去の経験上、同様の潜在的な問題

に対して先行して適当な対応を行なった場合、問題が発生して事後対応を行なう場合と比較して
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遥かに早く低予算で同様の問題を回避する事が可能な事が証明されている。 

 2) 建設段階における留意事項 

(1) 労働者の安全保障の観点から、労働者への適切な訓練と安全作業のマネジメントが徹底され

る必要がある。事業実施責任者という立場から、MPMU II は建設請負業者が環境、健康、安

全を考慮した訓練や各種措置を徹底している事を監督するメカニズムを取り入れていくこと

が求められる。 

また、感染症対策については公衆衛生管理の訓練が施されるよう建設請負業者の監督を

すると共に、同事業者と協力していくことが望まれる。特に感染症対策においては個人

の意識改善による効果が高いため、建設作業員や地元住民が常に予防意識を保てるよう

な定期的かつ継続した予防教育が取られることが望ましい。また特に、建設作業員を通

して外から持ち込まれる感染症の拡散を抑制するため、建設作業員の居住区と地域住民

の居住区を分離する事で、抑制する方法も効果的な方法である。 

(2) 社会経済的側面においては、カットハイ島における工事作業員等の急激な人口流入により引

き起こる事が予想される同地域の急激な物価上昇の抑制対策が必要である。状況を的確に把

握する為に物価及び地元住民の所得水準のモニタリングが行われることが望ましい。それら

の結果は MPMU II 及び地域の関連機関で共有を行い必要に応じて適切な措置が検討される

べきである。また、物価の急激な上昇の抑制手段として、流入する建設作業員と地域住民の

居住区を分けて十分な物品の供給を確保する方法も効果的である。 

また、提案事業の被影響者に対するフォローアップも建設段階の大変重要な項目である

と考えられる。本提案事業では住民移転は想定されないため、事業により生計手段に影

響のある被影響者への生計手段の回復支援策の状況把握が重要である。被影響者への生

計手段回復支援は MPMU II の責任範囲ではないが、環境管理計画の一部として地域住民

への影響を把握する項目が含まれている事が望ましい。モニタリングの結果、被影響者

への支援策に何らかの改善が必要と判断される場合は、MPMU II がプロジェクトの実施

責任者という立場から、支援実施責任機関に対し、対策を講じるよう働きかける事が望

まれる。 

(3) 特にプロジェクト実施による、漁業事業者への想定外の影響を把握するため漁獲量や漁業者

の収入等の定期的なモニタリングが推奨される。モニタリングの結果、漁業者への補償対策

に改善が必要と判断された場合、責任機関（ハイフォン市人民委員会）は補償制度の見直し

又は、転職の斡旋を含めたその他の支援対策を講じる検討が求められる。同じく追加措置が

必要になった場合は、MPMU II はプロジェクト実施責任者として追加対策が適当な措置とな

るように被影響者と支援実施機関との調整を図る事が望まれる。 

 3) 港湾運用段階における留意点 

港湾の運用段階における社会環境配慮は、既に実施された補償措置のモニタリングを行うことが

主要課題となる。その際、MPMU II は港湾開発事業の実施主体として港湾運用責任者であるビナ

ラインや他の民間事業者と協力しながら、過去に導入された補償政策が適切に成果を上げている

か確認を行い、必要があればフォローアップが続けられる事が期待される。 
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